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総括研究報告書 
 

研究代表者 立石 清一郎 （産業医科大学 産業生態科学研究所 教授） 

研究要旨：  

労災疾病臨床研究ではこれまで数多くの両立支援に関する研究が取り上げられている。企

業と医療機関の連携手法や、産業医の標準的考え方に関する検討（立石班 H28-30）、医療
機関の立場で事業者に適切な就業上の意見を述べる手法（中村班 H29-31）、地域連携モデ
ルの構築など様々なツールが提案されてきている。しかしながら、企業側の関心はやや低調

の状況が続いている。中小企業のヘルスリテラシーを向上させるためには、中小企業の側から

の良好事例を発表しても経営者の理解度や業務内容などからできる企業だけが対応している

と思われがちであるため、医療機関を受診した労働者の対応事例を示すことで、些細なことで

あっても労働者にとって両立支援となっていることを実感できるようなデータを集積・公表する

ことが重要で、中小企業にとって有益であることを示し中小企業のモチベーションを上げていく

ことが求められている。 
このような課題を解決するために 6つの研究が企画された。 
【分担研究１】両立支援に関する医療機関及び企業へのコンサルティング部門の設立 
【分担研究２】医療機関モデルの構築（産業医大モデル） 
【分担研究３】医療機関モデルの構築（大学病院モデル） 
【分担研究４】医療機関モデルの構築（労災病院モデル） 
【分担研究５】中小企業のヘルスリテラシーの向上に寄与する映像コンテンツ作成 
【分担研究６】両立支援アクションチェックリストの開発 
中小企業における両立支援アプローチとして、コンサルティング部門で収集された問題解決の

ための相談類型と、医療機関タイプごとの対応方法のモデルの提案、事業場向け教育資材の

作成がなされた。また、基盤の脆弱などのような中小・零細企業であっても両立支援を少しでも

対応することができるアクションチェックリストを整備することができた。また、両立支援データベ

ースの解析により、一度復職してもその後離脱するものが 14%程度いることが判明し、職場復
帰の時点のみならず継続的なフォローアップが重要であることが示された。 

 
 

研究分担者 

白土 博樹 （北海道大学 医学研究院連携研究センター療養・就労両立医学教室 教授） 
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A. 研究の背景と目的 

 労災疾病臨床研究ではこれまで数多く

の両立支援に関する研究が取り上げられ

ている（立石、産業医学レビュー、2018）。

企業と医療機関の連携手法（森班 H26-28）

や、産業医の標準的考え方に関する検討

（立石班 H28-30）、医療機関の立場で事業

者に適切な就業上の意見を述べる手法

（中村班 H29-31）、地域連携モデルの構築

（堤班 H29-31）など様々なツールが提案

されてきている。しかしながら、企業側

の関心はやや低調の状況が続いている。 

健康投資 1 ドルに対し約 3 ドルの休業損

失削減というリターンがある（Baicker K

ら、Health Affairs、2010）ことなどを

背景に、一部の大企業等については健康

経営という視点が浸透しつつあるが、経

営体力の弱い中小企業では目の前の資金

繰りや業務をどうするかという視点に陥

るため医療機関との連携も不十分になり

やすく、労働者自らが支援を求めること

が要求されがちである。また、疾病を抱

えながら就業している労働者が 3 割であ

るにもかかわらず、企業担当者に両立支

援について聴取しても経験したことがな

いと回答するものがほとんどで両立支援

のイメージがわきにくい現状があること

が想定されている。中小企業のヘルスリ

テラシーを向上させるためには、中小企

業の側からの良好事例を発表しても経営

者の理解度や業務内容などからできる企

業だけが対応していると思われがちであ

るため、医療機関を受診した労働者の対

応事例を示すことで、些細なことであっ

ても労働者にとって両立支援となってい

ることを実感できるようなデータを集

積・公表することが重要で、中小企業に

とって有益であることを示し中小企業の

モチベーションを上げていくことが求め

られている。 

研究を行うにあたって中小企業と医療機

関を専門的立場で支援するコンサルティ

ングチームと合わせ以下の 3 つの研究事

業を実施する。 

① 事業場及び医療機関への両立支援

コンサルティング部門の創設 

② 医療機関モデル（産業医大モデル、

大学病院モデル、労災病院モデル）の

提案 

③ 中小規模事業場での産業保健の展

開 

 

B．方法 

 令和２年度の分担研究として、以下を行っ

た。 

【研究１】両立支援に関する医療機関及び

企業へのコンサルティング部門の設立 

【研究２】医療機関モデルの構築（産業医大

モデル） 

【研究３】医療機関モデルの構築（大学病院

モデル） 

【研究４】医療機関モデルの構築（労災病院

モデル） 

【研究５】中小企業のヘルスリテラシーの向

上に寄与する映像コンテンツ作成 

【研究 6】両立支援アクションチェックリストの

開発 

  
C．結果 

実施された分担研究ごとの要約を以下

に記す。 

【研究１】両立支援に関する医療機関及び

企業へのコンサルティング部門の設立 

【目的】医療機関及び事業場の両立支援

に関連する相談事に焦点を当てて、事業

場や企業が両立支援を実践する上でつま
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ずいている個所を明確にすることを目的

とする。 

【方法】産業医科大学病院両立支援科及

び就学・就労支援センター内に事業場お

よび医療機関が相談できる両立支援コン

サルティング部門を創設した。事業場に

係るケース・組織作りについては産業医

経験があるものが対応し、医療機関に係

るケース・組織作りについては両立支援

コーディネーター資格者が中心に回答で

きる体制を構築した。 

【結果】事業場からの相談は 73件であっ

た。医療機関からの相談は仕組みづくり

に関すること 147 件、事例に関する相談

が 52件聴取された。いずれの相談につい

ても新たな分類は見出されなかった。 

【考察】事業場コンサルティングは、令

和元年度については産業保健総合支援セ

ンターが事業者向け相談事業を行ってい

ること、事業場向けのガイドラインが策

定されるなど、の影響で相談が少なかっ

た。令和 2 年度には新型コロナウイルス

感染症の流行で働き方そのものが変わっ

たことから相談件数が増加した。令和 3

年度には医療機関からの相談はそれほど

増えなかったが、独立系産業医向けに講

演を終えた後に相談が急激に増えた。相

談窓口を置いていても相談に来ることは

なかなかないが、顔の見える関係になっ

た場合に相談が増える傾向がみられるた

め、相談しやすい場所を常設することで

事例の蓄積が進むものと考えられる。一

方でやらなければならないことが膨大で、

どこから手を付けていいかわからないと

いう意見も散見されている。これを解決

するために本研究の分担で事業場向けア

クションチェックリストを作成する研究

をスタートした。事例については、先行

研究の「10 の質問」の類型に当てはまる

ケースばかりであったため、医療機関で

の「10 の質問」の展開は均てん化につな

がることが期待される。 

【研究２】医療機関モデルの構築（産業医大

モデル） 

（研究２－１）産業医大対応分析 

【目的】『研究 A』医療機関において両立

支援を実践することについて「どこから

手を付けていいかわからない」という医

療機関が多いため本学の両立支援が実践

されるまでのいきさつを公開することは

他医療機関がどこから進めたらいいか参

考になるとともに、大学病院における両

立支援の進め方の参考になると考えられ

る。本稿においては、産業医科大学病院

における両立支援の体制と現状について

述べ、体制整備上で苦慮したこと、およ

びうまくいったことを列挙することで、

医療機関における両立支援の展開につい

て検討を行う。『研究 B』両立支援を希望

する患者の復職に際しての困りごとを

「10 の質問」を用いて企業規模ごとの違

い及び患者ニーズの定量化を示す。特に、

本研究課題である中小企業と大規模事業

場によって選択に差異があるかについて

示す。 

【方法】『研究 A』産業医科大学病院での

実践例を参考に、体制について、対応事

例の流れについて、問題点の提起とこれ

からの取り組みの在り方について検討を

行う。『研究 B』産業医科大学病院で、両

立支援コーディネーターの資格保持者が

両立支援を希望した患者を対象に「10 の

質問」を用いて聴取を行った。回答は、

はい/いいえの二択で求め集計を実施し

た(複数回答可)。 

【結果】『研究 A』両立支援の流れで整理
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された内容は以下の通り、１．体制整備・

コアチームの作成、２．方針（ビジョン）

の策定、３．目標の設定、４．役割の明

確化、および、メンバーへの周知の方法

および支援レベルの向上のための取り組

み、５．支援希望者をもれなく把握する

ための手法（両立支援フロー図の作成）、

６．帳票の整理、７．両立支援体制の見

直 し 。『 研 究 B 』 対 象 期 間

（1/SEP/2019-25/DEC/2019）のうち、該

当患者は 112名（男性 55名、女性 57名、

平均年齢 49歳）であった。大企業に属す

る患者は 39名(35%)、300人未満の患者は

73名(65%)であった。疾患群は多い順に新

生物 43 名(38%)、筋骨格系及び結合組織

の疾患 13 名(12%)であった。困りごとは

多い順に、病気や治療による「業務能力

の低下」62名(55%)、「不安」52名(46%)、

「個人背景」33 名(29％)であった。うち

「不安」は中小企業患者が 39 名(75%)で

あり、大企業患者 13 名(25%)と比較し有

意差を認めた(p=0.04)。 

【考察】『研究 A』医療機関における両立

支援の取り組みは、産業保健などで実践

されるマネジメントシステムの手法を応

用展開することで、周囲の理解を深める

とともに実践レベルが上がる可能性があ

る。大学病院は特に特定機能病院である

ことが多く、PDCA や年間計画という考え

方が定着しているため、応用性が高いと

考えられる。『研究 B』企業規模に関わら

ず、「業務能力の低下」が最も多い復職へ

の困りごとであり半数以上の患者が支援

を求めていた。「不安」も約半数以上の患

者が求めており中小企業所属の患者で有

意に多く、従業員規模が少ないほど病気

や復職に対する不安が強いことが示唆さ

れた。よって、医療機関では特に病気や

治療による業務能力の低下にも着眼した

ケアを行い、不安に対する傾聴や患者の

解決力を高める取り組みを行い、企業と

連携することが望まれる。また患者は平

均し2.7個と複数の困りごと抱えており、

支援者は患者ニーズを把握することが重

要であることが示唆された。 

（研究２－２）両立支援データベース 

両立支援における就労予後因子の検討は

大変重要である。特にがんや難病のよう

な進行性の疾患の場合、予後を把握し適

切な時期に両立支援を提供することが就

労継続に大きく影響すると考えられる。

産業医科大学病院では平成 27 年から 800

件を超える両立支援を実践してきた。本

研究では、産業医科大学病院における両

立支援データベースを作成した（SanRISE 

Study: 産業医科大学病院 両立支援 チ

ームによる医療機関の両立支援 Seek 

Evidence Study）。両立支援介入による就

労予後を把握するための両立支援フォロ

ーアップ問診表を用いて行ったフォロー

アップ状況を一部集計したので、報告す

る。 

産業医科大学病院に通院加療中の、2018

年 4月から 2021年 3月に入院加療などで

仕事を休み両立支援を行けた患者 837 例

に対し、問診票を用いたフォローアップ

を行った。このうち 2021 年 11 月 8 日か

ら 2022 年 2 月 18 日にフォローアップを

行った 103例の問診票結果を集計した。 

1）両立支援を実施した対象背景、2）両

立支援を受けた後の勤務状況（8カ月以上、

最大 3 年経過後の現在）、3）両立支援を

受けた後の業務内容、4）両立支援を受け

た後の勤務時間、5）両立支援を受けた後

の職場での人間関係、6）両立支援を受け

た後の予後指標（1.「10の質問」：困りご
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との問診、2. EQ-5D：QOL の指標、3.

 BFI：簡易倦怠感尺度、4.HAD Scale、

K6：不安抑うつ尺度、5.WFun：労働機能

障害の指標、6.QQ：労働生産性の指標、

7.IPAQ：身体活動量の指標）について確

認した。就労上の転帰やこれら指標患者

のを追跡しフォローすることは、効果的

かつ継続的な両立支援を検討する上で有

用である。 

今回、医療機関における大規模な両立支

援データベースを作成した。今後、効果

的な両立支援を提案する上での活用が期

待される。 

 

【研究３】医療機関モデルの構築（大学病院

モデル） 

（研究３－１）大学病院での立ち上げ 

 「病気の治療と仕事の両立支援（両立

支援）」のために、①大学などの医育機関

の教育研究体制の整備、②大学病院等主

たる医育機関の診療体制の整備、③産業

医がいない中小企業等に関する知識の整

理と対応法の検討、④ 病院から患者への

情報提供プロセスの院内周知を行う方法

の整備、を行った。 

① 大学などの医育機関の教育研究体制

の整備：令和 2 年 4 月 1 日より、北海道

大学医学研究院連携研究院に療養・就労

両立医学分野を立ち上げ、臨床医学系お

よび基礎医学系13教室の協力を得て連携

研究を行うための新体制を整備した。

COVID-19 のパンデミックのため、分野内

のメーリングリストを利用して、がん治

療の経済毒性に関する情報交換を行い、

各構成員の治療と仕事の両立支援への理

解を深めた。 

② 大学病院等主たる医育機関の診療体

制の整備：令和 2 年 4 月 1 日より、北海

道大学病院腫瘍センターに、医師、看護

師、社会福祉士からなる治療と仕事の両

立支援外来を立ち上げ、各診療科からの

依頼や各診療科を跨いでの両立支援を行

うための新体制を整備し、実際に療養・

就労両立支援指導が開始された。 

③ 産業医がいない中小企業等に関する

知識の整理と対応法の検討：安全衛生担

当者に関する知識を整理し、患者の問診

表に事業所の人数記載欄を改善し、より

広く両立支援が可能となるような対応法

を導入した。北海道大学主催の日本放射

線腫瘍学会にて、治療と仕事の両立のシ

ンポジウムを行い、北大病院腫瘍センタ

ーセミナー講習会にて安全衛生担当者の

指定を強調して講演した。 

④ 病院から患者への情報提供プロセス

の院内周知を行う方法の整備：病院情報

システム（電子カルテ）を改良し、両立

支援に必要な書式での意見書作成を可能

とした。 

（研究３－２）包括的支援体制の構築 

 中小企業のがん治療患者に対して、医

療現場の第一線で活躍しているがん治療

医と大学病院・がんセンター等のがん研

究医は、経済毒性が発生し得ることを理

解し、基本的な知識と対策方法を身に着

ける必要がある。医療現場では、医師・

医療従事者の働き方改革を遵守し他のタ

スクシフトを進めつつ、中小企業のかん

治療患者が治療に伴う経済的負担が原因

で生命予後・生活の質に支障を来すリス

クを評価し、その解決のために、（１）収

入と資産の減少を防ぐ努力、（２）支出を

減らす努力、（３）精神的なサポート、（４）

総合的な支援を行うこと、が重要である。

大学病院・がんセンターや医学系研究機

関では、「がん治療の経済毒性研究」や「療
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養・就労両立医学研究」が、患者側に立

った最先端がん研究であることを理解し、

本質的な課題解決を目指すべきである。

がんの治癒率を上げる努力をしつつがん

患者の経済毒性を根本的に減らすために

は、医療経済学者・政策立案者・業界・

患者団体・他のステークホルダーの長期

的視野に立った議論が必須であるが、が

ん治療の医療現場では、経済毒性の知識

を持ち、治療と仕事の両立支援指導等で

経済毒性の軽減措置ができる治療医とそ

のグループの育成が大変重要である。中

小企業のかん治療患者等に関して、FT 軽

減がなされるための研究開発と施策と医

療が、喫緊の課題として、求められてい

る。 

 

【研究４】医療機関モデルの構築（労災病院

モデル） 

（研究４－１）労災病院の問題点の整理 

愛媛労災病院の両立支援の現状について

過去の事例をもとに分析を行った。 

愛媛労災病院ではこれまで整形外科 570

名、糖尿病 159 名、不妊症 63 名、癌 23

名の両立支援を実践してきている。月に 1

回の定例カンファレンスとともに事例ご

との退院前のカンファレンスで多職種

（医師、ソーシャルワーカー看護師、理

学療法士など）で検討を行っている。 

これまでの検討から以下の問題点が浮上

してきている。 

 産業医の不在。 

 患者が企業に依頼しがたい 

 両立支援と個人情報保護との関係が

微妙な状態が存在 

 整形外科の患者の中には労災の可能

性もあり介入しがたい 

 治療を受けているのを知られたくな

いと思っている患者の存在 

上記のことから、労災病院の取り組みと

して以下の観点を重視することの必要性

が示唆された。 

 医療従事者は「治療と就労の両立支

援」マインドが必要 

 働く人々にとって、どのような疾患で

あれ治療には「治療と就労の両立支援」

が常に必要 

 働く人々には社会人としての健康教

育が必要、事業所にも疾患教育が必要 

 就労支援も、子育て支援も根本的には

全く同じ 

治療と仕事の両立支援について、労災病

院モデルの在り方について検討を行った。

愛媛労災病院という地域での活動が必ず

しも一般化されるわけではないがほかの

労災病院や医療機関でも参考になるもの

と考えられる。また、「両立支援 10 の質

問」を導入し、患者の困りごとを解決す

る視点での対応をスタートした。現在プ

レテストを開始しているが 10の質問は患

者の困りごとを言語化するために役に立

つ可能性が示唆されている。 

（研究４－２）企業との連携の在り方 

「治療と仕事の両立支援」において、患

者が治療と職業生活の両立を図るために

医療と職場との連携が推進されてきた。

愛媛労災病院は癌、糖尿病、脳卒中、メ

ンタルヘルスのモデル 4 分野に限定する

ことなく、全ての患者を治療と就労の両

立支援の対象と定め、今日まで取り組ん

できた。 

 そこで、「治療と仕事の両立支援」を受

けながら働き続けるには何が問題なのか

を、下記の点に関して検討した。 

 設問 1：退院後も働き続けていたいと希

望している患者さんは、退院時に自分の
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健康や職場への働きかけをどのように認

識しているのか、 

 設問 2：患者さんは「治療と仕事の両立

支援」の取り組みに満足しているのか 

 設問 3：小規模事業所で働いている労働

者は自分の健康をどのように意識し、「治

療と仕事の両立支援」をどのように認識

しているのか、小規模事業所での「治療

と仕事の両立支援」の推進にはどうすれ

ば良いのか 

上の検討結果から、「治療と仕事の両立支

援」を推進するには、 

１）小規模事業所の経営者に従業員の健

康が事業の継続には必要であるとの働き

かけを今まで以上に行うことと 

２）小規模事業所の従業員の健康管理に

保健師や両立支援コーディネーターを派

遣し、職場で健康相談に応じることが重

要と考える。また、 

３）急性期病院には「治療と仕事の両立

支援」はチーム医療を推進する契機にな

ると、働きかけを強めることが有用と考

える。 

 

【研究５】中小企業のヘルスリテラシーの向

上に寄与する映像コンテンツ作成 

（研究５－１）中小企業に必要なコンピ

テンシーの整理 

「病気の治療と仕事の両立支援（両立支

援）」のためには、企業内の体制や制度を

背景として、収集した情報をもとに就業

措置の意思決定がなされ、措置後の状態

に関する情報をもとに適宜見直しが図ら

れる必要がある。そのため、両立支援に

当たって事業者は、産業医等の医療・保

健従事者の意見を聴きながら、自社の制

度や配置可能な業務を想定して、意思決

定をする必要がある。しかし、小規模事

業場においては、それらの両立支援にお

ける意思決定プロセスを産業医の力を借

りずに実施しなければならないなどの限

界がある。本分担研究においては、小規

模事業場の経営者に対する研究プログラ

ム開発を前提として、必要な知識・能力

について検討した。 

先行研究で作成した「企業のためのがん

就労者支援マニュアル（マニュアル）」か

ら、経営者および管理職に必要な知識・

能力項目を抽出した。次に、小規模事業

場の特徴をふまえた経営者や管理職に必

要な知識や能力について研究班内での

FGDを行い、項目を追加した。 

マニュアルに挙げられた経営者、人事労

務部門、管理職の役割を果たすための 97

項目について、必要な知識・能力を分類

したところ、①両立支援の基本的知識、

②就業規則等の制度化の知識、③個人情

報保護の知識、④産業保健スタッフの活

用の知識、⑤主治医への情報提供・入手

のための知識、⑥両立支援関連機関の活

用のための知識、⑦従業員／家族とのコ

ミュニケーションのための知識・能力、

⑧職場環境の理解・改善方法・同僚への

配慮のための知識・能力、⑨健康経営の

推進のための知識に分類された。小規模

事業場の特徴をふまえると、産業保健総

合支援センターや社会保険労務士などの

外部資源の活用が有効と考えられた。小

規模事業場における両立支援を進めるた

めに、キーパーソンに対して、一定の知

識や能力向上のための研修が必要である

が、その場合でも外部資源の活用を前提

として、ポイントを絞った研修提供が望

まれる。 

（研究５－２）ヘルスリテラシー向上プ

ログラムの開発 
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本分担研究では、中小企業のヘルスリテ

ラシーの向上に寄与する映像コンテンツ

を作成した。 

両立支援の重要性が注目され、大企業な

ど、両立支援に力を入れている企業も散

見されるようになってきた。しかし、日

本の労働者の約 55％が属している中小企

業への浸透はまだ十分でない。経営体力

の弱い中小企業にとっては目の前の資金

繰りや業務をどうするかという視点にな

りがちで、企業のヘルスリテラシーが十

分でなく医療機関との連携も不十分にな

りやすく労働者に負担をかけている現状

がある。 

また、中小企業の担当者に両立支援につ

いて聴取しても経験したことがないと回

答するものがほとんどで両立支援のイメ

ージがわきにくい現状があることが想定

される。中小企業のヘルスリテラシーを

向上させるためには、事例などを交えた

説明資料が有用である可能性がある。 

 そこで本分担研究は、中小企業経営者

向けに教育等で利用する事例などを交え

た映像コンテンツを作成することを目的

とした。今年度作成した映像コンテンツ

を、教育等も用い、両立支援について広

く啓発していくことが望まれる。 

 

【研究 6】両立支援アクションチェックリストの

開発 

【目的】治療と仕事の両立支援（以下、

両立支援）については、「事業場における

治療と仕事の両立支援のためのガイドラ

イン（平成 28 年）」の取りまとめより 6

年が経過し、順調に社会的認知は進んで

きたものの、ガイドラインに列挙されて

いる両立支援に必要な仕組みや環境の整

備（休業制度の整備・主治医とのコミュ

ニケーション・就業配慮の検討・個人情

報の取り扱い・相談窓口の設置等）を網

羅的に行わなければならないという固定

観念があるため、現場では未だ「両立支

援とは難しく、スタートのハードルが高

い」印象が拭えない。本研究では、両立

支援のハードルを下げ、支援者各々が次

の一歩を歩むためのヒントとして両立支

援アクションチェックリストを提案する

ことを目的に、両立支援の経験者らが具

体的に実践している良好事例を聴取し、

産業医からの聴取で両立支援アクション

チェックリストを作成した（令和 2年度）。 

今回は、両立支援のベタな実践要素及び

行動を整理しさらに 1 つでも多く取り入

れるべく、さらに当事者及び社会保険労

務士より追加聴取し両立支援のベタな実

践要素及び行動を整理した。 

【方法】オンラインにて、フォーカスグ

ループインタビュー調査を実施した（実

施期間：2021年 12月‐2022年 3月）。Ⅰ

-1．当事者インタビュー：当事者 11名を

対象に、3グループ、Ⅰ-2．社会保険労務

士インタビュー：社会保険労務士 4 名 2

グループを対象に、自身の過去の経験あ

るいは経験した事例を基に、仕事と治療

の両立支援に必要な要素や行動について

聴取した。尚、インタビュー対象者は機

縁法によって選抜した。Ⅰ-3．事業者及

び人事労務担当者の経験：これまで公開

されている企業インタビュー等の内容を

確認した。聴取内容について、産業医資

格を有する医師 3 名（産業衛生指導医 1

名、産業衛生専門医 1 名を含む）によっ

て実践要素及び行動を抽出し、KJ 法を用

いて、場面別に類型化を行った。 

【結果】入院加療・自宅療養によって休

職を要する事例発生時に、職場で両立支
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援を行うために必要な要素及び行動とし

て、Ⅰ-1．当事者インタビュー：計 39項

目、Ⅰ-2．社会保険労務士インタビュー

及び内容分析：計40項目、が聴取された。

産業医からの聴取より作成した両立支援

アクションチェックリストに 11項目追加

された。 

【考察】今回、我々は、有効な両立支援

アクションについて過不足なく収載した

両立支援アクションチェックリストを開

発した。両立支援に意欲的に取り組む経

験者らから、両立支援の具体的かつベタ

な実践要素及び行動を聴取し整理できた

ことで、両立支援とは、たとえ専門家以

外の支援者であっても、容易にスタート

かつ達成できる取り組みであることを十

分に示せた。これらの要素や行動を 1 つ

でも実施できれば、両立支援を実践でき

ていると評価でき、さらに 1 つでも多く

取り入れていけば、より円滑な支援を目

指せると考える。今後、開発した両立支

援アクションチェックリストを公開し、

中小企業での両立支援の拡充を図ってい

く。 

 

D. 考察 

 本研究班は 3 つのテーマを研究課題と

した（図 1）。 

① 事業場及び医療機関への両立支援コ

ンサルティング部門の創設 

② 医療機関モデル（産業医大モデル、大

学病院モデル、労災病院モデル）の提

案 

③ 中小規模事業場での産業保健の展開 

 これらのテーマはそれぞれリンクし、

相互的な研究が実践されている。 
コンサルティング部門については広報

活動が進んだ結果、一定の相談件数が得

られた。新型コロナウイルス感染症の広

がりを受けた質問が増えたこと、テレワ

ークへの対応の相談があったことなどこ

れまで治療と仕事の両立のテーマでなか

ったことが相談にあげられるケースが増

えた。また、療養・就労両立支援指導料

が改訂されたことで、勤務情報提供書の

収集の方法についての議論や、算定のタ

イミングなどの情報提供も必要であった。

また、相談内容による新しいカテゴリー

は出てこなかったことからある程度の法

話がみられ、相談内容の蓄積を図ること

が可能であった。 
 医療機関モデルは、それぞれ特徴のあ

る医療機関でかつ地域の基幹病院である

産業医科大学、大学病院、労災病院での

モデルの在り方について検討した。産業

医科大学は肉体労働者の困りごとに着目

し研究を行った。心理的影響、職場の受

け入れ、職場の適正配置が有意に困りご

ととして挙がっており、特徴的に聴取が

必要な項目であることが示唆された。ま

た、ほとんどのものが一度は職場復帰し

ていたが、14%のものが復帰後に離職し

ていることが判明した。数が少なく寄与

している要因までは統計的優位さが出て

いないが、継続的なフォローアップをし

ていくことが必要であることが示された。 
大学病院モデルとして北海道大学は、

両立支援に関係する部門の立ち上げと病

院ぐるみで仕組み構築がなされた。大学

病のような専門分化がされているところ

でも、中核となる人材がいることで実践

可能であることが証明された。したがっ

て、中核病院に対して集中的な研修を行

うような枠組みがあれば爆発的に両立支

援に取り組む医療機関が増加する可能性

がある。また、総合大学であることを活
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かし、経済毒性に着目した研究分野にも

進んでいった。両立支援における事業場

のメリット・デメリット、本人のメリッ

ト・デメリットなどについて検討するに

は総合大学の大学病院でモデルを作り対

応することで新たな展開があることが示

唆された。 
 労災病院モデルとして愛媛労災病院が

活動を実践した。「10 の質問」の利用を

開始し、患者の困りごとに着目した両立

支援を実践することでそのイメージの乖

離が徐々に少なくなっていることが報告

された。10 の質問で具体的な困りごとの

項目としては、業務遂行能力の低下や不

安などが困りごとの項目として挙げられ

ており、産業医科大学で昨年実施された

調査でも同様であったことから地域や病

院の特徴を超えて再現性があるものと考

えられた。また、患者アンケートから地

元に根差し、企業教育なども積極的に行

うことで、両立支援が推進していくモデ

ルの提唱がなされた。 
 中小企業での展開については、令和元

年度に中小事業者にとって必要な知識・

技能が整理されその情報を用いた中小企

業向けビデオが作成された。中小企業で

は、ケース発生可能性が低くそもそも関

心がないケースが散見される。これらの

関心を高めるための啓発ビデオを作成し

たので、今後、研修会等でビデオを視聴

したことでの企業のヘルスリテラシーの

向上への寄与の確認が行われ、一定の効

果について確認された。中小企業向けに

は、事例が発生した時に見ることができ

る映像資材の作成をすることは、効果が

ある可能性が示された。 
また、コンサルティングを通じて、事

業場の課題において、相談者は自ら回答

を持っているケースが多かった。このこ

とを踏まえ、両立支援を行うためのヒン

トを提供することで、事業場の両立支援

が進展する可能性を見越してアクション

チェックリストを作成した。アクション

チェックリストは令和 2 年度の厚生労働

省の両立支援広報事業で用いられ、実習

を通じて、企業アクションを作成するこ

とに寄与することが確認されている。基

盤がぜい弱な中小企業にとって、実施し

なければならない項目が多いチェックリ

スト形式よりもむしろ、必要な項目を選

択し対応できるアクションチェックリス

トには価値があるものと考えられる。 
 
E. 結論 

 中小企業における両立支援アプローチと

して、コンサルティング部門で収集された問

題解決のための相談類型と、医療機関タイ

プごとの対応方法のモデルの提案、事業場

向け教育資材の作成がなされた。また、基

盤の脆弱などのような中小・零細企業であっ

ても両立支援を少しでも対応することができ

るアクションチェックリストを整備することがで

きた。また、両立支援データベースの解析に

より、一度復職してもその後離脱するものが

14%程度いることが判明し、職場復帰の時点

のみならず継続的なフォローアップが重要

であることが示された。 
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分担研究報告書 

産業医科大学での取り組み（産業医科大学モデル） 

 
研究代表者  立石 清一郎 （産業医科大学 産業生態科学研究所 教授） 

研究分担者  永田 昌子   （産業医科大学 医学部 両立支援科学 准教授） 

研究分担者 原田 有理沙  （産業医科大学 医学部 両立支援科学 助教） 

研究要旨 

【目的】医療機関及び事業場の両立支援に関連する相談事に焦点を当てて、事業場や企業が

両立支援を実践する上でつまずいている個所を明確にすることを目的とする。 
【方法】産業医科大学病院両立支援科及び就学・就労支援センター内に事業場および医療機

関が相談できる両立支援コンサルティング部門を創設した。事業場に係るケース・組織作り

については産業医経験があるものが対応し、医療機関に係るケース・組織作りについては両

立支援コーディネーター資格者が中心に回答できる体制を構築した。 
【結果】事業場からの相談は 73 件であった。医療機関からの相談は仕組みづくりに関する

こと 147 件、事例に関する相談が 52 件聴取された。いずれの相談についても新たな分類は

見出されなかった。 
【考察】事業場コンサルティングは、令和元年度については産業保健総合支援センターが事

業者向け相談事業を行っていること、事業場向けのガイドラインが策定されるなど、の影響

で相談が少なかった。令和 2 年度には新型コロナウイルス感染症の流行で働き方そのもの

が変わったことから相談件数が増加した。令和 3 年度には医療機関からの相談はそれほど

増えなかったが、独立系産業医向けに講演を終えた後に相談が急激に増えた。相談窓口を置

いていても相談に来ることはなかなかないが、顔の見える関係になった場合に相談が増え

る傾向がみられるため、相談しやすい場所を常設することで事例の蓄積が進むものと考え

られる。一方でやらなければならないことが膨大で、どこから手を付けていいかわからない

という意見も散見されている。これを解決するために本研究の分担で事業場向けアクショ

ンチェックリストを作成する研究をスタートした。事例については、先行研究の「10 の質

問」の類型に当てはまるケースばかりであったため、医療機関での「10 の質問」の展開は

均てん化につながることが期待される。

研究協力者 
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Ａ. 目的 

平成 28 年 2 月に事業場における治
療と仕事の両立支援のためのガイドライ

ンが発出した。しかしながら、事業場、企

業とも取り組みが低調で両立支援が社

会的に広がっている状況であるとはいい

がたい。そこで、本研究においては、医

療機関及び事業場の両立支援に関連

する相談事に焦点を当てて、事業場や

企業が両立支援を実践する上でつまづ

いている個所を明確にすることを目的と

する。本事業は令和元年度に構築した

コンサルティングチームを継続し実施し

た。 
 
B. 方法 

 令和元年度に構築した産業医科大

学病院両立支援科及び就学・就労支援

センター内に事業場および医療機関

が相談できる両立支援コンサルティ

ング部門を創設した。事業場に係るケ

ース・組織作りについては産業医経験

があるものが対応し、医療機関に係る

ケース・組織作りについては両立支援

コーディネーター資格者が中心に回

答できる体制を構築した。広報は、学

会や厚生労働省主催のシンポジウム・

教育講演および医師会の産業医研修

会などで筆頭著者が登壇するときに

メールアドレスを開示し自由に相談

できるよう通知し、相談のあったケー

スを本報告書に記述した。相談体制と

して表 1 のような組織を構築した。な

お、本コンサルティング事業を広報し

た研修会等の一覧を表２に示す。また、

産業医科大学医学部両立支援科ホー

ムページを開設し、コンサルティング

を 受 け る こ と を 広 報 し た

（https://ryoritsuuoeh.com/）。 
 
Ｃ. 結果 

【事業場向けコンサルティング】 

事業場向けコンサルティングは制度、

体制整備に関すること計 73 件であっ

た。両立支援のガイドラインに倣い、

方針、教育、相談窓口、制度・体制整

備に分けて分類した。相談内容に新た

に分類されるものはなかった。 

1 両立支援の方針に関すること 

1.1 事業場方針 31件 

2 社内教育に関すること 

2.1 教育内容 ３件 

2.2 教育対象者 ３件 

3 相談窓口に関すること 

3.1 担当者 ４件 

3.2 機能 ４件 

4 制度・体制整備に関すること 

4.1 実施基準 28 件 

4.2 手順 1件 

4.3 運用方法 1 件 

事例に関するものは職務適正につい

ての相談と主治医とのコミュニケー

ションに関連するものであった。新型

コロナウイルス感染症に関連した相

談が 2件あった。 

⚫ 食品製造業のライン作業者が大腸

がんでストーマとなっているが勤

務させていいか 

⚫ 主治医が傷病手当金の文書作成を

してくれないがどうしたらいいか 

⚫ てんかん患者の適正配置の考え方 

⚫ 両側乳がん患者の健診時の採決の
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方法について 

⚫ 自己保健義務をどの程度お願いし

たらいいかよくわからない。 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の流行

で在宅勤務で復帰した場合、現職

との要求事項が変わる場合の支援

の方策について 

⚫ 新型コロナウイルス感染症で在宅

勤務になった労働者の労務管理に

ついて 

相談者は、講演会依頼者、既知の企業

担当者または産業保健スタッフであ

った。 

 

【医療機関向けコンサルティング】 

 医療機関からの制度・体制整備に関

連する相談は、講演会直後の相談がほ

とんどであった。講演会の依頼そのも

のが、「どこから手を付けていいかわ

からないので講演してほしい」という

ニーズも 2件あり、ほとんどの医療機

関でどのように対応したらいいかわ

からない状況であることが考えられ

る。具体的相談として 147件が相談さ

れ、代表的なものは以下の類型化を行

った（表 3）。相談内容に新たに分類さ

れるものはなかった。 

（制度、体制整備に関すること） 

1 トップの方針表明 

1.1 意思決定プロセス 

1.2 院内の理解 

1.3 医療機関と企業（産業医）の

連携 

1.4 教育・研修体制 

2 両立支援チームの体制 

2.1 両立支援チームの体制 

3 両立支援チームのビジョン 

3.1 両立支援チームのビジョン 

4 両立支援チームの運営 

4.1 両立支援チームの目標 

4.2 両立支援チームの計画 

4.3 各種帳票の整理 

4.4 勤務情報提供書の授受 

4.5 診療報酬の算定のタイミン

グ 

4.6 両立支援フローの整備 

4.7 外部機関との連携 

 

医療機関からの事例に関する相談は 

⚫ がん患者に夜勤をさせてもいいか 

⚫ 患者が仕事を辞めると言っている

がどのように相談したらいいか 

⚫ バス運転士一本でやってきたので

やめたくないと言っているがどう

したらいいか 

⚫ アルコール依存でやめる気がない

と言っているがどうしたらいいか 

⚫ 小規模事業場であるためすぐに変

わりの要員を入れる必要があり、

すでに代替の職種の人が入ってい

るがどうしたらいいか 

⚫ 職場の中で配慮の申し出をしにく

いと言っているがどうしたらいい

か 

⚫ 配置転換された職場が合わないと

言っているがどうしたらいいか 

⚫ 産業医に返事を要求してももらえ

なかったがどうしたらいいか 

といった 52件が収集された。 

 

D. 考察 

【事業場向けコンサルティング】 
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 事業場向けコンサルティングは昨

年より大幅に増加し 73 件の相談があ

った。独立系産業医の研修実施後に相

談が増えたことから事業者ニーズは

潜在化したものが多く存在すること

が示唆された。一方で、研修会後に急

激に相談が増えるところから、掘り起

しが容易でないことが推察される。新

型コロナいウイルス感染症に関する

相談事なども得られた半面、「正直、両

立支援どころではない」という意見も

あった。両立支援と経営については大

きく影響する要素であると考えられ

る。一方で、相談される内容は、ほと

んどは自分で曖昧ながらも回答を持

っているケースが大半であった。質問

を繰り返していくうちに回答につな

がることがほとんどであった。したが

って、両立支援を行うためのヒント集

が必要であり、これらが記載されたア

クションチェックリストの開発が有

用である可能性が高く、本研究の分担

研究の一環として新たなプロジェク

トをスタートさせた。 

 

【医療機関向けコンサルティング】 

医療機関からの体制・制度に関する

相談は昨年に引き続き、講演会の後な

どに多く得られた。昨年同様の質問が

多かったが、令和 2年 4月に診療報酬

が改定されたことを受けて、必須とな

った本人と事業所が共同で作成する

勤務情報提供書に関する相談が多く

得られた。患者に勤務情報提供書をど

のようにもらえばいいかわからない

という相談が多く、「両立支援のガイ

ドラインで勤務情報提供書を受け取

ったうえで主治医の意見書を起債す

ることが要求されている」という説明

を行うことで、収集がしやすくなった

という意見が多数得られた。医療機関

のスタッフは事業者にどのように伝

えれば協働できるかというポイント

が苦手である可能性がある。今後この

ような研修プログラム（事業場との協

働、役割分担、勤務情報提供書の授受

の在り方）などを行うことで発展の可

能性があると考えられた。また、NDBに

よると、診療報酬改定前である平成 30

年の療養・就労両立支援指導料の算定

数が 155件であることを考えると、ま

ずは年間 1000 件程度の算定がなされ

るように周辺医療機関の支援が必要

であると考えられた。 

 相談された事例は以下のようなも

ので昨年の延長線上であった。 

⚫ がん患者に夜勤をさせてもいいか 

⚫ 患者が仕事を辞めると言っている

がどのように相談したらいいか 

⚫ バス運転士一本でやってきたので

やめたくないと言っているがどう

したらいいか 

⚫ アルコール依存でやめる気がない

と言っているがどうしたらいいか 

⚫ 小規模事業場であるためすぐに変

わりの要員を入れる必要があり、

すでに代替の職種の人が入ってい

るがどうしたらいいか 

⚫ 職場の中で配慮の申し出をしにく

いと言っているがどうしたらいい

か 

⚫ 配置転換された職場が合わないと
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言っているがどうしたらいいか 

⚫ 産業医に返事を要求してももらえ

なかったがどうしたらいいか 

昨年同様、今回収集された 46 事例に

ついて、先行研究で提案されている、

復職に際する患者の困りごとを分析

的にコンパクトな質問で把握するた

めの産業医向けのツール「両立支援 10

の質問」（労災疾病研究、森班、H26-H28）

を医療機関のケースに準用してみた

場合、表４のように整理できた。具体

的事例については、すべてのケースで

患者の困りごとという視点で整理で

きた。このような整理の仕方は、両立

支援を全国展開する際の均てん化に

資すると考えられる。 

 事例について対応することで患者

から感謝され対応能力の自信もつい

て、より両立支援を推進しようと考え

た医療機関もあった。医療機関で両立

支援を拡充するためには安心してま

ず 1例の経験を実践できる枠組みの重

要性が考えられる。 

 
E. 結論 

事業場コンサルティングは、令和元

年度については産業保健総合支援セ

ンターが事業者向け相談事業を行っ

ていること、事業場向けのガイドライ

ンが策定されるなど、の影響で相談が

少なかった。令和 2年度には新型コロ

ナウイルス感染症の流行で働き方そ

のものが変わったことから相談件数

が増加した。令和 3年度には医療機関

からの相談はそれほど増えなかった

が、独立系産業医向けに講演を終えた

後に相談が急激に増えた。相談窓口を

置いていても相談に来ることはなか

なかないが、顔の見える関係になった

場合に相談が増える傾向がみられる

ため、相談しやすい場所を常設するこ

とで事例の蓄積が進むものと考えら

れる。一方でやらなければならないこ

とが膨大で、どこから手を付けていい

かわからないという意見も散見され

ている。これを解決するために本研究

の分担で事業場向けアクションチェ

ックリストを作成する研究をスター

トした。事例については、先行研究の

「10の質問」の類型に当てはまるケー

スばかりであったため、医療機関での

「10の質問」の展開は均てん化につな

がることが期待される。 
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表１．本事業におけるコンサルティング部門の体制 

 

責任者： 

立石清一郎（産業衛生専門医、労働衛生コンサルタント、消化器病専門医） 

 

事業場部門： 

永田昌子 （産業衛生専門医、労働衛生コンサルタント） 

岡原伸太郎（産業衛生専門医、労働衛生コンサルタント） 

平岡晃  （産業衛生専門医、労働衛生コンサルタント） 

小田上公法（産業衛生専門医、労働衛生コンサルタント） 

深井航太 （産業衛生専門医、労働衛生コンサルタント） 

簑原里奈 （産業衛生専門医、労働衛生コンサルタント）       

 

医療機関部門： 

荻ノ沢泰司（循環器病専門医） 

金城泰幸 （産婦人科専門医） 

原田有理沙（産業衛生専門医） 

橋本博興 （医師） 

石上紋  （保健師） 

細田悦子 （外来看護師長） 

篠原弘恵 （看護師、がん専門相談員、キャリアコンサルタント） 

古田美子 （看護師、がん専門相談員） 

高倉加寿子（看護師） 

近藤貴子 （社会保険福祉士） 

末永卓也 （精神保健福祉士） 

蟻川麻紀 （公認心理士） 

篠原義剛 （薬剤師） 

武本暁生 （作業療法士） 

久原聡志 （理学療法士） 
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表２．コンサルティング部門を広報した研修会等 

産業衛生系講演 

・日本産業衛生学会全国協議会（2019年 9月 13日産業医部会自由集会、） 

・日本産業衛生学会全国協議会（2019年 9月 14日教育講演） 

・日本産業衛生学会近畿地方会（2019年 9月 28日教育講演） 

・日本産業衛生学会総会（2020 年 5月 16日職業災害医学会合同シンポジウム、紙上開催 

・日本産業衛生学会（2020年 5月 18日、地域交流集会、紙上開催） 

・日本産業衛生学会総会（2021 年 5月、メインシンポジウム） 

・日本産業衛生学会総会（2021 年 5月、職災学会合同シンポ） 

 

臨床系講演 

・日本乳癌学会総会（2019年 7月 13日患者企画） 

・がんサポーティブケア学会総会（2019年 9 月 7日ランチョンセミナー） 

・日本医療マネジメント学会（2020年 9月 20 日） 

・産業医科大学学会（2019年 10 月 12日シンポジウム） 

・日本肺癌学会九州地方会（2020年 2月 21日シンポジウム） 

・日本呼吸器病学会九州地方会（2020年 3月 14 日教育講演、感染症流行のため紙上開催） 

・公認心理士の会年次総会（2020年 9月 26日産業・労働・地域保健部会シンポジウム） 

・日本消化器病学会総会（2021 年 4月、東京） 

・日本病院学会（2021年 6月、沖縄） 

・日本慢性看護学会(2021 年 7月、佐賀) 

・日本神経治療学会（2021年 10 月、三重） 

・日本がんリハビリテーション学会(2022年 2 月） 

 

企業向け講演 

・製薬会社（2019年 4月 12日） 

・製造業（2019 年 5 月 21 日、6月 13日） 

・化学メーカー（2019年 7月 29 日） 

・独立系産業医（2021年 6月） 

・自治体職員（2022 年 2月 7日、高知） 

 

がん連携診療拠点病院連携協議会等 

・東海地区（2019年 9月 18日） 

・近畿地区（2020年 2月 8日） 

・四国地区（2019年 12月 8日） 

・北海道（2020 年 7 月） 
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・新潟（2020 年 10 月） 

・鹿児島（2020 年 10 月） 

・東京（2020 年 11 月） 

・東京（2020 年 12 月） 

・熊本（2020 年 3月） 

・鹿児島（2020 年 3 月） 

・関西地区(2021 年 5 月） 

・愛媛（2021 年 6月） 

・鹿児島(2021 年 10 月) 

・福岡(2022 年 3 月） 

 

厚生労働省セミナー 

・鹿児島（2019 年 10 月 28 日） 

・東京（2019 年 12 月 12 日） 

・東京（2020 年 10 月） 

 

医師会研修会等 

・福岡（2019 年 5月 19 日） 

・愛媛（2019 年 7月 21 日） 

・福岡（2019 年 9月 24 日） 

・奈良（2019 年 9月 29 日） 

・東北（2020 年 1月 12 日） 

・新潟(2021 年 10 月 2日） 

・札幌(2021 年 12 月 4日) 

・東北（2022 年 1月 9日） 
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表
３
　
事
業
場
か
ら
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
相
談
）
依
頼
内
容

大
項
目

中
項
目

具
体
的
相
談
事
例

類
似
件
数

ど
こ
か
ら
ど
う
手
を
付
け
て
い
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い

8
健
康
経
営
の
視
点
か
ら
推
進
が
必
要
な
の
は
わ
か
る
が
、
対
策
を
講
じ
た
い
が
優
先
順

位
が
よ
く
わ
か
ら
な
い

4

方
針
の
立
て
方
に
つ
い
て

4
小
規
模
事
業
場
で
配
慮
余
地
が
な
い
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か

13
労
働
者
に
対
す
る
教
育
資
材
が
欲
し
い

2
教
育
す
べ
き
項
目
を
知
り
た
い

1
教
育
対
象
者

教
育
を
行
う
対
象
者
は
誰
に
す
べ
き
か

3
相
談
的
口
の
担
当
者

両
立
支
援
の
申
し
出
を
受
け
る
の
は
上
司
、
産
業
医
、
人
事
の
い
ず
れ
が
適
切
か

4
相
談
窓
口
の
機
能

相
談
窓
口
に
必
要
な
機
能

4
ど
こ
ま
で
配
慮
す
べ
き
か
の
基
準
作
り

4
ほ
か
の
社
員
と
の
公
平
性
の
担
保
の
方
策

3
が
ん
に
罹
患
し
た
社
員
へ
の
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
有
給
休
暇
、
フ
レ
ッ
ク
ス
休
暇
、
時
短

勤
務
、
時
間
有
休
な
ど
の
整
備
し
た
い
。
抗
癌
剤
の
レ
ジ
メ
ン
な
ど
を
考
え
て
ど
の
よ

う
に
設
計
し
た
ら
い
い
か
、
自
己
保
健
義
務
を
ど
こ
ま
で
求
め
て
い
い
か

13

個
人
情
報
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス

5
労
働
者
自
身
の
努
力
範
囲
の
設
定

2
意
見
書
の
適
切
な
期
間
設
定

1
両
立
支
援
の
手
順

保
健
職
と
人
事
ど
ち
ら
が
引
っ
張
っ
て
い
く
べ
き
か

1
両
立
支
援
の
運
用

両
立
支
援
が
で
き
て
い
る
こ
と
の
評
価
軸
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か

1
計

73

両
立
支
援
の
方
針
に
関
す
る
こ
と

両
立
支
援
の
社
内
教
育
に
関
す
る
こ
と

相
談
窓
口
に
関
す
る
こ
と

両
立
支
援
の
制
度
・
体
制
整
備
に
関
す
る
こ
と

事
業
場
方
針
に
関
す
る
こ
と

教
育
内
容

両
立
支
援
の
実
施
基
準
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表
４
　
医
療
機
関
向
け
　
組
織
運
営
に
対
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
相
談
）
依
頼

大
項
目

中
項
目

具
体
的
相
談
事
例

類
似
件
数

【
仕
組
み
・
体
制
づ
く
り
】

意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス

・
病
院
内
で
ど
の
よ
う
な
手
順
で
進
め
て
い
け
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い

6
・
経
営
層
を
ど
う
や
っ
て
説
得
し
た
ら
い
い
か

2
・
病
院
内
で
管
理
職
等
の
理
解
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
困
難

6
・
経
営
層
に
メ
リ
ッ
ト
を
説
明
で
き
な
い

5
・
ス
タ
ッ
フ
の
負
担
が
増
え
る
と
い
う
相
談
が
あ
る
が
ど
う
し
た
ら
い
い
か

6
・
仕
事
の
こ
と
ま
で
か
か
わ
っ
て
患
者
に
不
利
益
が
な
い
の
か

7
・
そ
も
そ
も
産
業
医
が
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
き
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
か

6

・
企
業
と
の
連
携
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い

15
・
企
業
が
協
力
的
で
な
い
場
合
の
対
処
法

7
・
行
政
か
ら
取
り
組
む
よ
う
言
わ
れ
て
い
る
が
何
を
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら

な
い

7

・
意
見
書
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い

15
・
メ
ン
バ
ー
に
ど
の
職
種
を
入
れ
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い

5
・
メ
ン
バ
ー
に
管
理
職
を
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か

1
両
立
支
援
チ
ー
ム
の
ビ
ジ
ョ
ン

両
立
支
援
チ
ー
ム
の
ビ
ジ
ョ
ン

・
両
立
支
援
チ
ー
ム
が
目
指
す
方
向
性
が
よ
く
わ
か
ら
な
い

1

両
立
支
援
チ
ー
ム
の
目
標

・
療
養
・
就
労
両
立
支
援
指
導
料
を
1件

で
も
算
定
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て

も
い
い
か

1

両
立
支
援
チ
ー
ム
の
計
画

・
年
間
計
画
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
入
れ
て
い
る
か
知
り
た
い

1
各
種
帳
票
の
整
理

・
産
業
医
か
ら
の
返
書
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
欲
し
い

12
勤
務
情
報
提
供
書
の
授
受

・
勤
務
情
報
提
供
書
の
収
集
方
法
が
わ
か
ら
な
い

25

診
療
報
酬
の
算
定
の
タ
イ
ミ
ン
グ

・
退
院
直
後
に
働
き
た
い
患
者
に
対
し
て
意
見
書
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
わ
な

い
2

両
立
支
援
フ
ロ
ー
の
整
備

・
患
者
さ
ん
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
支
援
ニ
ー
ズ
を
聞
い
た
ら
い
い
か
わ
か

ら
な
い

8

・
産
業
保
健
的
知
識
で
相
談
で
き
る
と
こ
ろ
は
あ
る
か

6
・
新
規
就
労
ニ
ー
ズ
に
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
い
い
か

3
計

14
7

両
立
支
援
チ
ー
ム
の
運
営

外
部
機
関
と
の
連
携

院
内
の
理
解

ト
ッ
プ
の
方
針
表
明

医
療
機
関
と
企
業
（
産
業
医
）
の
連
携

教
育
・
研
修
体
制

両
立
支
援
チ
ー
ム
の
体
制

両
立
支
援
チ
ー
ム
の
体
制
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表
５
　
医
療
機
関
の
事
例
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
相
談
）
依
頼

10
の
質
問

相
談
内
容

類
似
件
数

業
務
遂
行
能
力
の
低
下

が
ん
患
者
に
夜
勤
を
さ
せ
て
も
い
い
か

11

不
安
な
ど
の
心
理
的
影
響

患
者
が
仕
事
を
辞
め
る
と
言
っ
て
い
る
が
ど
の
よ
う
に
相
談
し
た
ら
い
い
か

14

個
人
的
な
背
景

バ
ス
運
転
士
一
本
で
や
っ
て
き
た
の
で
や
め
た
く
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
ど

う
し
た
ら
い
い
か

4

自
主
的
な
取
り
組
み
不
足

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
で
や
め
る
気
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
ど
う
し
た
ら
い
い

か
2

職
場
の
規
模
や
設
備

小
規
模
事
業
場
で
あ
る
た
め
す
ぐ
に
変
わ
り
の
要
員
を
入
れ
る
必
要
が
あ

り
、
す
で
に
代
替
の
職
種
の
人
が
入
っ
て
い
る
が
ど
う
し
た
ら
い
い
か

3

職
場
の
受
け
入
れ

職
場
の
中
で
配
慮
の
申
し
出
を
し
に
く
い
と
言
っ
て
い
る
が
ど
う
し
た
ら
い

い
か

4

不
適
切
な
配
置

配
置
転
換
さ
れ
た
職
場
が
合
わ
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
ど
う
し
た
ら
い
い
か

3
家
族
や
地
域
の
問
題

家
族
不
和
が
ベ
ー
ス
に
あ
り
仕
事
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

2
医
療
機
関
と
の
情
報
共
有

産
業
医
に
返
事
を
要
求
し
て
も
も
ら
え
な
か
っ
た
が
ど
う
し
た
ら
い
い
か

5
情
報
の
過
不
足

社
会
資
源
を
医
療
職
側
も
理
解
で
き
て
い
な
い

4
そ
の
他

0
計

52

事
例
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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

中小企業等における治療と仕事の両立支援の取り組み促進のための研究 

分担研究報告書 

 

医療機関モデルの構築 （産業医科大学病院モデル）-1 
 

研究代表者 立石 清一郎 （産業医科大学 産業生態科学研究所 教授） 

研究分担者 永田 昌子  （産業医科大学 医学部 両立支援科学 准教授） 

研究分担者 簑原 里奈      （HOYA株式会社 産業医） 

研究分担者 原田 有理沙 （産業医科大学 医学部 両立支援科学 助教） 

研究要旨 

【目的】『研究 A』医療機関において両立支援を実践することについて「どこから手を付

けていいかわからない」という医療機関が多いため本学の両立支援が実践されるまで

のいきさつを公開することは他医療機関がどこから進めたらいいか参考になるととも

に、大学病院における両立支援の進め方の参考になると考えられる。本稿において

は、産業医科大学病院における両立支援の体制と現状について述べ、体制整備上で

苦慮したこと、およびうまくいったことを列挙することで、医療機関における両立支援の

展開について検討を行う。『研究 B』両立支援を希望する患者の復職に際しての困り
ごとを「10 の質問」を用いて企業規模ごとの違い及び患者ニーズの定量化を示す。特
に、本研究課題である中小企業と大規模事業場によって選択に差異があるかについ

て示す。 
【方法】『研究 A』産業医科大学病院での実践例を参考に、体制について、対応事例
の流れについて、問題点の提起とこれからの取り組みの在り方について検討を行う。

『研究 B』産業医科大学病院で、両立支援コーディネーターの資格保持者が両立支
援を希望した患者を対象に「10 の質問」を用いて聴取を行った。回答は、はい/いいえ
の二択で求め集計を実施した(複数回答可)。 
【結果】『研究 A』両立支援の流れで整理された内容は以下の通り、１．体制整備・コア
チームの作成、２．方針（ビジョン）の策定、３．目標の設定、４．役割の明確化、およ

び、メンバーへの周知の方法および支援レベルの向上のための取り組み、５．支援希

望者をもれなく把握するための手法（両立支援フロー図の作成）、６．帳票の整理、７．

両立支援体制の見直し。『研究 B』対象期間（1/SEP/2019-25/DEC/2019）のうち、該
当患者は 112名（男性 55名、女性 57名、平均年齢 49歳）であった。大企業に属す
る患者は 39 名(35%)、300 人未満の患者は 73 名(65%)であった。疾患群は多い順
に新生物 43名(38%)、筋骨格系及び結合組織の疾患 13名(12%)であった。困りごと
は多い順に、病気や治療による「業務能力の低下」62 名(55%)、「不安」52 名(46%)、
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「個人背景」33 名(29％)であった。うち「不安」は中小企業患者が 39 名(75%)であり、
大企業患者 13名(25%)と比較し有意差を認めた(p=0.04)。 
【考察】『研究 A』医療機関における両立支援の取り組みは、産業保健などで実践され
るマネジメントシステムの手法を応用展開することで、周囲の理解を深めるとともに実

践レベルが上がる可能性がある。大学病院は特に特定機能病院であることが多く、

PDCAや年間計画という考え方が定着しているため、応用性が高いと考えられる。『研
究 B』企業規模に関わらず、「業務能力の低下」が最も多い復職への困りごとであり半
数以上の患者が支援を求めていた。「不安」も約半数以上の患者が求めており中小企

業所属の患者で有意に多く、従業員規模が少ないほど病気や復職に対する不安が

強いことが示唆された。よって、医療機関では特に病気や治療による業務能力の低下

にも着眼したケアを行い、不安に対する傾聴や患者の解決力を高める取り組みを行

い、企業と連携することが望まれる。また患者は平均し 2.7 個と複数の困りごと抱えて

おり、支援者は患者ニーズを把握することが重要であることが示唆された。

研究協力者  

井上 俊介 （産業医科大学病院 両立支援科 非常勤医師） 

橋本 博興 （産業医科大学 医学部 両立支援科学 修練医） 

 

Ａ.目的 
産業医科大学は昭和 53 年に設立さ

れた産業医育成の目的大学である。産

業医科大学の建学の使命として、産業

医育成のみならず、「地域医療と有機的

な結合をはかる」ことも謳われており１）、

大学病院の臨床場面でそれぞれの医師

が、医療という立場での労働者への貢献

を属人的に実践してきていた。昨今の治

療と仕事の両立支援の盛り上がりを受け

て第 65 回日本職業災害医学会（学会

長：産業医科大学病院院長 尾辻豊、平

成 29 年）で、医療界や産業界における
両立支援の実践・研究・教育を行うことを

宣言した（北九州ラマツィーニ宣言）。そ

れを受けて、本学においても組織的対

応のできる部門の設立の必要性が出て

きたため、病院長のリーダーシップにより

平成 30 年 1 月に、診療科として両立支
援を専門とする外来としては本邦初のと

な る 両 立 支 援 科 (Department of 
Occupational Medicine)および、就学・
就労支援センター (Treatment and 
occupational life support center)が設
立された。 
【研究 A】 

全国にも先駆けて両立支援に関する

診療科を立ち上げたにもかかわらず、こ

れまで内部資料にとどめているものがほ

とんどで外部に経緯等を含めてあまり公

開されていない。他医療機関において

両立支援を実践することについて「どこ

から手を付けていいかわからない」という

医療機関が多いため本学の両立支援が
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実践されるまでのいきさつを公開するこ

とは他医療機関がどこから進めたらいい

か参考になるとともに、大学病院におけ

る両立支援の進め方の参考になると考

えられる。本稿においては、産業医科大

学病院における両立支援の体制と現状

について述べ、体制整備上で苦慮した

こと、およびうまくいったことを列挙するこ

とで、医療機関における両立支援の展

開について検討を行う。 
【研究 B】 

両立支援を実践する上で、患者さん

のニーズがどのようなものがあるか知りえ

なければ両立支援を実践することに躊

躇する医療機関が多数あると考えられる。

先行研究により、復職に際する患者の困

りごとを分析的にコンパクトな質問で把握

するためのツール「両立支援 10の質問」
（労災疾病研究、森班、H26-H28）が提
案されている。両立支援を希望する患者

の復職に際しての困りごとを「10の質問」
を用いて企業規模ごとの違い及び患者

ニーズの定量化を示す。特に、本研究

課題である中小企業と大規模事業場に

よって選択に差異があるかについて示

す。なお、10 の質問は、患者さんの「語

り」から両立支援において困難であること

を 10 のカテゴリーに分類した者であり、
患者さんの困りごとの言語を手助けする

ツールである。10 のカテゴリーは以下の
通り。 
• 業務遂行能力の低下 
• 不安などの心理的影響 
• 個人的な背景 
• 自主的な取り組み不足 
• 職場の規模や設備 

• 職場の受け入れ 
• 不適切な配置 
• 家族や地域の問題 
• 医療機関との情報共有 
• 情報の過不足 
 

B.方法 

【研究 A】 

産業医科大学病院での実践例を参

考に、体制について、対応事例の流れ

について、問題点の提起とこれからの

取り組みの在り方について検討を行

う。 
【研究 B】 
産業医科大学病院で、両立支援コー

ディネーターの資格保持者が両立支

援を希望した患者を対象に「10 の質問」

を用いて聴取を行った。回答は、はい

/いいえの二択で求め集計を実施した

(複数回答可)。中小企業および大企業

ごとにまとめ集計し、統計ソフトには

IBM SPSS Statistics 25 を用いてχ

２検定を行い、p＜0.05 を有意とした。 
 
Ｃ.結果 
【研究 A】 

１．体制整備・コアチームの作成 

病院長の本学での両立支援を本格

化するという意向を受けて、両立支援

を行うために、病院長を運営委員会

（タスクフォース）の議長として、副

院長、産業医、臨床医、看護師、社会

福祉士、事務長などによる進め方につ

いて議論が始まった。まずは現時点で

の両立支援の実践状況をチェックす

ることになり全診療科での両立支援
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の実施状況を確認した。すでに各診療

科が独自に実践しているよい取り組

みが多数あることが判明したが、個々

の経験に過ぎず、大学全体として両立

支援をしているといえない状況であ

った（表１）。主治医の意識により患者

がサービスを受けられる人と受けら

れない人の差が出てくるので両立支

援を組織的取り組みがとして統括す

る部門の必要性が議論された。また、

両立支援を実践するためには診療科

のみではなく、心理的なサポートや多

職種を結ぶコーディネート機能の必

要性についても議論された。そこで、

大学病院内に両立支援を専門に実践

する診療部門の両立支援科と、病院の

中でどう立ち回ったらいいかわから

ない患者のコーディネートを行う就

学・就労支援センターを設置すること

となった。枠組みとしては整備された

が、具体的にどのように患者を支援し

ていくかとおいうことについて議論

がうつっていった。タスクフォースは

人数が多すぎるので両立支援コアチ

ームは産業医 1 名、臨床医 2 名、コメ

ディカル5名で構成されたコアチーム

で対策の原案を作成し病院長の決済

をもらう方式をとることとした。うち

5 名は設立が決まった段階で両立支援

コーディネーターの資格を取得する

ため労働者健康安全機構が開催して

いる研修会に参加した。 
 

２．方針（ビジョン）の策定 

多職種で構成されたメンバーであ

るため、全員の意識をできるだけ同じ

方向に合わせることが大変重要であ

ると考え、両立支援コアチームで議論

を繰り返し、活動指針を作成すること

からスタートした。「働く人の健康に

着目し、一時的な治療により職場を離

脱した患者（労働者）が、ふたたび職

場の中で就労の質を保ちつつ労働者

としての役割を果たすことができる

よう全職員がサポートできる体制を

構築し実行する」ことをビジョンとし

て定めた。これに基づき、実際に患者

を支援していくことで支援の流れを

作成してくことが可能となった。 
 

３．目標の設定 

初年度の時点では医療機関からの

両立支援をシステマティックに実践

してきた医療職はほとんどいなかっ

た。そこで、初年度の目標を以下のよ

うに置いた。 

 安定的な両立支援が実践できるフ

ローを作成する。 

 実践の際の困難点を列挙し改善点

を検討する 

 

４．年間計画の作成 

本学の場合、トップダウンで両立支

援を行うことになった。初年度（2017

年度）をモデル事業として、2018年か

らの本格始動を行うこととなった。こ

の際、モデル事業の時点から年間計画

通り実践していく年間活動計画の重

要性が議論された。年間活動計画では、 

 ビジョンの作成 

 コーディネーター資格の取得 

 モデル患者を用いて各職種の役割
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を明確化する 

 入院からの流れを作成する（フロ

ー図の作成） 

 定例会議の実施 

を実践することとなった（表２）。 

 

４．役割の明確化、および、メンバーへ

の周知の方法および支援レベルの向上

のための取り組み 

当初は不定期で週2回程度のコアチ

ームミーティングを行っていたが、全

員が参加する月に2回のカンファラン

スをすることでメンバー間の情報共

有を行うとともに相互理解と支援レ

ベルの向上が図られることが期待さ

れた。カンファランスは事例が共有で

きるのみならず、支援の方策を多職種

の全員で多方面から検討することが

可能となった。支援の幅が広がり全員

の能力向上につながった。 
 
５．支援希望者をもれなく把握するた

めの手法（両立支援フロー図の作成） 

両立支援を希望する患者へのアプ

ローチ方法を検討した。両立支援のニ

ーズがある患者について、以下の患者

にニーズがあると考えられた。 
① 初診の患者で休職した手でどのよ

うなことから手を付けたらいいか

わからないもの 
② 入院し退院する患者で治療を受け

たことで就業上の配慮が必要であ

り事業場とのコミュニケーション

が必要なもの 
③ 外来通院後、ある程度症状が回復

し職場復帰を果たそうとするもの 

④ 全経過中、職場復帰の不安や職場

に迷惑をかける可能性が高いと考

えているもの 
これらの患者に大学病院で実践する

両立支援について、支援の有効性と実

現可能性について以下のように評価

した。 
① 産業医科大学の外来受診者は毎日

1200 人程度いるため声をかける

にも一人 1 分かかったとしても

1200 分かかるため、最初の取り組

みとしては困難が多い 
② 入院するものは必ず入院支援室を

通り入院に関する説明を看護師か

ら直接聞くのでここで両立支援の

説明をすることがもっとも患者さ

んに届けやすい。また、入院患者

は必ずインフォームドコンセント

を受けるのでここでも説明するこ

とが可能になる。ただし、インフ

ォームドコンセントを与えるもの

は医師であるためすぐに実現にす

るには学内のコンセンサスレベル

を高めることが重要であり初動と

しては難易度が高い。また、退院

し職場復帰するものは主治医の意

見書のニーズが必要な可能性が高

く最も効果的であると考えられる。 
③ 外来患者で職場復帰を考えるもの

は、1 週間後に復帰したいなど時

間的経過がタイトなケースが多く

初動としては難易度が高い。 
④ 全患者の不安を毎回聴取すること

も難易度が高いと考えられた。 
したがって、ほとんどの入院患者が

通過する入院支援室を最初のステッ
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プにすることが本学にとってスター

トしやすい方法であると考えられた。 

その後検討した本学の両立支援のア

プローチ方法は、 
1. 入院が確定した患者が入院支援室

を訪問する 
2. 入院支援室にて両立支援の希望を

聴取する 
3. 両立支援希望者に対しては就学・

就労支援センターを案内し特に医

学的なアプローチが必要なものに

ついては両立支援科と連携して対

応を行う 
という流れを構築した（図２）。現在、

入院支援室来訪者のうち全診療科患

者の 10 パーセント強が両立支援を希

望している。 
 
６．帳票の整理 

両立支援を学内展開するためには、

全員が利用しやすい帳票をそろえる

必要がある。帳票として最も重要なも

のは、主治医の意見書である。主治医

の意見書のひな型は厚生労働省の事

業場における治療と職業生活の両立

支援のためのガイドラインで示され

ている。この中では、主治医が事業場

に要求する配慮が記載されている。し

かしながら、事業場の立場に立った場

合、配慮すなわち就業上の特別扱いを

労働者に実施することになり事業者

側の負担が大きく、場合によっては記

載されたことが患者さんの不利益に

つながる可能性について議論がなさ

れた。ここで、事業場が必要な情報を

整理することになった。事業者は労働

者を勤務させるに当たり安全に働か

せること、すなわち安全配慮義務が課

せられている。主治医が要求する配慮

が、安全配慮義務として必須のもので

あるのか、または、可能であれば実践

しれもらいたいレベルのものである

のかを明示することの重要性が検討

された。この状況を解決するために、

配慮に記載部分を、安全配慮と国連の

障害者権利条約で規定される合理的

配慮の3つの区分に分けて、前者を「～

～の配慮が必要である」、後者を「～～

の配慮が実施されることが望ましい」

と配慮の要請レベルを分けるための

帳票を作成した（表 3）。 
また、2018 年 4 月からスタートし

た診療報酬上、産業医から返書を収集

することが要件となったため、産業医

からの返書の帳票も作成し、返信用郵

便切手をつけた封筒ともに同封し返

書率を高める工夫も行った（表 4）。 
 
６.外部機関（都道府県産業保健支援

センターおよびハローワーク）との連

携 

ケースカンファランスの質・量とも

に充実してきた段階で、福岡産業保健

総合支援センターにもカンファラン

スへの参加を促し、必要に応じて職場

巡視を実践してもらうなど、外部機関

との協力体制も構築した。また、就労

を一時あきらめざるを得ない患者に

ついても、再度新規就労できるよう、

ハローワークとも契約を締結し、院内

での相談体制を構築した。 
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７．両立支援体制の見直し 

ここまで実践し、通常の産業保健で

実践する PDCA（Plan – do – check 
- act）と同じ枠組みであることが後日

判明した。毎年より実践的にうまくい

くため年間計画を見直し、少しずつ計

画を進めることでより両立支援の質

が上がると考えられた。次年度と時次

年度の年間計画を示す（表 5．表 6．）。
病院全体の取り組みとするには、両立

支援チーム以外の病院内職員に両立

支援のことを知ってもらうことが重

要性である。個別の継続的な働きかけ

とともに毎年説明会を行うなどして

得両立支援が学内に浸透していくよ

う工夫をすることで両立支援の事例

が増えることが期待されている。 
なお、両立支援を実践するにあたり、

全患者に「10 の質問」を聴取した。患

者の困りごとを類型化することとの

みならず、患者自身が困りごとが言語

化できていないケースにおいて、患者

の気付きを促すツールとして役に立

つことが多く、支援ポイントについて

明確になった。「10 の質問」は本学に

おいて重要なツールであるのみなら

ず、他医療機関においても十分な効果

があると思われる。 
 
【研究 B】 

 対象期間（1/SEP/2019-25/DEC/2019）

のうち、該当患者は 112 名（男性 55

名、女性 57名、平均年齢 49歳）であ

った。従業員 300人以上の大企業に属

する患者は 39 名(35%)、300 人未満の

患者は 73名(65%)であった。疾患群は

多い順に新生物 43名(38%)、筋骨格系

及び結合組織の疾患 13名(12%)であっ

た。延べ 300件の困りごとを聴取した。

困りごとは多い順に、病気や治療によ

る「業務能力の低下」62名(55%)、「不

安」52名(46%)、「個人背景」33名(29％)

であった。うち「不安」は中小企業患

者が 39名(75%)であり、大企業患者 13

名 (25%)と比較し有意差を認めた

(p=0.042)。ほか「10 の質問」項目に

おいて企業間の有意差は認めなかっ

た（図２）。 

 
D.考察 
【研究 A】  

医療機関における両立支援の取り

組みは、産業保健などで実践されるマ

ネジメントシステムの手法を応用展

開することで、周囲の理解を深めると

ともに実践レベルが上がる可能性が

ある。大学病院は特に特定機能病院で

あることが多く、PDCA や年間計画と

いう考え方が定着しているため、応用

性が高いと考えられる。マネジメント

システムを運用する際のイメージ図

を示す（図３）。大学医学部において、

両立支援は医学教育コアカリキュラ

ムに記載され必須の教育項目となっ

ている。教育するためには大学病院で

実践していなければ困難であるため、

大学病院で応用展開可能な PDCA モ

デルを開発し提案した。コンサルテー

ション部門でうまく活用し、少しでも

多くの大学病院で採用されるように、

学会等を通じて広報を実施する。 
※本稿は産業医学ジャーナルに掲
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載されたものを本研究課題に合うよ

うに再構成し作成した。 
【研究 B】 

企業規模に関わらず、「業務能力の

低下」が最も多い復職への困りごとで

あり半数以上の患者が支援を求めて

いた。「不安」も約半数以上の患者が求

めており中小企業所属の患者で有意

に多く、従業員規模が少ないほど病気

や復職に対する不安が強いことが示

唆された。よって、医療機関では特に

病気や治療による業務能力の低下に

も着眼したケアを行い、不安に対する

傾聴や患者の解決力を高める取り組

みを行い、企業と連携することが望ま

れる。また患者は平均し 2.7個と複数

の困りごと抱えており、支援者は患者

ニーズを把握することが重要である

ことが示唆された。 
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表 1．過去に産業医科大学で実践されてきた良好事例の例 

• 外来受診日を定期外来日以外で対応（第 3内科） 

• 迅速な身体障害者申請書類の準備（神経内科） 

• できる限りの長期処方、朝一番での診察（脳神経外科） 

• 土曜外来をしている近医への紹介（皮膚科） 

• 治療はできるだけ外来で実施（第 2外科） 

• 就労時間に合わせた透析の実施（腎センター） 

• ロービジョンケア外来の設置（眼科） 

• 運転再開評価、就労能力評価（リハビリテーション科） 

• 早期のリハビリ導入から復職支援（血液内科） 

• 早まって辞めないように案内（緩和ケアセンター） 
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表 2．初年度の年間計画 

 
  

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1

① ビジョン、ミッションに関して検討する ● ●

② ビジョン、ミッションを決定する ●

2

① ９月：医師１名（大阪） ●

② １１月：医師２名、看護師１名、MSW１名、事務１名（東京） ●

3

①
２外科医師により、モデル患者を選び同意を得て、全員で治療と仕事の両立支援を実
施

● ● ● ● ●

②
２内科医師により、モデル患者を選び同意を得て、全員で治療と仕事の両立支援を実
施

● ● ● ●

③ 院内の各職種の役割と両立支援に係る外部の人の役割を検討し、明確にする。 ● ● ● ●

4

① 両立支援の流れについて検討

② 入院支援室での両立支援希望の有無の問診を開始する ● ● ●

・問診票の作成 ●

・入院支援室看護師への両立支援の意義についての教育 細田 ●

・患者からのQ＆A対策 ●

・入院支援室での問診開始 ●

5

① 運営委員会 全員 ● ●

② その他 Co ● ● ●

治療と仕事の両立支援のシステム構築の準備ができる

全員

Co

会議　(第２、第４木曜日)

全員

作成　　201７/07/06

 【ビジョン】　働く人の健康に着目し、一時的な治療により職場を離脱しても再び職場の中で就労の質を保ちつつ、労働者として役割

 【ミッション】　・全患者の現在の仕事のステータスを確認するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・就労と治療の両立に困難がある患者に対して支援するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・全職員が患者の仕事に興味を持ち、直接的支援や専門的な支援部門につなぐことができる人材育成プログラムが構築できる。

　【目標】　１．両立支援コーディネーターの資格を取得する。
　　　　　　 ２．モデル患者を事例に治療と仕事の両立支援が実施できる。
　　　　　　 ３．治療と仕事の両立支援のシステム構築の準備ができる。

定義　　【○:予定】　【●：計画通り実施】　【▲:計画をずらして実施】　【◎予定外の実施】　【×：計画していたが未実施】

項　　目 担当 備考

ビジョン、ミッションを決定する

全員

両立支援コーディネーターの資格を取得する

全員

モデル患者を事例に治療と仕事の両立支援が実施でき、各職種の役割を明確に
する

2017年度　就学・就労支援センター　年間計画　進捗表　

－51－



 

図１ 両立支援のフロー 
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表 3．本学における主治医の意見書の帳票及び記載例 

 

 
 
  

産業医科大学病院：就業に関する意見書（診断書と兼用）：産業医大書式例 
 
 
 

 

上記のとおり、対応することにより就業は可能と判断しました。 

  平成 29 年 12 月 ●日  （主治医）               

                      （両立支援科医師）               

                                       (両立支援科医師)                         

(注)この書面は、患者が病状を悪化させることなく治療と就労を両立することを目的に作成されました。就労について本書類につ
いてご質問・ご意見があれば E-mail : ryouritsu@mbox.clnc.uoeh-u.ac.jp までご連絡ください。 

患者氏名  生年月日    年   月   日 
住所 ➢  

病名  

現在の症状 

（通勤や業務遂行に影響を及ぼし得る症状や薬の副作用等） 
平成●●年より大腸がんの治療のために治療を△△年まで行った。週 1 回の通勤が
確保できる状況であれば復職可能である。本人に状況を確認したところ、休職前の業
務（パン製造業務の店長業務）を遂行することは可能である。 

治療の予定 
毎週金曜日、外来受診をして抗がん剤投与を継続します。 

元の業務 パン製造業務の店長業務 

復職に当たって
本人の希望 

現状の業務を継続することを希望していますが、業務の都合上の配属変更があるこ
とは許容しているようです。 

職場からの検討
依頼事項(依頼があ

った場合のみ記載) 
治療に専念する必要があるのではないかという点の解決 

医学的に避ける
ことが望ましい

作業 

事業者に課せられる安全配慮の観点から、予見可能な病状悪化リスクは存在しない
ため実施が必要な就業配慮は現時点では存在せず治療と就業の継続は医学的には可
能である。 

職場で配慮したほ
うがよいこと(合理
的配慮を含む) 

労働者の申し出により障害に対する環境整備の義務である合理的配慮の観点から、時々
腹痛や気分不良が起こることがありうるが本人の求めに応じて休憩等の措置をとること
が望ましい。 

その他配慮事項 

体調の変動があるので就業上の配慮状況については適宜本人と話し合いの上実施さ
れることが望まれます。病状悪化などの新たな配慮が必要な時にはご連絡くださ
い。毎週金曜日の受診ができるような環境整備をしていただければありがたいで
す。 

上記の措置期間   2018 年 月 日 ～  2018 年 月 日 

上記内容を確認しました。 
 平成   年  月  日   （本人署名）                
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表４．産業医から主治医への情報提供文書 

 

 産業医から主治医への情報提供 
記載日：Y 年 10 月 1 日 

患者名：       事業所名：         記載者：  ●● (部署：人事部 ●●)   
 
1. 本内容について医療機関送付の患者同意   □ 済み  □ 未 
2. 産業医がいますか（いる場合は自署または押印のいずれかをお願いします。） 

□ いない   □ いる （名前：      印 、所属医療機関：     ） 
3. 発行された意見書（診断書）について診療計画の変更について希望することを記載して

ください 
□ このままでよい 
□ 治療スケジュールについて再考を求める （具体的内容：          ） 
□ 治療内容について再考を求める （具体的内容：          ） 
□ その他 （具体的内容：          ） 

4. 労働者に実施した就業上の配慮について教えてください（該当するものにすべて選択） 
□ 病勢悪化業務の制限  （具体的内容：                   ） 
□ 危険作業の禁止  （具体的内容：                   ） 
□ 残業制限 / 夜勤制限 （具体的内容：                    ） 
□ 短時間勤務  （具体的内容：                   ） 
□ 配置転換  （具体的内容：                   ） 
□ 環境改善  （具体的内容：                   ） 
□ 就業不可  （具体的内容：                   ） 
□ 通勤の配慮  （具体的内容：                   ） 
□ 出張の制限  （具体的内容：                   ） 
□ その他  （具体的内容：                    

5. その他、産業医・事業者として医療機関と報告・連携・相談したいことがあれば記載く
ださい。 

 
 
 
 
 

  

－54－



 

表 5．次年度の年間計画 

 
 

  

作成　　2018/03/22

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1

① 両立支援の院内システムフローの検討

・意見書の流れについて、文書係・医事課・コーディネーターで検討、実施、評価する Co、文書係・医事課 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・入院支援室の流れ、それ以外の流れのフローの検討、実施、評価する 全員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・統計処理に関する検討、実施、評価する Co ● ● ● ● ● ● ● ● ●

② 両立支援に係る書類に関する検討

・問診表評価、修正 ● ● ●

・意見書・産業医からの返書の様式の検討、実施、評価する ● ● ● ● ● ● ●

③ 両立支援を４診療科で実施する

・2外科、2内科 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・血液内科 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・泌尿器科 ● ● ● ● ● ● ●

④ 進捗状況の確認、評価・修正 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

⑤ 次年度の計画立案 ● ●

2

① ６月：看護師１名、臨床心理士１名 Co ●

3

① 外部機関(ハローワーク)と話し合いを実施. CO,事務 ●

② 今後の予定について話し合う 全員 ●

４ 会議　(第２、第４木曜日)

① 両立支援に係る主治医の意見書の作成研修会（東京1回）を実施する 医師 ●

② 両立支援における地域の中心的医療機関の育成を目的としたセミナー（東京）を開催する 医師、Co ●

③ 厚生労働省・福岡労働局が行う企業向けセミナーに講師派遣を行う ● ● 適宜

④ 学会の教育講演やシンポジウム等に講師派遣を行う ● ● ● 適宜

⑤ 厚生労働省の治療と仕事の両立のためのガイドラインの改定に関与する ●

⑥ 評価・修正を行う。 ● ●

⑦ 次年度の計画立案 ●

５ 会議　(第２、第４木曜日)

① 全体(13:30～14:30) 全員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

② 症例カンファレンス(14:30～16:00) 医師、Co ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

③ その他

2018年度　就学・就労支援センター　年間計画　進捗表

 【ビジョン】　働く人の健康に着目し、一時的な治療により職場を離脱しても再び職場の中で就労の質を保ちつつ、労働者として役割を果たすことができるよう全職員がサポートできる体制を構築し実行す
る。

 【ミッション】　・全患者の現在の仕事のステータスを確認するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・就労と治療の両立に困難がある患者に対して支援するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・全職員が患者の仕事に興味を持ち、直接的支援や専門的な支援部門につなぐことができる人材育成プログラムが構築できる。

　【目標】　１．治療と仕事の両立支援のシステム構築ができる
　　　　　　 ２．治療と仕事の両立支援を4診療科で実施できる
　　　　　　 ３．外部機関との連携ができる
             ４．外部医療機関の人材育成ができる

定義　　【○:予定】　【●：計画通り実施】　【▲:計画をずらして実施】　【◎予定外の実施】　【×：計画していたが未実施】

項　　目 担当 備考

治療と仕事の両立支援のシステム構築の準備ができる

全員

両立支援コーディネーターの資格を取得する

両立支援に係る外部(産保センター、ハローワーク等)機関との連携を図る

両立支援に係る企業向けの広報を行い、外部医療機関の人材育成にも関与する

医師

全員
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表６．次々年度の年間計画 

 
  

作成　　2019/03/22

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1

① 両立支援に関する院内のシステムフローを見直し、作成、運用を実施する。 全員 ● ● ● ● ●

② 両立支援コーディネーターの面談記録の内容の検討 Co ● ● ●

③ 意見書、返書の改訂し、運用を実施する。 Co ● ●

④ 両立支援の進捗・実績などの管理を実施する。

両立支援の進捗・実績などの管理方法を多職種で検討する 全員 ●

検討結果を医療情報室会議へ提出 井上、細田 〇

両立支援の進捗・実績などの管理を実施 Co 〇 〇 〇 〇 〇 〇

評価を行う。 全員 〇

⑤ 両立支援を全診療科で実施する

３内科、婦人科、眼科、 ●

整形外科、１内科、耳鼻科、１外科 ●

呼吸器内科、脳外科、皮膚科 ●

脳内科、呼吸器内科、心外科 ●

精神科、形成外科、 ●

今年度の両立支援兼任医師に対して両立支援の説明を実施（8/1）。 ●

⑥ 進捗状況の確認、評価・修正 ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑦ 次年度の計画立案 〇

2

① 外部機関(ハローワーク)と話し合いを実施し、協定書の案を検討する ● ● ●

② 院内環境(部屋の確保）や広報（ポスター、予約手順など)を整え、実施する。 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③ 評価・修正を行う。 〇

④ 外部機関(産保センター)と話し合いを実施し、協定書の案を検討する 〇

⑤ 院内環境(部屋の確保）や広報（ポスター、予約手順など)を整え、実施する。 〇

⑥ 評価・修正を行う。 〇

3

① 両立支援に係る主治医の意見書の作成研修会（東京3回、大阪1回）を実施する 医師 〇 〇 〇 〇

② 両立支援における地域の中心的医療機関の育成を目的としたセミナー（東京）を開催する 医師、Co 〇

③ 厚生労働省・福岡労働局が行う企業向けセミナーに講師派遣を行う 〇 〇 適宜

④ 学会の教育講演やシンポジウム等に講師派遣を行う ● 〇 〇 適宜

⑤ 厚生労働省の治療と仕事の両立のためのガイドラインの改定に関与する ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑥ 評価・修正を行う。 ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑦ 次年度の計画立案 〇

４ 会議　(第２、第４木曜日)

① 全体(13:30～14:30) 全員 ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

② 症例カンファレンス(14:30～16:00) 医師、Co ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③ その他

治療と仕事の両立支援を全診療科で実施できる。

両立支援に係る外部(産保センター、ハローワーク等)機関との連携を図る

全員

事務、Co

両立支援に係る企業向けの広報を行い、外部医療機関の人材育成にも関与する

全員

医師

2019年度　就学・就労支援センター　年間計画　進捗表

 【ビジョン】　働く人の健康に着目し、一時的な治療により職場を離脱しても再び職場の中で就労の質を保ちつつ、労働者として役割を果たすことができるよう全職員がサポートできる体制を構築し実行す
る。

 【ミッション】　・全患者の現在の仕事のステータスを確認するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・就労と治療の両立に困難がある患者に対して支援するシステムを構築する。
　　　　　　　　 ・全職員が患者の仕事に興味を持ち、直接的支援や専門的な支援部門につなぐことができる人材育成プログラムが構築できる。

　【目標】　１．治療と仕事の両立支援を全診療科で実施できる
　　　　　　 2．外部機関との連携ができる
　　　　　　 ３．外部医療機関の人材育成ができる

定義　　【○:予定】　【●：計画通り実施】　【▲:計画をずらして実施】　【◎予定外の実施】　【×：計画していたが未実施】

項　　目 担当 備考
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図２．両立支援困りごとの割合 
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図３．大学病院における両立支援 PDCA モデル 
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産業保健スタッフ向け

両立支援 10の質問

1
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目次

はじめに
目的
両立支援 10の質問

① 業務遂行能力の低下
② 心理的影響
③ 本人背景
④ 自助努力
⑤ 職場背景
⑥ 職場の受け入れ
⑦ 職場の適正配置
⑧ 社会・家族背景
⑨ 職場と医療の連携
⑩ 情報獲得

おわりに

1

・・・p.2
・・・p.3
・・・p.4

・・・業務
・・・心理的影響
・・・本人背景
・・・自助努力
・・・職場背景
・・・職場の受れ
・・・職場の適置
・・・社会・家景
・・・職場との連携
・・・情報獲得

・・・p.10
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はじめに
：両立支援

 身体疾患（あるいは内部障害）を有しながら働く従業員が、
「仕事と治療を両立させる」ために必要な就業配慮を検討する
ためには、病状や治療状況、業務上の注意事項等についての
医学的情報や意見が主治医より提供される必要があります。

 よりよい両立支援を目指し、文献調査、
主治医インタビュー、事業所インタビュー、
労働者インタビュー・質問紙調査を実施し、これらをもとに
「両立支援パス」を作成しました。

 各調査に加え、「両立支援パス」の妥当性調査を行う中で、
よい両立支援が達成されるためには、

必要十分な情報をもとに
柔軟な対応がなされること

が重要であるという知見を得ました。

2
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目的
：「両立支援 10の質問」

 前記経過を経て、労働者インタビュー・質問紙調査をもとに、
「両立支援 10の質問」をリスト化しました。

 「両立支援 10の質問」の目的は、

復職、就労継続に臨む労働者の困りごとを
包括的に把握し、共感すること
です。

 産業保健スタッフ(産業医、保健師)がこのツールを使用する
ことで、治療を続ける労働者が抱える、病気による症状
だけではない様々な困難を広く把握することが出来ます。

 困りごとの把握、共感をもとに、職場の状況に応じて、
柔軟に対応を検討していただければ幸いです。

3
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両立支援 10の質問
使い方

➊で「いいえ」と答えた場合は、次の質問へ移動します。

4

支援の留意点を参考に、
両立支援を実施します。3

➊で「はい」と答えた場合は、
具体的な内容について、
リストを参考に確認します。

2

10の質問により労働者さんの
復職における困り事を把握します。1

3

2

1
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1.
病気による症状や後遺症、治療などにより、業務を行う能力に影響が
あることで、仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

1.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 身体の機能の低下がある
(運動麻痺、心機能低下など) □ 高次脳機能の低下がある

(失語、失認、失行など)

□ 病気・治療による障害の程度が
大きい □ 脱毛や手術痕など容姿の変化がある

□ 疲労・体力低下がある □ 治療の副作用がある

□ 障害や治療による運転の制限がある □ 心臓デバイス(ICD)への
電磁干渉の問題がある

□ 基礎的な体力が足りない □ 日常生活にも変化がある

□ 医療リハビリテーションが
十分に受けられない □ 職業リハビリテーションが

十分に受けられない

□ その他（ ）

支援の留意点：できること、できないことを明確にしましょう。
できないことの程度の大きさに応じて、冶具等の支援ツールの検討、できないことの
業務制限、配置転換と、段階的に支援の程度を検討するようにしましょう。
また、業務を行う能力は、徐々に回復することが多いため、見直しの時期を設けることを
検討してください。

2.
病気によって、不安などの心理的な変化が起こったことで、仕事の継続や
職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

2.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 業務に復帰することに自信が
持てない □ 職を失うかもしれないという

恐れがある

□ 自身の疾患を受け入れることが
出来ない □ 「障害者」となったことを

受け入れることが出来ない

□ 症状の再発や治療に対して、
不安・心配・恐怖がある □ その他

（ ）
支援の留意点：
心理的な影響について、前向きな変化のためには、ある程度の時間を要すると考えられます。
周囲は受容的な姿勢を示し、また、自信の回復をサポートするよう心がけるとよいでしょう。
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3.
資格、職位、雇用形態や経済的な事情などといった個人背景が理由で、
仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

3.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 特定の資格・専門性がない □ 特定の職位・責任・裁量権が
ない

□ 雇用条件・定年制度の問題がある □ 職場に⾧く・大きく貢献した
経緯がない

□ 職場から復職の期待を感じない □ 家庭から復職の要求を感じない

□ 経済的な事情から、治療と就労の
両立ができない □ その他

（ ）

支援の留意点：産業保健スタッフが直接的に介入することが難しい場合が多いです。
状況を把握することにとどめ、出来る限り共感的な態度で状況を把握しましょう。

4.
自主的な取り組み(意欲、職場への働きかけ、自主トレーニングなど) の
不足が理由で、仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

4.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 自分から職場に、自身の状況を
十分に説明することができない □ 自分から職場に、配慮を

申し出ることが十分にできない

□ 自分から職場に自身の状況を
十分にアピールできない □ 自身で体調管理を十分にできない

□ 自主トレーニングを
十分にできない □ 自主的な努力を十分にできない

□ その他（ ）

支援の留意点：本人のモチベーションが向上できるように、自主的な取り組みを阻害する
問題の解決を支援しましょう。
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5.
職場の規模や設備といった職場の特徴が理由で、仕事の継続や
職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

5.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 職場の規模が小さい □ 職場のマンパワーが不十分である

□
職場の設備(エレベータ、診療所など)
の不足や、環境(広さ、立地、衛生状
態など)が妨げとなる

□ その他（ ）

支援の留意点：
この項目の解決のためには、日頃からの動機づけが重要となることが多いです。
事例発生後の対応の場合は、職場と労働者の合意形成において、産業医の調整能力が
必要になります。

6.
職場の理解や配慮、気遣いといった受け入れの姿勢が理由で、仕事の継続や
職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

6.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 職場からの共感が不十分である □ 上司からの共感が不十分である

□ 職場からの声掛けが不十分である □ 職場からの過剰な気遣いがある

□ 職場の状況から復職の期待を
十分に感じない □ 職場での差別がある

□ 職場の風土が支援的でない □ 職場で過去に両立支援が行われた
ことがない

□ その他（ ）

支援の留意点：
上司の方の勘違いで支援がうまくいかないことがあります。うまく支援者に引き込むよう
工夫が必要です。職場教育の折には、労働者の希望やプライバシーに配慮しましょう。
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7.
職場における自身の配置に関わることが理由で、仕事の継続や職場復帰に
困難を感じますか

はい ・ いいえ

7.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 職場からの配慮の実施が不十分である □ 上司からの配慮の実施が不十分である

□ 新たな配置による困難がある □ 職場からの過剰な要求がある

□ その他( )

支援の留意点：
配慮が困難な理由について職場と一緒に再検討してみましょう。
両立支援について、職場へのアドバイスや指導が必要となる場合があります。

8. 家族や地域に関する問題が理由で、仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか
はい ・ いいえ

8.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 家族からの理解が不十分である □ 家族からの支援が不十分である

□ 家族の過剰な気遣いや心配がある □ 世間から病気への偏見を感じる

□ その他（ ）

支援の留意点：
社会や家族との関係に困難がある場合は、職場でのサポートが重要な支えとなりえます。
労働者の気持ちに寄り添いましょう。
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9.
職場と医療機関との情報のやり取りや連携に関わる問題が理由で、仕事の継続や
職場復帰に困難を感じますか

はい ・ いいえ

9.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 入院、通院など、治療時間の確保が
困難である □ 産業保健スタッフ(産業医、保健師な

ど)による支援が不十分である

□ 職場と医療機関との連携が
不十分である □ 職場での医療情報の管理が適切でない

と感じる

□ 主治医からの支援が不十分である □ その他
（ ）

支援の留意点：
適正配置や就業制限、勤務形態の調整の際に参考にするとよいでしょう。
治療と就労の継続、病状の変化への対応のため、職場と医療機関との連携は非常に大切です。
労働者さんを中心に、積極的にコミュニケーションをとるとよいでしょう。

10.
治療と仕事の両立についての情報の過不足により、仕事の継続や職場復帰に
困難を感じますか

はい ・ いいえ

10.で「はい」と回答した場合は、下記を参考に具体的な内容について確認しましょう

□ 相談先についての
情報が不十分である □ 職場の福利厚生についての情報が

不十分である

□ 治療・療養のため休める期間に
ついての情報が不十分である □ 就業規則についての情報が

不十分である

□ 医療費についての情報が
不十分である □ 医療保険についての情報が

不十分である

□ 傷病手当金についての情報が
不十分である □ 傷病中のお金について算段が出来ない

□ その他（ ）

支援の留意点：
情報提供、または情報源へのアクセス方法などについて支援するとよいでしょう。また、
困難を抱えることのないよう、あらかじめ休職中から必要な情報を共有できるシステムを
作ることも大切です。相談内容に応じた相談先の一覧表を作ることも有用です。
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おわりに

 就労と治療の両立支援を行う上で最も重要なのは、

「対話」です。従業員（労働者）・職場・主治医の間で

両立支援に必要な情報が共有され、身体疾患を有しながら

働き続ける従業員に職場・主治医が寄り添う姿勢が

求められます。

 本ツールはあくまでもこの困難を乗り越える手助けをする

ものです。ひとりでも多くの方に使用していただき、

両立支援の環境づくりに寄与できることを期待します。

そして、身体障害を有しながらでも、十分に働きやすい

社会が実現することを切に願います。

10
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<学校法人 産業医科大学 労災疾病臨床研究 両立支援研究班>

産業生態科学研究所 産業保健経営学： 森 晃爾

産業医実務研修センター： 立石 清一郎, 柴田 喜幸, 原田 有理沙, 

岡田 岳大, 永尾 保, 大橋 りえ, 横山 麻衣

化学療法センター・血液科： 塚田 順一, 山口 享宏, 北村 典章

不整脈先端治療学：安部 治彦, 河野 律子

第２内科： 荻ノ沢 泰司, 林 克英, 高橋 正雄

循環器内科・腎臓内科： 大江 学治

リハビリテーション医学： 佐伯 覚, 加藤 徳明, 伊藤 英明, 二宮 正樹, 杉本 香苗

若松病院リハビリテーション科： 白石 純一郎

医学概論： 藤野 昭宏

国立がん研究センターがん対策情報センター

がんサバイバーシップ支援部： 高橋 都

12
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中小企業等における治療と仕事の両立支援の取り組み促進のための研究 

(19JA1004) 

 

 

 

分担研究報告書 
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医療機関において治療中の労働者の就業に関す
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研究代表者  

 

立石 清一郎 

 （産業医科大学 産業生態科学研究所 教授） 

 

研究分担者 

 

永田 昌子 

 （産業医科大学 医学部 両立支援科学 准教授） 

 
原田 有理沙 
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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

中小企業等における治療と仕事の両立支援の取り組み促進のための研究 

分担研究報告書 

 

医療機関モデルの構築（産業医科大学病院モデル）-2 
医療機関において治療中の労働者の就業に関する 

データベースの作成と復職等に関連する予後指標に関する研究 
 

研究代表者 立石 清一郎 （産業医科大学 産業生態科学研究所 教授） 

研究分担者 永田 昌子  （産業医科大学 医学部 両立支援科学 准教授） 

原田 有理沙 （産業医科大学 医学部 両立支援科学 助教） 

研究要旨 

両立支援における就労予後因子の検討は大変重要である。特にがんや難病

のような進行性の疾患の場合、予後を把握し適切な時期に両立支援を提供す

ることが就労継続に大きく影響すると考えられる。産業医科大学病院では平

成 27年から 800 件を超える両立支援を実践してきた。本研究では、産業医

科大学病院における両立支援データベースを作成した（SanRISE Study: 産

業医科大学病院 両立支援 チームによる医療機関の両立支援 Seek Evidence 

Study）。両立支援介入による就労予後を把握するための両立支援フォローア

ップ問診表を用いて行ったフォローアップ状況を一部集計したので、報告す

る。 

産業医科大学病院に通院加療中の、2018 年 4 月から 2021 年 3 月に入院加

療などで仕事を休み両立支援を行けた患者 837 例に対し、問診票を用いたフ

ォローアップを行った。このうち 2021 年 11 月 8 日から 2022 年 2 月 18 日に

フォローアップを行った 103 例の問診票結果を集計した。 
1）両立支援を実施した対象背景、2）両立支援を受けた後の勤務状況（8

カ月以上、最大 3 年経過後の現在）、3）両立支援を受けた後の業務内容、

4）両立支援を受けた後の勤務時間、5）両立支援を受けた後の職場での人間

関係、6）両立支援を受けた後の予後指標（1.「10の質問」：困りごとの問

診、2. EQ-5D：QOL の指標、3. BFI：簡易倦怠感尺度、4.HAD Scale、K6：不

安抑うつ尺度、5.WFun：労働機能障害の指標、6.QQ：労働生産性の指標、

7.IPAQ：身体活動量の指標）について確認した。就労上の転帰やこれら指標

患者のを追跡しフォローすることは、効果的かつ継続的な両立支援を検討す

る上で有用である。 

今回、本邦初めてとなる医療機関における大規模な両立支援データベース

を作成した。今後、効果的な両立支援を提案する上での活用が期待される。 

研究協力者  

細田 悦子 （産業医科大学病院 就学・就労支援センター） 
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石上 紋  （産業医科大学病院 両立支援科 保健師） 

井上 俊介 （産業医科大学病院 両立支援科 非常勤医師） 

橋本 博興 （産業医科大学 医学部 両立支援科学 修練医） 

樋口 周人 （産業医科大学病院 リハビリテーション部 理学療法士） 

舩津 康平 （産業医科大学病院 リハビリテーション部 理学療法士） 
 
 

Ａ.目的 

両立支援における就労予後因子の検

討は大変重要である。特にがんや難病

のような進行性の疾患の場合、予後を把

握し適切な時期に両立支援を提供する

ことが就労継続に大きく影響すると考え

られる。 
産業医科大学病院では平成 27 年か

ら 800件を超える両立支援を実践してき
た。当院で通院加療中で支援を希望し

た患者に対し、両立支援コーディネータ

ーによる初回面談を実施、問診票を用

いて就労状況の把握と両立支援におけ

る困りごとの整理を行い、個別性の高い

支援（課題の整理、情報提供、意見書発

行等）を提供している。支援実施後も、

本人の希望に沿ってフォローアップを行

い、円滑な就労継続につなげている。 
本研究では、産業医科大学病院にお

ける両立支援データベースを作成した

（SanRISE Study: 産業医科大学病院 両
立支援 チームによる医療機関の両立

支援 Seek Evidence Study）。両立支援
介入による就労予後を把握するための

両立支援フォローアップ問診表を用いて

行ったフォローアップ状況を一部集計し

たので、報告する。 
 

 
B.方法 

【研究 A】 
産業医科大学病院で、両立支援コ

ーディネーターの資格保持者が両立

支援を希望した患者（2019 年 9 月 1
日から 2020 年 1 月 31 日に受診）を

対象に「10 の質問」を用いて聴取を

行った。回答は、はい/いいえの二択

で求め集計を実施した(複数回答可)。 
基本属性は性，年齢，疾病分類を聴

取した。 
肉体労働について：「大きく体を使う

作業があるか」または「身体負荷の

大きい作業があるか」のいずれか1つ
以上に「はい」と答えた場合と定義

した。「10 の質問」は複数選択可とし

た。 
統計ソフトには IBM SPSS Statistics 
25およびStata Ver16を用いてロジ

スティック回帰分析を行い、p＜0.05
を有意とした。説明変数を肉体労働

の有無とし、調整なしの Model １、

性年齢を調整した Model ２、性年齢，

疾病分類を調整した Model ３で解析

を行った。解析結果に対し Hosmer-
Lemeshow test を行い有意水準を

0.05 とした。 
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なお、今回困りごとを聴取した「10
の質問」の項目は以下のとおりであ

る。 
1. 業務遂行能力の低下 
2. 心理的影響 
3. 本人背景 
4. 自助努力 
5. 職場背景 
6. 職場の受け入れ 
7. 職場の適正配置 
8. 社会・家族背景 
9. 職場と医療の連携 
10. 情報獲得 
 
【研究 B】 
産業医科大学病院に通院加療中の、

2018 年 4 月から 2021 年 3 月に入院

加療などで仕事を休み両立支援を行

けた患者 837 例に対し、問診票を用

いたフォローアップを行った。この

うち 2021 年 11 月 8 日から 2022 年 2
月 18 日にフォローアップを行った

103 例の問診票結果を集計した。 
問診票の予後指標には以下を用い

た。 
1. 「10 の質問」：困りごとの問診 
2. EQ-5D：QOL の指標 
3. BFI：簡易倦怠感尺度 
4. HAD Scale、K6：不安抑うつ尺

度 
5. WFun：労働機能障害の指標 
6. QQ：労働生産性の指標 
7. IPAQ：身体活動量の指標 

 
Ｃ.結果 

【研究 A】 

支援希望者は 261人であり、無職で

あったもの、回答に不備があったも

の 42 名を除いた 219 名を回析対象と

した。肉体労働あり群が 113名、肉体

労働者なし群 106 名であった（図１）。 

 肉体労働有群と肉体労働なし群は

それぞれ男性 56 名、63 名であり統計

的優位差はなかった。平均年齢は 49

才でありを 10 歳ごとに階級を分けて

みても群間差を認めず、疾病分類も

同様に群間差を認めなかった（表１）。 

「10 の質問」では総計 555 件の困り

ごとが抽出され，業務遂行能力の低

下(138 件，63％)が最多で，次いで心

理的影響(114 件)，本人背景(58 件)で

あった（表 2）。 

 困りごとの発生について、調整を

行はなかった Model１では「職場の適

正配置」が有意差が得られた（OR＝

2.23; 95%CI 1.05-4.70、P＜0.036）が、

業務遂行能力の低下、心理的影響、

職場の受け入れなどの項目も有意差

はないながらも P＜0.10 であった。性

年齢のみを調整した Model２も同様の

傾向が得られた。性、年齢、疾病分

類を調整した Model３では心理的影響

(OR 1.98; 95%CI 1.11-3.54)，職場の受

け入れ(OR 2.49; 95%CI 1.12-5.53)，職

場の適正配置(OR 2.71; 95%CI 1.16-

6.32)が有意に困りごととして挙がっ

た（表 3）。なお、Hosmer-Lemeshow 
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test は 0.05 未満であり、回帰分析の適

合度は良好であった。 

 

【研究 B】 

1）両立支援を実施した対象背景  
（図 1） 
 約 1 割が何らかの障害者手帳を有

していた。 
（図 1-1） 

 最終学歴は、高校卒業が 34％、

大学卒業は 29％であった。 
（図 1-2） 

 約 6 割が既婚者であった。 
（図 1-3） 

 治療状況について満足していると

の回答（たいへん満足、やや満足）

が 77％を占めていた。一方で、

不満があるとの回答は（やや不満、

大変不満）は 6％であった。 
（図 1-4, 1-5） 

 治療と就労の両立状況について満

足しているとの回答（たいへん満

足、やや満足が）65％を占めてい

た。一方で、不満があるとの回答

は（やや不満、大変不満）は

10％であった。 
（図 1-6） 

 所属する事業場規模は、50 人未

満は 34％であった。 
（図 1-8） 

 産業医がいることを認知していた

のは 52％、保健師がいることを

認知していたのは 26％であった。 
（図 1-9, 1-10） 

 雇用形態は、正社員が 53％、公

務員等は 14％、パートタイムは

13％、契約社員 10％、嘱託社員

5％であった。 
（図 1-11） 
 

2）両立支援を受けた後の勤務状況

（8 カ月以上、最大 3 年経過後の現在） 
（図 2） 
 85％が就労していた。 

（図 2-1） 
 86％が元職場に在籍を継続してい

た。78％が勤務、8％が休職して

いた。 
（図 2-1） 

 14％は元職場を退職していた。

7％は転職、5％は求職中、2％は

就労予定がなかった。 
（図 2-1） 
 

（8 カ月以上、最大 3 年の経過期間中） 
・ 56％が病気や治療の理由で仕事を

休んだエピソードを持っていた。

一方で、病気や治療の理由で仕事

を休んだエピソードの無い者は

42％であった。 
（図 2-2） 

・ 32％が支援後、連続して 4 日以上

仕事を休んでいた。10％は休職扱

いであった。（図 2-2） 
 

3）両立支援を受けた後の業務内容 
（図 3） 
・ 26％は、両立支援を受けた後に業

務内容に変更があった。 
（図 3-1） 

・ 元職場であるが業務内容が変わっ
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た者は 17％であった。転職して業

務内容を変えた者は 4％であった。 
（図 3-1） 

・ 一方で、両立支援を受けた後も

77％は元の業務内容のままであっ

た。72％は元職場で、転職後も同

じ業務内容についた者は 5％であ

った。 
（図 3-1） 
 

4）両立支援を受けた後の勤務時間 
（図 4） 
・ 勤務状況は、80％が週 5 日勤務、

76％が所定労働時間 1 日 8 時間で

あった。 
（図 4-1, 4-2） 

・ 時間外労働の状況は、30％は発生

していないが、月 20 時間未満は

44％、月 20 時間以上 45 時間未満

は 19％であった。 
（図 4-3） 

・ 交代制勤務を有していたのは、

13％であった。 
（図 4-4） 

・ 79％は両立支援を受けた後、勤務

時間に変更なく就労していた。

76％は元職場で、3％は転職して

いた。 
・ 一方で、両立支援を受けた後、

12％は勤務時間が短縮していた。

10％は元職場で、転職後に勤務時

間を短縮した者は 2％であった。 
・ 7％は両立支援を受けた時点より

も、勤務時間が長くなった。3％
は元職場で、転職後に勤務時間を

延長した者は 4％であった。 

（図 4-5） 
 

5）両立支援を受けた後の職場での人

間関係（図 5） 
・ 上司と気軽に話ができる（非常に、

かなり）者は 58％、非常に個人的

な相談をできる（非常に、かなり）

者は 52％であった。 
（図 5-1） 

・ 同僚と気軽に話ができる（非常に、

かなり）者は 73％、非常に個人的

な相談をできる（非常に、かなり）

者は 58％であった。 
（図 5-2） 
 

6）両立支援を受けた後の予後指標 
（図 6） 
1. 10 の質問：困りごとの問診 

（図 6-1） 
・ 27％は病気による症状や後遺症、

治療などにより業務を行う能力に

影響があった。 
（図 6-1-1） 

・ 37％は病気によって不安などの心

理的変化の問題があった。 
（図 6-1-2） 

・ 18％は資格、職位、雇用形態や経

済的事情に関する問題があった。 
（図 6-1-3） 

・ 23％は自主的な取り組みの課題が

あった。 
（図 6-1-4） 

・ 13％は職場の規模や設備の課題が

あった。 
（図 6-1-5） 

・ 23％は職場の理解、気遣い、受け
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入れの姿勢に関する課題があった。 
（図 6-1-6） 

・ 17％は職場における自身の配置に

関する課題があった。 
（図 6-1-7） 

・ 17％は家族や地域に関する課題が

あった。 
（図 6-1-8） 

・ 9％は職場と医療機関との連携の

問題、産業保健スタッフの支援不

足があった。 
（図 6-1-9） 

・ 13％は治療と仕事の両立について

情報不足があった。 
（図 6-1-10） 

・ 4％は有している困りごとに対し

て両立支援コーディネーターによ

る介入希望があった。 
（図 6-1-11） 

2. EQ-5D：QOL の指標 （図 6-2） 
・ 21％は移動に関する課題を有して

いた。 
（図 6-2-1） 

・ 5％は身の回りの管理に関する課

題を有していた。 
（図 6-2-2） 

・ 24％は普段の活動に関する課題を

有していた。 
（図 6-2-3） 

・ 38％は痛みや不快感を有していた。 
（図 6-2-4） 

・ 27％は不安やふさぎ込みを有して

いた。 
（図 6-2-5） 
 

3. BFI：簡易倦怠感尺度（図 6-3） 

・ 35％は直近で普通とは違う倦怠感

や疲労感を感じていた。 
（図 6-3-1） 

・ 倦怠感の程度が 10 の者は 2％であ

った。 
（図 6-3-2） 

・ 倦怠感による通常の仕事への支障

を有している者（程度が 1 以上）

は 60％であった。完全に支障にな

った者（程度が 10）は 3％であっ

た。 
（図 6-3-3, 6-3-4, 6-3-8） 

・ 日常生活全般の活動に完全な支障

をきたした者（程度が 10）は 1％
であった。 
（図 6-3-5） 

・ 情緒に完全な支障をきたした者

（程度が 10）は 4％であった。 
（図 6-3-6） 

・ 歩行能力に完全な支障をきたした

者（程度が 10）は 2％であった。 
（図 6-3-6） 

・ 対人関係に完全な支障をきたした

者（程度が 10）は 3％であった。 
（図 6-3-9） 

・ 生活の楽しむ力にに完全な支障を

きたした者（程度が 10）は 3％で

あった。 
（図 6-3-10） 
 

4. HAD Scale、K6：不安抑うつ尺度 
（図 6-4） 

・ 緊張の頻度が高い（しょっちゅう）

者は 17％であった。一方、緊張が

まったくない者は 26％であった。 
（図 6-4-1） 
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・ 楽しみの頻度が低い（めったに）

者は 18％であった。一方、昔と同

じように楽しめる者は 10％であっ

た。 
（図 6-4-2） 

・ 強い予期的な恐怖感の頻度が高い

（しょっちゅうあって非常に気に

なる）者は 3％であった。一方、

まったくない者は 48％であった。 
（図 6-4-3） 

・ 物事の面白さを感じることへの阻

害が強い（まったくできない）者

は 1％であった。一方、いつもと

同じだけ楽しめる者は 48％であっ

た。 
（図 6-4-4） 

・ 心配の頻度が高い（しょっちゅう）

者は 11％であった。一方、ごくた

まにしか感じない者は 24％であっ

た。 
（図 6-4-5） 

・ 不機嫌の頻度が高い（機嫌のよい

ことが全くない）者は 2％であっ

た。一方、機嫌のよい頻度が高い

（しょっちゅう）者は 28％であっ

た。 
（図 6-4-6） 

・ くつろぐことへの阻害が強い（ま

ったくできない）者は 4％であっ

た。一方、よくくつろぐことがで

きた（かならず）者は 22％であっ

た。 
（図 6-4-7） 

・ 仕事を怠けていると感じる頻度が

高い（ほとんどいつも）者は 5％
であった。一方、常に仕事をでき

ていると感じる（怠けているとま

ったく感じない）者は、49％であ

った。 
（図 6-4-8） 

・ 不安で落ち着かないような強い恐

怖感の頻度が高い（しょっちゅう）

者は 2％であった。一方、落ち着

かないような不安をまったく感じ

なかった者は 62％であった。 
（図 6-4-9） 

・ 自分の容姿に関心がなくなった者

は 6％であった。一方、自分の容

姿にいつもと同じ程度の関心・気

配りを持つ者は 45％であった。 
（図 6-4-10） 

・ 突発的な理由のない恐怖感を抱く

頻度が高い（しょっちゅう）者は

0％であった。一方、まったくな

い者は 85％であった。 
（図 6-4-12） 

・ 物事を楽しみに待つことへの阻害

が強い（めったにない）者は 15％
であった。一方、いつもと同じだ

け物事を楽しみに待てる者は 51％
であった。 
（図 6-4-13） 

・ 本やテレビを楽しむことへの阻害

が強い（ほとんどめったに）者は

5％であった。一方、たびたび楽

しめた者は 50％であった。 
（図 6-4-14） 
 

5. WFun：労働機能障害の指標 
（図 6-5） 

・ 社交性への障害が強い（ほぼ毎日）

者は 6％であった。一方、障害が
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まったくない者は 54％であった。 
（図 6-5-1） 

・ 耐性（丁寧な作業）への障害が強

い（ほぼ毎日）者は 5％であった。

一方、障害がまったくない者は

47％であった。 
（図 6-5-2） 

・ 思考力への障害が強い（ほぼ毎日）

者は 8％であった。一方、障害が

まったくない者は 45％であった。 
（図 6-5-3） 

・ 遂行力への障害が強い（ほぼ毎日）

者は 6％であった。一方、障害が

まったくない者は 62％であった。 
（図 6-5-4） 

・ 仕事への不全感が強い（ほぼ毎日）

者は 10％であった。一方、障害が

まったくない者は 37％であった。 
（図 6-5-5） 

・ 判断力への障害が強い（ほぼ毎日）

者は 6％であった。一方、障害が

まったくない者は 49％であった。 
（図 6-5-6） 

・ 意欲への障害が強い（ほぼ毎日）

者は 6％であった。一方、障害が

まったくない者は 53％であった。

（図 6-5-7） 
 

6. QQ：労働生産性の指標（図 6-6） 
・ 59％が有症状時に仕事量が減る影

響（0-9）があった。 
（図 6-6-1） 

・ 66％が有症状時に仕事の質が落ち

る（0-9）影響があった。 
（図 6-6-2） 
 

7. IPAQ：身体活動量の指標（図 6-7） 
・ 74％が強い身体活動を行った日が

なかった。 
（図 6-7-1） 

・ 56％が中等度の身体活動を行った

日もなかった。 
（図 6-7-2） 

・ 23％は 10分以上の歩行を毎日行っ

ていた。一方、10％は毎日 10分未

満の歩行しかしていなかった。 

（図 6-7-3） 
 

D.考察 
今回、本邦初めてとなる医療機関

における大規模な両立支援データベ

ースを作成した。 
 

【研究 A】 
本研究で聴取された具体的な困り

ごとは，心理的影響、職場からの受

け入れ、職場の適正配置は肉体労働

あり群にとって多く聴取されること

となった。 

心理的影響については業務に対す

る自信の無さや症状再発・治療への

不安・心配・恐怖などにより引き起

こされるものである。肉体労働者に

とって心理的影響が大きい理由は、

直接的な仕事が多いため、病気が進

行した場合に失職する恐れがあるこ

とから聴取される可能性が高いと考

えられた。 

職場からの受け入れについては、

上司・同僚による声掛けなどのサポ

ートの不足感によるものである。肉

体労働あり群については現場作業が
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あり配慮が受けにくい環境がある可

能性がある。 

職場の適正配置については、配置

転換や段階的復職が、実施されるか

不透明であることから、当初の不安

とした挙がってくるものと考えられ

た。 

これら、不安として挙がっている

労働者であっても一様に職場復帰で

きていることから、困りごとに寄り

添う医療機関の役割が大きい可能性

が示唆された。また肉体労働の有無

に関わりなく、「業務遂行能力の低下」

は困りごととして最多であり、常に

大きな課題として存在していること

に留意することが必要である。 

本研究は単施設かつ単年度におけ

る研究である。複数施設，複数年度

に渡り研究されることで精度向上が

期待できる。 

復職に際し，肉体労働を要するこ

とで，心理的影響(OR 1.98; 95%CI 

1.11-3.54) ， 職 場 の 受 け 入 れ (OR 

2.49; 95%CI 1.12-5.53)，職場の適正

配置(OR 2.71; 95%CI 1.16-6.32)が有

意に困りごととして挙がるため、そ

の特徴に応じた支援の在り方を検討

することが必要である。 

 

【研究 B】 
1）両立支援を実施した対象背景 
 両立支援実施後の満足度について

確認できた。両立支援を受けた患者

の約 8割は治療状況に満足しており、

病勢のコントロールがうまくいって

いる様子を見受けた。その一方で、

治療と就労の両立状況への満足度が

65％程度であることを鑑みると、就

労状況への不満によって両立への満

足度が下がっている可能性が高い。

また、6％は治療への不満足があるが、

背景には病勢悪化や再発がある可能

性がある。今後、診療記録の後方視

的検討が望まれる。 
 両立支援実施後の現在の職場規模

や事業場状況について確認できた。

両立支援介入によって、産業保健ス

タッフの認知向上への影響が考えら

れる。介入により自身で利用できる

資源の積極的な探索行動につながっ

ていれば、自律的な就労継続が見込

めるだろう。 
 両立支援実施後の雇用形態の変更

状況について確認できた。長期間に

渡って確認し、両立支援が必要とな

るタイミングや出口戦略が検討可能

と考える。診療内容と併せて検討し、

疾患特異性あるいは治療特異性のあ

る支援の提案につなげたい。 
 
2）両立支援を受けた後の勤務状況 
 両立支援実施後の現在の就労状況

について確認できた。当院は大学病

院であり高度な医療を要する病状の

患者が多い中、85％が就労継続でき

ていたことは当院両立支援の一つの

成果と考える。5％は仕事をしたくで

も職がない状況となっていることは

忘れずに活動を続けていきたい。 
 両立支援実施後の就労経過につい

て確認できた。当院での両立支援介

入は入院契機で行われることが 9割で
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ある。短期入院もあるが多くは休職

となるため、復職に向けた支援とな

ることが大部分である。今回、復職

した 3年以内に 6割以上の患者が病気

や治療を理由とした連続して 4日以上

の仕事の休みを経験する可能性が示

唆された。これは復職はゴールでは

なく、身体疾患を抱えた就労のスタ

ートであることを意味している。今

後は、当院でもフォローアップを強

化し、継続した両立支援の課題解決

を模索していく。 
 
3）両立支援を受けた後の業務内容 

両立支援実施後の業務内容につい

て確認できた。4 人に 1 人は両立支援

を受けた後に業務内容に変更があっ

た。当院における両立支援実績では、

概ね 4人に 1人に対し意見書発行して

おり、この結果と近似している。こ

の業務変更に、意見書発行や支援に

よる患者の職場への申し出との関係

があったかについて、今後詳細に検

討していく。中には、病気や治療を

理由とした予期せぬ業務変更もある

かもしれない。フォローアップの際

は、再介入のニーズの可能性も忘れ

ずに確認し対応する。 
 

4）両立支援を受けた後の勤務時間 
 両立支援実施後の現在の勤務時間

について確認できた。1 日 8 時間週 5
日勤務という一般的な働き方をして

いる者が 8割近くに上るという点は、

身体疾患を抱えても就労することが

できる重大なエビデンスとなると考

える。疾患特異性あるいは理療特異

性との関連が考えられ、今後は診療

内容を後方視的に調査・検討してい

きたい。 
5）両立支援を受けた後の職場での人

間関係 
 両立支援実施後の上司や同僚との

人間関係について確認できた。継続

した治療と就労の両立の上では、上

司や同僚と個人的な相談をできる関

係を構築できることが望ましい。今

後は両立支援実施前後の比較を行い、

介入効果を評価していきたい。 
6）両立支援を受けた後の予後指標 
 以下の指標について、両立支援実

施後の予後指標として検討していく。 
1. 「10 の質問」：困りごとの問診 
「両立支援 10 の質問」は支援者が

治療を続ける労働者あるいは患者が

抱える、病気による症状だけではな

い様々な困難を広く把握するツール

である。（森晃爾ら：「両立支援 10 の

質問」、労災疾病臨床研究事業：身体

疾患を有する患者の治療と就労の両

立を支援するための主治医と事業場

（産業医等）の連携方法に関する研

究―両立支援システム・パスの開発

―総合研究報告書、平成 29 年 3 月）

当院では、この 10 の質問によって、

患者の困りごとを整理し、そのニー

ズに応じた支援を提供している。 
治療の場である医療機関での問診

では、「病気による症状や後遺症、治

療などによる業務遂行能力への影響」

と「病気による不安などの心理的変

化の問題」が聴取されやすく、支援
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ニーズがある。業務遂行能力及び不

安の経過は、患者の就労継続の重要

な予後因子である。 
2. EQ-5D：QOL の指標 

日常生活での支障や困難があれば

就労状況にも直接的のみならず間接

的にも影響があると考えられる。具

体的には作業性への直接的な影響、

社会活動としての就労へのニーズや

モチベーション等への影響が考えら

れる。 
3. BFI：簡易倦怠感尺度 
慢性疾患では、病気のそのものに

よる体力低下や治療や療養による影

響で易疲労感を有した患者が多い。 
4. HAD Scale、K6：不安抑うつ尺度 

慢性的身体疾患患者では抑うつを

合併しやすく、その評価は重要であ

る。 
5. WFun：労働機能障害の指標 
6. QQ：労働生産性の指標 
仕事への影響度は直接的な予後指

標であると考える。 
7. IPAQ：身体活動量の指標 
身体活動量は業務内容に直結する

が、体力向上へのセルフケアという

点でも重要である。 
 
E.結論 

今回、本邦初めてとなる医療機関

における大規模な両立支援データベ

ースを作成した。就労上の転帰やこ

れら指標患者のを追跡しフォローす

ることは、効果的かつ継続的な両立

支援を検討する上で有用である。今

後、効果的な両立支援を提案する上

での活用が期待される。 
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両立支援-キャリアをあきらめな

いために 治療と仕事の両立支援

における医育機関の役割、公衆衛

生 85(1)33-37 

10.小林清香、平井啓、谷向仁、小川

朝生、原田恵理、藤崎遼平、立石

清一郎、足立浩祥：身体疾患によ

る休職経験者における職場ストレ

スと関連要因、総合病院精神医学 

32(4):403-409、2020 

11.立石清一郎：両立支援に欠かせな

い 産業保健スタッフに必要な疾

患の知識と最新の治療法(Part 1)

両立支援のためにおさえておきた

いポイント 就業配慮を構造化し

て理解する、産業保健と看護 2020

春季増刊:14－17、2020 

12.立石清一郎：両立支援に欠かせな

い 産業保健スタッフに必要な疾

患の知識と最新の治療法(Part 1)

両立支援のためにおさえておきた

いポイント 両立支援におけるメ

ンタルヘルス不調と身体疾患との

相違点、産業保健と看護 2020春季

増刊:18－20、2020 

13.立石清一郎、渡瀬真梨子、藤野義

久、森晃爾：産業保健分野でのデ

ルファイ法の応用展開、健康開発

第 24巻第 3号、71-79、2020 

14.立石清一郎、井上俊介、永田昌子、

荻ノ沢泰司、金城泰幸：職場で取

り組む治療と仕事の両立支援 治

療と仕事の両立支援の現状と課題、

健康開発 24(3):18-22 

15.立石清一郎：治療と職業生活の両

立 支 援 、 香 川 県 医 師 会 誌 

71(6):73-78、2019 

16.立石清一郎：治療関連障害でもと

もとの仕事ができない/無理なと
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き 産業医からみた就労支援、緩

和ケア 29(1):44-45、2019 

17. 立石清一郎、井上俊介、黒木

一雅、細田悦子、近藤貴子、高倉

加寿子、中藤麻紀、篠原弘惠、古

田美子、荻ノ沢泰司、蓑原里奈、

永田昌子、榎田奈保子、柴田喜

幸：治療と仕事の両立支援研究の

現在 産業医科大学における治療

と仕事の両立への貢献、産業医学

ジャーナル 42(4):30-37、2019 

18. 尾辻豊、立石清一郎、田中文

啓、荻ノ沢泰司、黒田耕志、市来

嘉伸、安東睦子、細田悦子、黒木

一雅、近藤貴子、中藤麻紀、東敏

昭：産業医科大学病院における両

立支援科・就学就労支援センター、

日 本 職 業 ・ 災 害 医 学 会 

67(5):369-374、2019 

 
H．知的財産権の出願・登録状況：(予定

を含む。） 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 

 なし 
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【研究 A】 

図１．回析対象者フロー 
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表１．参加者の性・年齢 
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表２．聴取された 10 の質問 
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表 3．肉体労働の有無が困りごとに与える影響 
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【研究 B】 

1) 両立支援を実施した対象背景
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2） 両立支援を受けた後の勤務状況  
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3）  両立支援を受けた後の業務内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4） 両立支援を受けた後の勤務状況  
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5） 両立支援を受けた後の職場での人間関係 
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6） 両立支援を受けた後の予後指標 
１．「10 の質問」：困りごとの問診 
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２．EQ-5D：QOL の指標 
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３．BFI：簡易倦怠感尺度  
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この 24 時間のうちで、だるさが生活にどれほど支障になったかを教えてくだ

さい。（0：支障なし―10：完全に支障になった） 
  

（0：支障なし―10：完全に支障になった）
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４．HAD Scale：不安抑うつ尺度 
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K6：不安抑うつ尺度 
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５．WFun：労働機能障害の指標 
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６．QQ：労働生産性の指標 
 
  

－120－



 

7．IPAQ：身体活動量の指標 
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白土 博樹 
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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

分担研究報告書 

「治療と仕事の両立支援」に資する大学病院モデルの構築 
 

研究分担者 白土博樹 （北海道大学医学研究院連携研究センター  

療養・就労両立医学分野 療養・就労両立医学教室・教授） 

研究要旨 

 「病気の治療と仕事の両立支援（両立支援）」のために、①大学などの医育機

関の教育研究体制の整備、②大学病院等主たる医育機関の診療体制の整備、③産

業医がいない中小企業等に関する知識の整理と対応法の検討、④ 病院から患者

への情報提供プロセスの院内周知を行う方法の整備、を行った。 
① 大学などの医育機関の教育研究体制の整備：令和 2 年 4 月 1 日より、北海

道大学医学研究院連携研究院に療養・就労両立医学分野を立ち上げ、臨床医学系

および基礎医学系 13 教室の協力を得て連携研究を行うための新体制を整備し

た。COVID-19 のパンデミックのため、分野内のメーリングリストを利用して、

がん治療の経済毒性に関する情報交換を行い、各構成員の治療と仕事の両立支

援への理解を深めた。 
② 大学病院等主たる医育機関の診療体制の整備：令和 2 年 4 月 1 日より、北

海道大学病院腫瘍センターに、医師、看護師、社会福祉士からなる治療と仕事の

両立支援外来を立ち上げ、各診療科からの依頼や各診療科を跨いでの両立支援

を行うための新体制を整備し、実際に療養・就労両立支援指導が開始された。 
③ 産業医がいない中小企業等に関する知識の整理と対応法の検討：安全衛生

担当者に関する知識を整理し、患者の問診表に事業所の人数記載欄を改善し、よ

り広く両立支援が可能となるような対応法を導入した。北海道大学主催の日本

放射線腫瘍学会にて、治療と仕事の両立のシンポジウムを行い、北大病院腫瘍セ

ンターセミナー講習会にて安全衛生担当者の指定を強調して講演した。 
④ 病院から患者への情報提供プロセスの院内周知を行う方法の整備：病院情

報システム（電子カルテ）を改良し、両立支援に必要な書式での意見書作成を可

能とした。 
研究協力者 

篠原 信雄 （北海道大学大学院医学研究院  腎泌尿器科教室・教授） 

青山 英史 （北海道大学大学院医学研究院  放射線治療学教室・教授） 
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Ａ.目的 
「病気の治療と仕事の両立支援（両立

支援）」のために、医療機関側が患者か

らの就労情報を的確に聞き出すことが重

要である。それにより、両立支援に当た

って医療機関側は、事業所の産業医等

から、患者の就労状況を的確に把握し

て、就労の可否や復職の条件等を判断

することが可能となる。 
しかし、従来の医師は両立支援に関し

て大学にて十分な教育を受けておらず、

卒後研修でも、就労支援に関するトレー

ニングを受けることもなかった。産業医が

いないことも多い中小企業の場合には、

事業所側と医療機関との両立支援に関

する配慮はさらに難しく、患者への支援

体制が弱い状況にある。 
そこで、昨年度は、既存の文献検索を

もとに、大学病院、医育機関、研究機関

側の体制整備のための準備を行った。

今年度の目標は、それらを実際に整備

し、運用を開始することである。そして、

本研究の最終目標では、我が国の「が

ん治療ガイドラインに、両立支援へ配

慮することを盛り込む」ことを、本分

担研究のビジョンとした。 
 
Ｂ.方法 
昨年度掲げたビジョンのもと、以下

の 4 つのミッションに関して、それぞ

れ研究を開始した。①大学などの医育

機関の教育研究体制の整備、②大学病

院等主たる医育機関の診療体制の整

備、③治療に関わる医学界の意識の改

革、④病院から患者への情報提供方法

の課題抽出と対策の考案とした。 

Ｃ.結果 
１．大学などの医育機関の教育研究体

制の整備 
 令和 2 年 4 月 1 日より、北海道大学

医学研究院連携研究院連携研究セン

ターに「療養・就労両立医学分野」を

立ち上げ、研究分担者自らが「療養・

就労両立医学教室」を医学研究院内に

立ち上げた（図１）。臨床医学系および

基礎医学系 13 教室の協力を得て、連

携研究を行うための新体制が整備さ

れた。COVID-19 のパンデミックのた

め、分野内のメーリングリストを利用

して、がん治療の経済毒性に関する情

報交換を行い、各構成員の治療と仕事

の両立支援への理解を深めた。 
 
２．大学病院等主たる医育機関の診療

体制 

令和 2 年 4 月 1 日より北海道大学

病院腫瘍センターに、治療と仕事の両

立支援チームを立ち上げ、両立支援外

来を行うための新体制を整備し、実際

に療養・就労両立支援指導が開始され

た（図２）。COVID-19 禍のため、積極

的な紹介ができず、実際に両立支援指

導を行ったのは年間６名（血液内科 4、
腫瘍内科１、呼吸器内科 1）であった。 
 
３．治療に関わる医学界の意識 
①中小企業等に関する知識を整理し、

それに対する対応法をし、産業医がい

ない場合でも安全衛生担当者により

両立支援が可能となる点を活用する

ことが重要と判断した。患者の問診表

に事業所の人数記載欄を改善し、より
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広く両立支援が可能となるような対

応法を導入した。 
②北海道大学主催の第日本放射線腫

瘍学会 33 回学術集会(R2.10 月)にて、

治療と仕事の両立のシンポジウムを

行い、厚労省・産業医大・患者団体等

の講演に加えて、研究分担者自らが登

壇し、中小企業への対応策の重要性を

強調し、放射線治療関係医師・看護師

らの意識を高めた。同シンポジウムは、

ウエブ上でオンデマンドにて学会参

加者は R3.3.31 まで視聴可能とし、多

数の視聴者を得た。（図３） 
③北大病院腫瘍センターセミナー講

習会(R3.2 月)にて安全衛生担当者の

指定を強調して講演した。聴衆の中か

ら安全衛生担当者の資格取得を目指

すことにしたという方からのメール

があった。（図４） 
④ 公益財団法人（内閣府所管）札幌

がんセミナーの発行する THE WAY 

FORWARD に「治療と仕事の両立」を寄

稿した。（図５） 

 

４．病院から患者への情報提供方法 

看護師・MSW と医療情報部と連携

して、病院から患者への情報提供プロ

セスの院内周知を行う方法の整備を

した。病院情報システム（電子カルテ）

を改良し、医師が、両立支援に必要な

書式での意見書作成を電子カルテ上

で行うための画面を構築した。また、両

立支援を行った患者のデータベース

を構築し、MSWが病院情報システムに、

病院情報端末から同データベースへ

の入力が可能になった（表１）。 

E.結論 

治療と仕事の両立支援について、小

規模事業場の特徴をふまえ、医科大学

での教育、大学病院などでの題を抽出

し、それに対する対策を実際に開始す

ることができた。次年度は、同取組を

若手医師に教育し、さらにその普及に

努めることとしたい。 
 

Ｆ. 学術大会の開催 

1. シンポジウム５「がん患者と治療の

両立支援「放射線治療が期待されて

いること」（オーガナイザー：立石清

一郎、白土博樹）を日本放射線腫瘍

学会第 33 回学術大会（大会長 白

土博樹）. 2020.10.1-3. 札幌(web 開

催)にて、開催。 
 
Ｇ.学会発表 
１．白土博樹．がん治療と仕事の両立

―放射線治療医が期待去れている

こと．シンポジウム５「がん患者と

治療の両立支援「放射線治療が期待

されていること」日本放射線腫瘍学

会第 33 回学術大会. 2020.10.1-3. 
札幌(web 開催) 

２．岩崎由加子、白土博樹、青山英史、

立石清一郎、高橋健夫、茂松直之．

がん放射線治療における仕事とと

の両立に関する全国施設アンケー

ト調査結果．日本放射線腫瘍学会第

33 回学術大会. 2020.10.1-3. 札幌

(web 開催) 
３．白土博樹、石岡明子、渋谷麻実．

医療の経済毒性と「治療と仕事の両

立．2020 年度第 8 回北海道大学病
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院腫瘍センターセミナー. R3. 2.19. 
札幌 (web 開催) （図４） 

 
H. 論文業績 
１．白土博樹．治療と仕事の両立．

「「がん」で苦しむ人を 1 人でも減ら

したい」．２．がんの治療．THE WAY 

FORWARD.No.18. 2020.12.1.ISSN 

2187-3127. （図５） 

 
Ｉ．研究に関連した実務活動 

① 令和 2 年 4 月 1 日より、北海道大

学病院腫瘍センターに、医師、看護師、

社会福祉士からなる治療と仕事の両

立支援外来を開設し、両立支援を開始。 
② 令和 2 年 4 月 1 日より、北海道大

学医学研究院連携研究院に「療養・就

労両立医学分野」、同分野内に「療養・

就労両立医学教室」を開設し、自らが

同教室の専任教授として赴任した。 
 
H. 知的所有権の取得状況 
なし 
 

 
（参考資料） 

図１．北海道大学大学院医学研究院連携研究センターHP より 
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図２．北海道大学病院腫瘍センターHP より 
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図３．放射線腫瘍学会第 33 回学術大会でのシンポジウム 

 
図４．北海道大学病院腫瘍センターセミナー 
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図５．THE WAY FORWARD 寄稿文 
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表１．両立支援外来データベース項目 

 

項目１ 項目２ 項目３ 項目４
患者ID 事業場名 利用可能な制度：企業情報 療養・就労両立支援指導料

算定回数

患者氏名 従業員数 健康保険の種類 相談支援加算算定回数

年齢 勤務情報記載者 高額療養費制度区分 支援後の復職の有無

性別 職業：問診票 傷病手当金受給の有無 支援開始日　(初回相談時）

診療科 職務内容：問診票 家族背景 両立支援外来初回日

主治医氏名 職務内容：企業情報 相談開始の場 支援終了日　（算定日）

関連診療科 勤務形態 勤務情報（文書）の有無 コーディネーター相談回数

疾患名 交代勤務 就業もしくは復職可否意見書
の有無

両立支援外来担当医氏名

がん治療の経験 通勤時間
（片道10分単位）

担当コーディネーター

現在の主な症状 通勤手段 特記
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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 
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 （北海道大学医学研究院連携研究センター  
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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

分担研究報告書 

「治療と仕事の両立支援」に資する大学病院モデルの構築-2 

 

研究分担者 白土 博樹 （北海道大学医学研究院連携研究センター  

療養・就労両立医学分野 療養・就労両立医学教室・教授） 

研究要旨 

 中小企業のがん治療患者に対して、医療現場の第一線で活躍しているがん治

療医と大学病院・がんセンター等のがん研究医は、経済毒性が発生し得ることを

理解し、基本的な知識と対策方法を身に着ける必要がある。医療現場では、医師・

医療従事者の働き方改革を遵守し他のタスクシフトを進めつつ、中小企業のか

ん治療患者が治療に伴う経済的負担が原因で生命予後・生活の質に支障を来す

リスクを評価し、その解決のために、（１）収入と資産の減少を防ぐ努力、（２）

支出を減らす努力、（３）精神的なサポート、（４）総合的な支援を行うこと、が

重要である。大学病院・がんセンターや医学系研究機関では、「がん治療の経済

毒性研究」や「療養・就労両立医学研究」が、患者側に立った最先端がん研究で

あることを理解し、本質的な課題解決を目指すべきである。がんの治癒率を上げ

る努力をしつつがん患者の経済毒性を根本的に減らすためには、医療経済学者・

政策立案者・業界・患者団体・他のステークホルダーの長期的視野に立った議論

が必須であるが、がん治療の医療現場では、経済毒性の知識を持ち、治療と仕事

の両立支援指導等で経済毒性の軽減措置ができる治療医とそのグループの育成

が大変重要である。中小企業のかん治療患者等に関して、FT 軽減がなされるた

めの研究開発と施策と医療が、喫緊の課題として、求められている。 
研究協力者 

西岡 健太郎 （北海道大学大学院医学研究院  放射線医理工学教室・助教） 

岩崎 由加子 （北海道大学大学院医学研究院   

医理工学グローバルセンター 学術研究員） 

渋谷 麻実   （北海道大学病院腫瘍センター） 

本多 和典  （愛知県がんセンター 薬物療法部） 

梶本 祐介  （東京大学大学院薬学系研究科） 

五十嵐 中  （横浜市立大学群健康社会学ユニット 東京大学大学院薬学系研究科） 
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Ａ.目的 
中小企業のがん患者の両立支援に

は、大学病院・がんセンター等の医療

機関の医師が、使命感を持つ必要があ

るが、そのために、がん治療の経済毒

性について、注目した。 中小企業で

働くがん患者は、がんの治療に伴う経

済的負担が大きくなり得ることは、想

像に難くない。患者が、療養に伴う経

済的負担で、患者・家族に及ぼす悪い

影響のことを”Financial Toxicity, 

FT”と言う。FTは、（１）支出の増加、

（２）収入と資産の減少、（３）精神的

要素からなる(図１）1)。 

近年、多種のがん治療において、優

れた薬剤が、手術や放射線治療との組

み合わせあるいは薬剤単独で、効果と

安全性が立証され標準治療となった。

それ自体は喜ぶべきである一方で、そ

れらの薬剤費が高額で治療が長期に

渡ることに伴う患者の経済的負担の

問題が深刻化した。国民皆保険制度が

ない米国から、経済的な負担が、精神

的な苦痛を誘起し、服薬や受診を減ら

し、生存率や生活の質に悪影響を及ぼ

す報告が出た 4-7)。 

従来 FTの評価基準が明確でなかっ 

たが 7)、近年、

COST(Comprehensive Score for 

Financial Toxicity)という簡単な評

価法が検証され 8,9)、日本語版も発行

され 10)、FTの国際比較が可能となり

つつある（表１）。 

その結果、米国はもちろん、国民

皆保険制度を持つイタリア 11)や日本

でも FTが発生していることが示唆さ

れ 12)、世界中の注目を集めている
13)。それらの報告によると、特に非

正規職員や資産が少ない患者に、経

済毒性が現れており、まさにそれら

の患者は中小企業に多いことが予想

される。 

以上のことから、まず、経済毒性

そのものに関する文献レビュー的研

究を行い、さらに、有識者とのウエ

ブ上での座談会を設けることで、経

済毒性軽減のために、両立支援が有

効であることを浮かび上がらせ、大

学病院等の医師が中小企業のがん患

者の両立支援に使命感を持つこと

を、目的とした。 

 

 

 
 

 

図１．がん治療患者・家族の経済毒性 
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Ｂ.方法 

Web of Science にて、 financial 
toxicity、cancer treatment、return to 
work のキーワード検索を行い、その

中で、被引用数の多い論文から、中小

企業に勤めるがん患者に関連ある論

文を抽出した。その論文を、網羅的に

レビューし、項目ごとに解析結果をま

とめた。 
続いて、経済毒性に関する専門家を

招き、ウエブ会議にて、がん治療に関

する課題を議論し、療養・就労両立支

援の有効性を議論し、項目ごとに、各

専門家の意見を座談会形式でまとめ

た。 
 

Ｃ.結果 
 文献学的考察に用いた資料は、参

考文献として、本報告書の末尾に記

載した。 

１．はたして、どのような日本国民

に、がんの経済毒性が発生している

か 

我が国でのがん治療の FTについ

て、がん治療医による研究として

は、愛知県がんセンターの本多らの

研究が嚆矢となった 12）。固形癌への

化学療法を最低２月間行った 191例

中、156例(82%)が調査に協力した。

内訳は大腸(77例)、胃(39例)、食道

(16例)、甲状腺(9例)、頭頚部(4

例)、その他(11例)。分子標的薬は

96例で使われ、年齢中央値 67(範囲

30-87）歳、治療期間中央値 12（範囲

2-138)月、自腹を切ったひと月当た

りの医療費(自己申告)は幅広く、中

央値 44,400(範囲 3750-375,000)円で

あった。結果は、「がんのために仕事

をなくした」が 19%(29 例)、「預貯金

表１．日本語版 COST10) 
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を切り崩した」が 63%(95例)、「旅

行、外食、映画などを減らした」が

44%(67例)、「食費や医療費を削っ

た」が 28%(42例）、「自分の仕事を増

やした（あるいは家族が余計に働い

た)）が 8%(12例)、「資産（車、家、

土地等）を売った」が 3%(5例)、「借

金をした」が 2%（3例)、さらに「処

方された薬や量を減らして飲んだ」

が 3%(4)、「処方箋をもらったが、薬

を受け取らなかった」1%(1例)であっ

た（表２）。 

がん患者の経済的な負担に関して

は、厚生労働省等の多くの優れた調査

研究と報告がある。たとえば濃沼らの

報告では、がん患者の自己負担額は、

年間平均 92万円で、回答者の 62%は経

済外来な困りごとがあり、経済的理由

が治療そのものに影響した患者は 6%

であった。ベバシズマブ治療患者の実

質的な経済的負担が高額なこと、免疫

チェックポイント阻害剤の出現によ

る懸念、FTの深刻化を予測している 14)。 

2020年 10月に国立がん研究センタ

ーから発行された全国のべ 22000人

のがん患者の調査に基づく患者体験

調査報告書（平成 30 年度調査）が発

行され、近年の FTの実態がさらに明

確になった 15)。就労の継続について

医療者から何らかの説明を受けた人

は 39.5％にとどまった。 

 

 

 
 

表２．日本におけるがん治療患者の経済毒性 

 

 

項目 Hondaら12)

(N=146)
De Souzaら9)

(N=233)ら

患者回答 一般がん患者 若年がん患者* 開発用データ(N=233)
1 就労の継続について医療者から何らかの説明を受けた 38.9% 54.9%
2 がん治療のため、退職・廃業した 19.8% 20.5% 19%
3        退職・廃業をしたのは、がん診断直後であった** 34.8% 28.4%
4 がん治療のため、休職・休業した 54.2% 57.1%
5 (長期に貯蓄していた)貯金を切り崩した*** 19.5% 33.4% 63%
6 日常生活における食費、衣料費を削った 7.5% 17.9% 28%
7 資産（車、家、土地等）を売った 0.7% 2.5% 3%
8 親戚や他人から金銭的援助を受けた（借金を含む） 3.2% 16.9% 2%
9 主治医に処方箋や治療法を安価なものに変更してもらった 2.5% 4.2%
10 収入を増やすため、家族が仕事を増やした、あるいは働くようになった 1.7% 6.3% 8%
11 治療費用の負担が原因で、がん治療を変更・断念したことがある 4.8% 11.1% 4%

経済毒性
 COST 平均±標準偏差 21.1±8.45 22.23±11.89

中央値(最小ー最大） 21(0 - 41) 23(0 - 44)
グレード 0(なし) COST  26以上 54 (34.6%) 99(42%)

1(軽度) COST  14-25 78(50.0%) 71(31%)
2(中等度)COST  1-13 23(14.7%) 58(25%)
3(重度) COST  0 1(0.6%) 5(2.0%)

＊若年がん患者:診断示19歳以上40歳未満の者,一般がん患者:希少がん患者と若年がん患者を除く者
**「がん治療のため,退職した」と回答した者のうちの割合
***（長期に貯蓄していた）は、厚労省の調査のみ、質問に含まれている。

厚労省 患者体験調査報告書15)

(のべ22000人)
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がん診断時に収入のある仕事をし

ていた人のうち「がん治療のため、

退職・廃業した」は 19.8%、「がん治

療のため、休職・休業した」は 54.2%

であった。全体と若年がん患者（診

断示 19歳以上 40 歳未満）では、FT

に繋がる「10個の質問のいずれかを

選択した回答者」が 26.9%（若年者

46.9%）、「長期的に直していた貯金を

切り崩した」が 20.0%(若年者

33.4%)、「日常生活における食費、医

療費を削った」が 8.0%(若年者

17.9%)、「親戚や他人から金銭的援助

を受けた（借金を含む）」3.6%(若年

者 16.9%)、「主治医に処方箋や治療法

を安価なものに変更してもらった」

2.5%(若年者 4.2%)、「収入を増やすた

め、家族が仕事を増やした、あるい

は働くようになった」1.8%(若年者

6.3%)となっており、若年がん患者で

数値が大きく跳ね上がり FTが強いこ

とが明確になった 15)。「治療費用の負

担が原因で、がん治療を変更・断念

したことがある人」の割合は、若年

がん患者で 11.1%で、一般がん患者

（希少がん患者と若年がん患者を除

く）4.8%に比べて有意に高かく

(p=0.03)、「60歳未満」6.5%は、「60

歳以上」4.1%より有意に高かった

(p=0.01)（表２）。 

 
２．米国と比較して、どうなのか 

上述した COST（44点満点)は低ス

コアほど FTが強いのであるが、本多

らの我が国のがん患者の COSTの評価

では、中央値 21点（範囲 0-41）、平

均±標準偏差 21.1±8.45 で、米国の

がん患者 233例の報告 9）の数値分布

（中央値 23,範囲 0-44）平均±標準

偏差 22.23±11.89と大差なかった
12)。今回、その後に発表された COST

に基づく FTグレード 16)で、米国から

の代表的報告と比較してみたとこ

ろ、我が国のグレード 3以上の FTは

15.3%で、米国の 27.0-34.8%よりも少

ない傾向ではあった（表 2）。しか

し、誰もが安心して医療を受けられ

る医療制度を実現し、高額療養費制

度があり、世界最高レベルの平均寿

命と保健医療水準を達成してきた日

本で、COSTの平均±標準偏差が米国

と差がなく、グレード 3以上の FTが

15%に発生しているというこのデータ

を、がん治療医や医療関係者は、強

く認識すべきである。 

程度の差こそあれ、どのような患者

に FT が発生しやすいかは、国を超え

て共通している。がんに起因する退職、

若い年齢、非正規雇用に加え、世帯収

入の低さ、婚姻状況、教育、人種、居

住市域などが、FTの低値と相関する因

子である 1,4,11,12)。がん生存者が健康な

コントロール群よりも仕事を失いや

すいことは、メタアナリシスで示され

ている（失業率 33.8% vs 15.2%, 相

対リスク(RR); 1.47: 95%CI; 1.21-

1.55)17）。特に、脳腫瘍(RR:1.78(1.58-

1.99)) と 上 咽 頭 癌 (RR:2.47(1.67-

3.66))で強く、乳癌(RR: 1.28 (1.11-

1.49))、胃腸癌(RR:1.44(1.02-2.05))、

婦人科癌(RR:1.28(1.17-1.40)が続く。

最近では、米国で 2020 年 12 月から
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2021 年 2 月のコロナ禍下での調査で、

若年成人のがんサバイバー212 名の

COST が 17±9.33 と極めて低く、必要

な医療を受けることが困難になった

実態がある 18）。我が国でも、ここ数年

のコロナ禍で、もともとの社会弱者に、

強烈な FT が現れていることは想像に

難くない。また、社会的弱者は、個人

加入の医療保険に加入できない場合

も多い。がん治療の経済毒性を、皆保

険制度がない米国の特殊事象と考え

るのは、大きな間違いである。 

 

３．がん治療に関わる医師は、どの

ようにして、経済毒性を減らせか 

現在、がん治療医とそのグループ

は、がん治療における「生存率を伸

ばすための治療を行いつつ、身体

的・精神的な有害反応を最低限に抑

える」という従来の指導原理から、

「生存率を伸ばすための治療を行い

つつ、身体的・精神的・経済的な有

害反応を最低限に抑える」という指

導原理に気持ちを切り替えることが

必要となっている 19)。現在は、FTの

解析から、解決法に関する研究に移

るべきことの重要性が、指摘されて

いる 13)。 

がん治療医とそのグループは、FT

を軽減するために、FT の存在とその

予後因子を知り、患者と費用に関す

る会話をすることの重要性を知り
20)、患者との費用に関する会話をす

ることができる能力が必要である
1,2,3,21)。しかし、米国でさえ、各種が

んのガイドラインにおいて、FTをど

のように軽減するかの記載に関して

は、33%にとどまっている 22)。本稿で

は、我が国の実態と海外の研究結果

をもとに、具体的な対処法を、図２

に例として挙げたい。 

FTは、（１）収入と資産の減少を防

ぐ努力、（２）無駄な支出を減らす努

力、（３）精神的なサポート、（４）

総合的な支援により、経済毒性を軽

減することが可能である。 

 

（１）収入と資産の減少を防ぐ努力 

・全患者に対し、がんの診断確定を

患者に伝える際に、できるだけ仕事

を継続することを、医師・患者・家

族がいっしょに考え、いわゆる「び

っくり退職」を防ぐ。がんと診断を

受けて離職した者のうち、診断され

てから最初の治療が開始されたまで

に退職した者が 40.2%であったとの我

が国の患者調査結果があり 23）、特に

若年がん患者ではこれを減らす意義

は大きい。 

・患者にがん相談支援センター等

で、経済的な負担、就労、各種の工

夫に関する相談が受けられることを

患者の尊厳を尊重しつつ伝え 24)、同

センターでは、看護師、医療ソーシ

ャルワーカー、両立支援コーデイネ

ーターなどが、各々の患者にあった

支援を行う 25）。 

・患者の了解のもとで、勤め先の企

業からの情報を得て、就労に関する

意見書を記載し、療養・就労両立支

援指導を行う 25）。 
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（２）支出を減らす努力 

・価値の低い割に FTに繋がりやす

い、低バリュー医療を避ける 26)。 

・適切な回数の画像検査、適切な後

発薬等の利用、緩和医療の適切な利

用を行う 19）。 

・患者に、限度額適応認定証、高額

療養費制度の存在を伝え、早期の申

請を支援することで、患者が借金を

したり、食費や教育費を減らした

り、手持ちの資産に手を付けたりす

ることをできるだけ防ぐ 27）ととも

に、同制度下でも FTが発生している

我が国の実態を忘れない。 

・日本の公的保険制度（被用者保

険、国民健康保険、後期高齢者医療

制度）を理解し、付加給付制度、傷

病手当金（2021年 1月からの通算化

を含む）、障害年金、介護保険、障害

者手帳、失業保険等に関する基礎知

識を身につけたうえで、丁寧に診

察・評価し、それぞれの制度の主旨

に合った診断書・意見書を記載す

る。 

・個人加入の民間医療保険は有効だ

が、ある程度余裕がある患者のみが

加入でき、FT弱者には大きなインパ

クトを与えないことも多いことを理

解する。 

・患者の了解を得たうえで、病院の

がん相談支援センター等と協力し、

患者・家族と時間をかけて相談し、

抗がん剤等でどのくらいの経済負担

がかかるのか等を調べ、固定費の削

減と制度の活用を図る。 

・コロナ禍では、病院内での対面支

援が不十分な場合もある。利益相反

に注意しつつ、公的機関の各種窓口

に問い合わせること、インターネッ

ト上の優れたウエブサイトで患者自

身が知識を身に着けることも一案で

あること、治療中の住宅ローン・教

育費・借金問題などでは、ファイナ

ンシャルプランナーが役立つ場合も

あること等を伝える。 

 

（３）精神的なサポート 

・どのように、どの範囲まで、患者

に対して、経済的な心配がないか、

治療と仕事の両立に関する問いかけ

をすべきか、を身に着ける 3,21,24,28)。 

・患者側の心理的負担を減らすため

に、患者が経済的な負担に関して心

配事がないか、病院としてのルーチ

ンの質問項目に加える 29,30)。 

・外来受付や病院内の目立つ場所は

ホームページに、がん相談支援セン

ターや就労支援や両立支援外来があ

ることを、表示する。 

・患者によっては、深刻な FTが発生

していても、病院側の介入を望んで

いない場合もあるが、そのような場

合にはセルフケアが可能となるよう

な支援が望まれる 24）。 

・ピアサポート（同じような立場の

人によるサポート）の紹介や、コロ

ナ禍では、患者団体や医療費やがん

治療の専門家による優良なウエブサ

イトを自ら調べ、患者に伝えること

も重要な支援となり得る 3)。 

・若年がん患者では、家族には患者が

がんを治すことに専念してほしいと
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いう気持ちがあるとしても、決まった

支出（住宅ローン、学費、自動車ロー

ン、携帯電話代）を減らすことが必要

になり、生活水準を下げることの苦痛、

子どもの教育費軽減への苦痛などを

伴い、本人一人が抱え込み、がん治療

を断念したり、返す当てがない借金を

するリスクが高い。本人だけでなく家

族のサポートを得られるような支援

が重要であることを理解する。 

 

（４）総合的な支援 

・キャンサーボードにて、医療ソー

シャルワーカーや社会福祉士を加え

て、患者毎に FTや仕事の両立支援に

関する議論をする 31)。 

・FTが原因で服用薬のアドヒアラン

スが低下していないかに注意し、FT

が原因であった場合には、次善の策

を練るとともに、がん相談支援セン

ター等での支援を勧める。 

・経済毒性を減らすための研究開発
32,33）、安価かつ等効果薬の開発研究
34)、患者への経済的問題に関する介

入の効果に関する臨床試験 29,35）、高

額薬剤の中止基準に関する研究等を

行い 36)、システマテイックレヴュー

を実施し 37)、学会としての態度と科

学的評価基準を明確にし 38,39,40)、改

善策をガイドラインに掲載し、発信

する。 

 

D.考察 

 上記の解析結果をもとに、FT軽減

には、対応すべき人物、社会制度、

あるいは抜本的政策など、異なるレ

ベルでの軽減策がある。 

1. がん治療医が対応すべき FT軽

減策 

２．医師とがん治療グループ

（医療ソーシャルワーカー、

看護師等）が対応できる、FT

軽減策  

３．社会的支援策 

４．抜本的対策 

上記を、図２に統合し、まとめ

た。同図が示すように、FTの解決に

は各ステークホルダーが、それぞれ

の責任のもとに、各層で活動をする

ことで、トータルな改善に繋がって

いくことが期待できる。 
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1. FT軽減のための治療と仕事の両

立支援 

治療と仕事の両立を支援する体制

に関して、がん治療医自身の対応が

遅々として進まない背景には、（１）

医師への卒然教育・専門医教育など

が追い付いていない、（２）がん診療

拠点病院の指定要件に両立支援が明

確には入っていない、（３）がん治療

医や病院側のインセンティブが低

い、という現状がある。 

がん治療医の参加する国際学会や

科学雑誌で FTが多いに議論されるよ

うになっている昨今の状況を考える

と、がん治療医や病院が、FTを発生

させないための診療・教育・研究が

重要なことを理解し、患者の収入減

を防ぐため、患者の治療と仕事の両

立支援指導を行うことは、大いに期

待される方法である。 

一方、治療と仕事の両立支援の重

要性は、FTの議論とは半ば独立し

て、産業医学や医療経済学や精神腫

瘍学領域で研究されてきた 41-47)。ま

た、我が国では重要な国策として取

り入れられ、厚生労働省が中心とな

って「治療と仕事の両立支援のマニ

ュアル」や「企業・医療機関連携マ

ニュアル」や「医療機関における治

療と仕事の両立支援導入ガイド」を

作成し 48-50）、毎年関連シンポジウム

が開催され、労働者県境安全機構等

の努力もあり、両立支援体制を改善

した企業も増えつつある。各病院で

図２．経済毒性の軽減方法の統合図 
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も、がん相談支援センターで就労支

援がなされ、療養・就労両立支援指

導は保険収載され、その適応基準は 2

年毎に緩和され、使いやすくなって

いる。しかし、がん治療医の間での

その認知度や活用頻度は低い。我々

が行った我が国のがん放射線治療医

152名を対象とした最近の調査では、

治療と仕事の両立を意識した診療を

していると答えたのは 93%(142名)だ

が、がん相談支援センター等での就

労相談を利用しているのは 37%(56

名)、企業から提供された勤務情報を

記載した文書を利用しているのは

5%(8名)であった 51）。 

 

２．両立支援外来・両立支援グルー

プ 

産業医科大学病院では、2018年 1

月に、「両立支援科」を新設し、「両

立支援外来」にて幅広い両立支援を

行っている 52）。北海道大学病院腫瘍

センターでは、2019 年 11月に産業医

大病院を医師と医療ソーシャルワー

カーが見学し、同大学の支援を受け

つつ、2020年 4月から、腫瘍センタ

ー内に「両立支援グループ」を立ち

上げ、従来からのがん相談支援セン

ターでのハローワークによる復職支

援相談に加え、新たに医師・看護

師・医療ソーシャルワーカーによる

「両立支援外来」を立ち上げた 53)。

コロナ禍で、対面指導の機会は極め

て制限されてしまったが、専門家に

よる特別講演や北大病院腫瘍センタ

ーでの実際の研修を通して、各診療

科長や有意の若手医師が両立支援の

重要性を理解し、自らもそれに対応

できるようになりつつある。これら

は、大学病院等にて、中小企業に対

する両立支援を始める際の参考にな

ると思われる。 

 

３．療養・就労両立医学の重要性 

現実には、働き改革が叫ばれる医

療現場で、がん治療医らのインセン

ティブを維持することは簡単なこと

ではなく、今後は卒然教育・卒後教

育・専門医制度・がん診療拠点病院

の指定要件などに、療養・就労両立

支援を積極的に加えるべき時期に来

ている。 

がん治療医の立場での FTに関する

科学的研究は、欧米で急激に増えつ

つあるだけではなく、地球全体レベ

ルで国際問題化している。WHOでは、

2年毎に、各国が最低限、保険適応を

するべきがん治療薬のリストを HP上

で公表しているが、近年の報告で

は、多くの国において、経済的な負

担が問題となることから、有用性が

認められていても、保健でカバーす

べき抗がん剤としてリストアップす

ることを断念する薬剤が増えつつあ

る 54)。また、仮にリストアップして

も、多くの国でその薬剤を利用でき

ないという報告もある 55)。我が国で

も、「効果が同等であれば、より経済

的な医薬品を優先する」という考え

方に基づいて、薬物治療を標準化す

るためのツールとしてフォームラリ

システムが注目されている 56,57)。 
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本邦でのがん治療医からの FT に関

する科学的研究やその報告は、極めて

数少ない。これは、本邦の皆保険制度

や高額療養費制度に目隠しされ、同分

野での科学的研究が、遅れつつあるこ

とを示唆していると捉えるべきであ

る。北海道道大学医学研究院は、時限

付きのプロジェクトではあるが、連携

研究センターに療養・就労両立医学分

野を立ち上げ、療養・就労両立医学教

室に教授 1名を起き、関係する臨床系・

基礎系・社会医学系教室と連携し、FT

の根本的な解決に向けた研究を行っ

てきた。現在までに、アンケートによ

る患者意識調査 51）、「がん治療患者を

対 象 と し た 経 済 毒 性 (Financial 

Toxicity)に関する調査研究（プロト

コールひな型）」、「大学病院・がん診療

連携拠点病院等における療養と就学・

就労・介護支援に関するマニュアル

（第一版） Version 2. 2021.2.1.」

等を作成し、現在その有用性の検証を

行っている 58,59）。 

超高額薬剤の出現で、「全薬剤が保

険でカバーされる」制度を聖域化する

議論から、財政状況その他を考慮して

最適な医療システムを維持しつつ、

個々の患者には優れた医療を継続し

ていく方法を考える方向へ、医療系の

報道内容は転換している。医療経済

学・薬剤経済学、費用対効果の議論は

FＴ軽減にも重要である 60)、単に費用

と質調整生存年の比較ではなく、さま

ざまな価値（バリュー）をどのように

定量化するか、に議論が深化している
61)。たとえば、就労できないことによ

る損失、いわば生産性損失としての FT、

それを通してさらに健康への影響が

出てしまうという 2 段階目の FT をそ

れぞれ数値化することで、両立させる

ことがなぜ大事なのか、が明確にする

ような研究が示唆されている 61)。我が

国では、療養・就労両立支援指導が保

険収載され、両立支援による FT 軽減

の臨床研究を行う環境が整っている

わけで、国際的に期待される部分も大

きい。 

 

E．結論 

・中小企業のがん患者の FTを軽減す

るために、医療現場の第一線で活躍

しているがん治療医が、FTに関して

知っておくべき知識と、基本的な対

策方法を記載した。 

・医療現場では、医師・医療従事者

の働き方改革を遵守し他のタスクシ

フトを進めつつ、患者が治療に伴う

経済的負担が原因で生命予後・生活

の質に支障を来すリスクを評価し、

その解決のために、（１）収入と資産

の減少を防ぐ努力、（２）支出を減ら

す努力、（３）精神的なサポート、

（４）総合的な支援を行うこと、が

重要である。 

・大学病院・がんセンターや医学系

研究機関では、「がん治療の FT研

究」や「治療と仕事の両立支援」

が、患者側に立った最先端がん治療

であること、我が国はその科学的研

究で遅れつつある可能性を理解し、

本質的な課題解決を目指した、療

養・就労両立医学研究を行うべきで
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ある。 

・がんの治癒率を上げる努力をしつ

つがん患者の FTを根本的に減らすた

めには、医療経済学者・政策立案

者・業界・患者団体・他のステーク

ホルダーの長期的視野に立った議論

が必須であるが、医療現場では、FT

の知識を持ち、治療と仕事の両立支

援指導等で FTの軽減措置ができるが

ん治療医とそのグループの育成が、

大変重要である。 

・若年がん患者などに関して、FT軽

減がなされるための研究開発と施策

と医療が、喫緊の課題として、求め

られている。 

現時点では、患者団体、がん治療

経験者のほうが、医師側よりも、FT

を軽減するための方策を良く理解し

ている。これは、FTの責任の一端が

医師にあることが教育されていない

ことの他に、各種の経済的な救済策

が「申請主義」に基づいていること

も原因と考えられる。医師・医療者

の FTリテラシーを高め、「申請制

度」を是正し、若年がん患者などに

関する FT軽減を図ることは、喫緊の

課題として求められている。 

 

Ｆ. 学術大会等の開催 

１．第 16 回北海道大学医学研究院連

携研究センター研究成果発表会.特

別講演会「がん医療の経済毒性と療

養・就労両立支援」（演者：本多和

典）.2021.11.14. 札幌(web開催) 
 

Ｇ.学会等発表 
１． 西岡健太郎、立石清一郎、浅川

勇雄、内海暢子、青山英史、高

橋健夫、茂松直之、白土博樹．

がん放射線治療における療養・

就労両立支援に関するアンケー

ト調査. 日本放射線腫瘍学会第3

4回学術大会. 2021.11.12-14.山

形(web開催) 

 
H. 論文等業績 
１． 本多和典，五十嵐 中, 榎本

祐介,白土博樹: 札幌がんセミナ

ー 座談会：がん医療の経済毒性

と両立支援について. THE WAY 

FORWARD 20: 11- 18, 2021. 

 

Ｉ．研究に関連した実務活動 

１． 北海道大学病院腫瘍センター

での両立支援外来の実施． 

 
H. 知的所有権の取得状況 
なし 
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分担研究報告書 

 
医療機関モデルの構築（労災病院モデル） 

 
研究代表者 立石 清一郎 （産業医科大学 産業生態科学研究所 教授） 

研究分担者 宮内 文久  （独立行政法人労働者健康安全機構 愛媛労災病院） 

研究要旨 

愛媛労災病院の両立支援の現状について過去の事例をもとに分析を行った。 
愛媛労災病院ではこれまで整形外科 570 名、糖尿病 159 名、不妊症 63 名、癌

23 名の両立支援を実践してきている。月に 1 回の定例カンファレンスとともに

事例ごとの退院前のカンファレンスで多職種（医師、ソーシャルワーカー看護

師、理学療法士など）で検討を行っている。 
これまでの検討から以下の問題点が浮上してきている。 

⚫ 産業医の不在。 
⚫ 患者が企業に依頼しがたい 
⚫ 両立支援と個人情報保護との関係が微妙な状態が存在 
⚫ 整形外科の患者の中には労災の可能性もあり介入しがたい 
⚫ 治療を受けているのを知られたくないと思っている患者の存在 
上記のことから、労災病院の取り組みとして以下の観点を重視することの必

要性が示唆された。 
⚫ 医療従事者は「治療と就労の両立支援」マインドが必要 
⚫ 働く人々にとって、どのような疾患であれ治療には「治療と就労の両立支援」

が常に必要 
⚫ 働く人々には社会人としての健康教育が必要、事業所にも疾患教育が必要 
⚫ 就労支援も、子育て支援も根本的には全く同じ 
治療と仕事の両立支援について、労災病院モデルの在り方について検討を行

った。愛媛労災病院という地域での活動が必ずしも一般化されるわけではない

がほかの労災病院や医療機関でも参考になるものと考えられる。また、「両立支

援 10 の質問」を導入し、患者の困りごとを解決する視点での対応をスタートし

た。現在プレテストを開始しているが 10 の質問は患者の困りごとを言語化する

ために役に立つ可能性が示唆されている。 
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Ａ.目的 
愛媛労災病院では事業場における治

療と仕事の両立支援のためのガイドライ

ンが発出される前から両立支援マインド

が存在し、特に整形外科領域において

は職場復帰に際して就業継続のための

配慮が必要なことがあり医療職による両

立支援を実践してきた。両立支援コーデ

ィネーターの研修事業が始まった当初か

ら職員が自己研鑽の位置づけで自ら費

用を出し研修を受けに行くことが日常の

職場風土があった。このような、両立支

援マインドが根幹として存在する労災病

院ならではの両立支援の実践について

報告するとともに今後の在り方について

検討を実施する。 
 
B.方法 

愛媛労災病院での実践例を参考に

問題点の定期とこれからの取り組み

の在り方について提案を行う。 
 
Ｃ.結果 
 愛媛労災病院ではこれまで整形外科

570 名、糖尿病 159 名、不妊症 63 名、

癌 23 名の両立支援を実践してきてい

る。月に 1 回の定例カンファレンスと

ともに事例ごとの退院前のカンファ

レンスで多職種（医師、ソーシャルワ

ーカー看護師、理学療法士など）で検

討を行っている（図１）。特徴的な事例

を 2 例提示する。 
【事例１】 

診断：右小指屈筋腱断裂（労災） 

仕事中に鉄材が右手掌に裂創を負っ

た。直ちに近医を受診し、創縫合を受

けた。しかし、小指の屈曲が不能とな

り、A 病院に転院紹介された。当院を

紹介受診され、上記と診断し、手術を

行うこととなった。そこで、翌月から

忙しくなるので、早く直して早く職場

復帰をしたい。」と、患者が希望してい

た。退院前カンファレンス（本人、母、

MSW、理学療法士、病棟看護師、外来補

佐）にて、「リハビリをしっかりして、

退院を考えたい。軽作業から始める方

が良いと解っているが、職場で理解し

てくれるか。社長に術後の状態や職場

復帰について説明して欲しい。」との

議論がまとまり母親に説明。母親 は

「本人が社長にキチンと説明できる

か不安」とのこと。社長から「はしご

を登れるか？」の問い合わせに対し、 

登る際には体重がかかるため再度腱

が切れる可能性があり、無理と説明。

看護師が追加面談し、社長「病状はよ

く解りました。働けるのは 3か月後以

降と考えた方が良いですね。軽作業と

いっても判断が難しいので、しっかり

治して復帰して欲しい。仕事を休むこ

の機会を利用して、土木建築 2級の資

格をとるための勉強期間と考えて欲

しい。」との回答があり対応を実践し

た。 

【事例２】 

診断：糖尿病 

以下の意見書を発行した。 

現在の病状等について：血糖の状態を

示す HbA1c が 9.9%(基準値は 6.2%未

満)と悪い状態です。血糖値が高い状

態が続くと合併症が発症する危険性

があります。なお、狭心症もあり、循

－164－



 

環器内科も受診中です。 

業務に影響を及ぼす可能性のある症

状・薬の副作用など：糖を尿へ排出す

る作用を有する薬が原因で、トイレが

近くなることがあります。食事と食事

との間が長くなると、低血糖を起こす

可能性が稀にあります。 

今後の治療方針・見通しなど：血糖値

をコントロールする目的で、内服薬で

の治療を行っていますが、コントロー

ルが上手くいかなかったり合併症が

出現した場合には、インスリンの自己

注射に治療を変更する可能性があり

ます。 

就労に際して配慮していただきたい

こと：血糖のコントロールのため、規

則正しい食事摂取や内服薬の継続が

必要なことを、ご自身で良く理解され

ていらっしゃいます。また、現在の就

労状況でいかに改善を図るかについ

ても努力していらっしゃいます。ただ、

低血糖の症状が出現した場合、あるい

はご本人が不調を訴えられた場合に

は、直ちにご本人への声掛けや医療機

関への連絡など、ご協力をお願いいた

します。なお、職場の環境から脱水状

態に陥りやすいと推測しますので、合

わせてご配慮下さい。 

これらの注意事項を発行したが産業

医がどのような対応をしたか返答が

なく本人経由でしか情報収集ができ

なかった。 

 
D.考察 
これらの活動から浮かび上がった問

題点は以下のとおりである。 

⚫ 両立支援を実施しようとして産業

医に連絡しても、産業医からの返

事がない。 

⚫ 患者が企業に働き掛けるのはどう

も難しいようだ（敷居が高いよう

だ）。 

⚫ 両立支援と個人情報保護との関係

が微妙な状態が存在している。糖

尿病の患者さんが両立支援を受け

ている場合、手帳を持っているの

で明らかに解る。しかし、整形外

科の患者さんの場合には患者さん

と企業側の方との 3 者面談がしか

有効な方法がないのでは？ 

⚫ 整形外科の患者の中には労災かど

うか微妙な状態の患者が存在して

いる。 

⚫ 糖尿病患者の中には糖尿病で治療

を受けているのを知られたくない

と思っている患者が存在している。 

問題点を受けて、今後の愛媛労災病院

では以下の取り組みを進めていくこ

とが労災病院として両立支援モデル

を構築することに資すると考えられ

た。 

⚫ 医療従事者は「治療と就労の両立

支援」マインドが必要 

⚫ 働く人々にとって、どのような疾

患であれ治療には「治療と就労の

両立支援」が常に必要 

⚫ 働く人々には社会人としての健康

教育が必要、事業所にも疾患教育

が必要 

⚫ 就労支援も、子育て支援も根本的

には全く同じ 

⚫ 両立支援を実践するスタッフ間の
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共通認識を行う。 

 両立支援実践スタッフについては

両立支援のイメージがそれぞれであ

り、介入ポイントが必ずしも一定でな

い状況があった。そのため、これらの

課題を解決するため、産業医科大学で

患者支援に利用している、復職に際す

る患者の困りごとを分析的にコンパ

クトな質問で把握するためのツール

「両立支援 10の質問」（労災疾病研究、

森班、H26-H28）を労災病院でも導入し、

患者の困りごとを解決する視点での

対応をスタートした。現在プレテスト

を開始しているが 10 の質問は患者の

困りごとを言語化するために役に立

つ可能性が示唆されている。 

 
E.結論 

治療と仕事の両立支援について、労

災病院モデルの在り方について検討

を行った。愛媛労災病院という地域で

の活動が必ずしも一般化されるわけ

ではないがほかの労災病院や医療機

関でも参考になるものと考えられる。

また、「両立支援 10の質問」を導入し、

患者の困りごとを解決する視点での

対応をスタートした。現在プレテスト

を開始しているが 10 の質問は患者の

困りごとを言語化するために役に立

つ可能性が示唆されている。 
 

Ｆ.引用・参考文献 

 なし 
 
Ｇ.学会発表 
なし 

 
H. 論文業績 
○宮内文久：産業保健からみた女性

特有の疾患、愛媛県産婦人医会報 55

号 9 ｰ 16、2019 年 8 月 

○宮内文久、神野結花、大山淳子、

渡部夏子、大沢由香、三浦彩、横井

由実、近藤大輔、堀内桂、中井一

彰、今田御洋子、伊藤千鶴：愛媛労

災病院での治療と就労の両立支援に

対するこれまでの取り組み、日本職

業・災害医学会会誌 66 巻 6 号、

547 ｰ 550、2019 年 11 月 
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図１ 愛媛労災病院での治療と就労の両立支援に対するこれまでの取り組み 
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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

中小企業等における治療と仕事の両立支援の取り組み促進のための研究 

分担研究報告書 

治療と就労の両立支援に対する「10 の質問」の有用性 

 研究分担者 宮内 文久 （愛媛労災病院） 

研究要旨 

目的：これからの治療と就労の両立支援を推進するために、患者さんが治療を受けな

がら働き続けるには何が問題なのかを明らかにする必要があると考え、「10 の質問」２）

を用いて検討する。 
方法：愛媛労災病院に入院し治療を受け、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31
日までの 1年間に退院した患者さん 3263人のうち、入院時に働いていて退院後も働
き続けたいと希望している 524人（16.1％）に退院が決定した時期に「10の質問」を配
布し、386 人（73.7％）から回答を得た。「10 の質問」の構成は質問 1 から質問 10 ま
での大項目と、それぞれの大項目の中には複数の下位項目が設定されている。大項

目でも下位項目でも質問全てにそれぞれ「はい」か「いいえ」で答えることとなっている

ことから、陽性率は 386人に対する比率で算出した。 
結果：「10 の質問」に対する回答で「はい」と回答を得た質問で最も多かったのは、質
問 1「病気による症状や後遺症、治療などにより、業務を行う能力に影響があることで、
仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか？」で、17.4％であった。次に、質問2「病
気によって、不安などの心理的な変化が起こったことで、仕事の継続や職場復帰に困

難を感じますか？ 」で、14.8％であった。その次が質問 4「自主的な取り組み（意欲、
職場への働きかけ、自主トレーニングなど）の不足が理由で、仕事の継続や職場復帰

に困難を感じますか？」で、6.7％であった。一方、最も「はい」の回答が少なかったの
が質問 8「家族や地域に関する問題が理由で、仕事の継続や職場復帰に困難を感じ
ますか？」で、1.0％であった 
考察：今回の検討で「治療と就労の両立」支援を進めていく過程で障害となっているの

は、質問 1「病気による症状や後遺症、治療などにより、業務を行う能力に影響がある
ことで、仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか？」、質問 2「病気によって、不安
などの心理的な変化が起こったことで、仕事の継続や職場復帰に困難を感じます

か？」、質問４「自主的な取り組み（意欲、職場への働きかけ、自主トレーニングなど）

の不足が理由で、仕事の継続や職場復帰に困難を感じますか？」で「はい」と答えた

のが上位を占めていた。これらの質問に関する回答結果は、病気になったことである

いは治療に伴う変化で肉体的にも精神的にも低下した能力を就労に結びつく段階ま

でに回復するには、入院している期間だけでは十分ではない可能性を示している。 
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Ａ.はじめに 

患者が治療と職業生活の両立を図る

目的で、医療と職場との連携が推進され

てきた。そこで、労働者健康安全機構は

癌、糖尿病、脳卒中、メンタルヘルスの 4
分野をモデル分野と定め、両立支援を

展開してきた１）。ただ、愛媛労災病院は

これらの 4分野に限定することなく、全て
の患者さんを治療と就労の両立支援の

対象と定め、これまで取り組んできた。そ

の成績を振り返り、これからの治療と就

労の両立支援を推進するために、患者さ

んが治療を受けながら働き続けるには何

が問題なのかを明らかにする必要がある

と考え、「10 の質問」２）を用いて検討する
こととした。 
 
Ｂ.対象と方法 

愛媛労災病院に入院し治療を受け、

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月

31 日までの 1 年間に退院した患者さ

ん 3263 人のうち、入院時に働いてい

て退院後も働き続けたいと希望して

いる 524 人（16.1％）に退院が決定し

た時期に「10 の質問」を配布し、386
人（73.7％）から回答を得た。「10 の

質問」の構成は質問 1 から質問 10 ま

での大項目と、それぞれの大項目の中

には複数の下位項目が設定されてい

る。大項目でも下位項目でも質問全て

にそれぞれ「はい」か「いいえ」で答

えることとなっていることから、陽性

率は 386 人に対する比率で算出した。

なお、回答用紙は無記名で病棟の回収

箱に投函することで回収し、回答によ

って治療や退院後の対応に影響を受

けないことを口頭で説明した。これら

の過程は愛媛労災病院倫理審査委員

会の審査を受け、基準に従って実施し

た（第 94 号）。 
 386 人の性別、年代別、診療科別の

構成を図 1 に示す。また、診療科別に

検討可能であった症例 336 人の詳細

を表 1 に示す。検討対象の多くは消化

器内科、整形外科、歯科・口腔外科、

婦人科であった。なお、今回の検討対

象からは産科で入院治療を受けた患

者を除外した。 
 
Ｃ.結果 

「10 の質問」に対する回答で「はい」

と回答を得た質問で最も多かったの

は、質問 1「病気による症状や後遺症、

治療などにより、業務を行う能力に影

響があることで、仕事の継続や職場復

帰に困難を感じますか？」で、17.4％

（67/386人）であった。次に、質問 2

「病気によって、不安などの心理的な

変化が起こったことで、仕事の継続や

職場復帰に困難を感じますか？ 」で、

14.8％（57/386人）であった。その次

が質問 4「自主的な取り組み（意欲、

職場への働きかけ、自主トレーニング

など）の不足が理由で、仕事の継続や

職場復帰に困難を感じますか？」で、

6.7％（27/386 人）であった。一方、

最も「はい」の回答が少なかったのが

質問 8「家族や地域に関する問題が理

由で、仕事の継続や職場復帰に困難を

感じますか？」で、1.0％（4/386 人）

であった（表２、図 2）。 

 「10 の質問」には質問項目ごとに、
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さらに 5〜8 項目の下位項目が設定さ

れていることから、下位項目で「はい」

と数多く回答された質問を拾い上げ

てみると､最も多い回答が大項目質問

2 の下位項目「症状の再発や治療に対

して不安・心配がある」で、9.1％であ

った。次いで、大項目質問 1の 

下位項目「疲労・体力低下がある」で、

8.8％であった。その次が大項目質問 1

の下位項目「身体の機能の低下がある

（運動麻痺、心機能低下など）」で

5.7％、大項目質問 2 の下位項目「業

務に復帰することに自信が持てない」

で 5.2％、であった。これらの回答は

治療に伴う変化であり、上位を占めた。

一方、回答率第 5位「自分から職場に、

配慮を申し出ることが十分に出来な

い」、第 6 位「職を失うかもしれない

という恐れがある」、第 8 位「上司か

らの共感が不十分である」などの回答

は、事業所への対応を求めるものであ

り、事業所と患者・事業所と医療スタ

ッフとの緊密な連携を必要とする課

題と考えられる（表 3）。 

 「10の質問」の回答率が男女によっ

て異なるかを検討した。女性は男性に

比較して，質問 1「病気による症状や

後遺症、治療などにより、業務を行う

能力に影響があることで、仕事の継続

や職場復帰に困難を感じますか？」、

質問 2「病気によって、不安などの心

理的な変化が起こったことで、仕事の

継続や職場復帰に困難を感じます

か？」、質問 4「自主的な取り組み（意

欲、職場への働きかけ、自主トレーニ

ングなど）の不足が理由で、仕事の継

続や職場復帰に困難を感じますか？」

との上位 3質問に対して全て女性の回

答率が男性を上回ったが、有意の差で

はなかった（図 3）。 

 「10の質問」に対する回答を 20歳・

30歳代、40歳・50歳代，60歳・70歳

代と 3群に分けて検討したが、年代別

による回答率に有意の差を認めなか

った（図 4）。 

 「10の質問」に対する回答を診療科

別に検討すると、循環器内科と婦人科

の患者は質問 1「病気による症状や後

遺症、治療などにより、業務を行う能

力に影響があることで、仕事の継続や

職場復帰に困難を感じますか？」、質

問 2「病気によって、不安などの心理

的な変化が起こったことで、仕事の継

続や職場復帰に困難を感じますか？」

の回答が高率であった。次いで、整形

外科は循環器内科と婦人科につぐ回

答率であった。一方、外科は回答が最

も低率であり、消化器内科がやや低率

であった（図５）。 

 
D.考察 

今回の検討で「治療と就労の両立」

支援を進めていく過程で障害となっ

ているのは、質問 1「病気による症状

や後遺症、治療などにより、業務を行

う能力に影響があることで、仕事の継

続や職場復帰に困難を感じますか？」、

質問 2「病気によって、不安などの心

理的な変化が起こったことで、仕事の

継続や職場復帰に困難を感じます

か？」、質問４「自主的な取り組み（意

欲、職場への働きかけ、自主トレーニ
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ングなど）の不足が理由で、仕事の継

続や職場復帰に困難を感じますか？」

で「はい」と答えたのが上位を占めて

いた。これらの質問に関する回答結果

は、病気になったことであるいは治療

に伴う変化で肉体的にも精神的にも

低下した能力を就労に結びつく段階

までに回復するには、入院している期

間だけでは十分ではない可能性を示

していると考えた。下位項目の回答の

中には第 1位「症状の再発や治療に対

して不安・心配がある」（質問 2）、第

2 位 「疲労・体力低下がある」（質問

1）、第 3位「身体の機能の低下がある

（運動麻痺、心機能低下など）」（質問

1）、第 7位「病気・治療による運動の

制限がある」（質問 1）など治療に関す

る内容が上位を示していたことが、そ

の証左と考える。両立支援には医療の

確実な展開が必要であるものの、近年

の急性期病院では在院日数が短縮し

ていることから、入院中からきめ細や

かな対応が必要と考える。 

 今回の検討結果から、両立支援に際

して男女の差や年代の差は認められ

なかった（図 3、図 4）。しかし、診療

科によって対応が異なり、高回答群が

循環器内科と婦人科で、中回答群が整

形外科、低回答群が消化器内科と外科

であった。高年齢群は循環器内科、消

化器内科、外科であることから、高齢

者が必ずしも両立支援が困難である

可能性は低いと推測している。この診

療科による変化の原因は不明であり、

診療科の特性に由来するのかもしれ

ないが、詳細は今後の検討に待ちたい

と考えている。 

 ところで、「10 の質問」に対する回

答で、質問６「職場の理解や配慮、気

遣いといった受け入れの姿勢が理由

で、仕事の継続や職場復帰に困難を感

じますか？」に対する回答も多く､下

位項目での回答を見ても第 5位「自分

から職場に、配慮を申し出ることが十

分に出来ない」（質問 4）、第 8 位「上

司からの共感が不十分である」（質問

6）、第 12 位「職場から復職の期待を

感じない」（質問 3）、「自分から職場に

自分の状況を十分にアピールが出来

ない 」（質問 4）など、患者と職場と

の連携に関する内容が上位を占めて

いた。就労者は入院前から家庭に対す

るよりもむしろ職場に配慮すること

が多く３）４）、職場から多くの影響を

受けやすい立場にあると考えている。

愛媛労災病院では両立支援に際して

は、患者・家族に医療スタッフと事業

所スタッフを交えた 3者面談を進めて

きたが５）、今回の検討結果から職場

の理解を得て両立支援を推進するた

めにも 3者面談は必要不可欠と考えた。

また、愛媛労災病院では治療就労立支

援委員会を毎月開催し、情報共有の場

として活用している。なお、職場の上

司や同僚は医学的知識に乏しく、患者

の病像を正しく理解できていない可

能性や患者の訴えを正しく理解する

ことの困難さがあると考えられる。そ

こで、両立支援には職場の産業医や保

健師の活用して、治療と就労の両立を

目指している就労者を支え、上司や同

僚には疾病の知識を増やすことが重
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要と考える。 

 愛媛労災病院では小規模事業所の

健康診断後の事後措置に取り組んで

おり、令和 2 年度は 66 事業所 516 人

のうち 181人に対して受診勧奨を行っ

た。このような取り組みも病院と事業

所を繋ぐ一手段となり、両立支援に対

する補助機能として機能すれば有用

だと考えている。 
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表 1 対象者の内訳 

 
 
 
 

図 1 対象 
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表 2 「10 の質問」に対する回答 
 

図 2 「10 の質問」に対する回答 
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表 3 「10 の質問」下位項目に対する回答 
 

図 3 「10 の質問」に対する男女の差 
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図 4 「10 の質問」に対する年代の差 
 

図 5 「10 の質問」に対する診療科の差 
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愛媛労災病院における両立支援時の流れ図 
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　　　　　　治療と就労の両立支援に対する「10の質問」の有用性

愛媛労災病院
宮内文久

　愛媛労災病院に入院し治療を受け、令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日
までの 1年間に退院した患者 3263 人のうち、入院時に働いていて退院後も働き
続けたいと希望していた 524 人（16.1％）に退院が決定した時期に「10の質問」
を配布し、386 人（73.7％）から回答を得た。この「10の質問」はもともと医療
スタッフ用に開発されたものであるが、今回は患者への質問用として流用し、治
療と就労の両立支援を客観的に評価することとした。
　「はい」との答えを得た質問は、質問 1「病気による症状や後遺症、治療などに
より、業務を行う能力に影響があることで、仕事の継続や職場復帰に困難を感じ
ますか？」で、17.4％（67 人）であった。次に、質問 2「病気によって、不安な
どの心理的な変化が起こったことで、仕事の継続や職場復帰に困難を感じます
か？ 」では、14.8％（57 人）であった。その次が質問 4「自主的な取り組み（意
欲、職場への働きかけ、自主トレーニングなど）の不足が理由で、仕事の継続や
職場復帰に困難を感じますか？」で、6.7％（27 人）、質問６「職場の理解や配
慮、気遣いといった受け入れの姿勢が理由で、仕事の継続や職場復帰に困難を感
じますか？」で 5.7％（22 人）であった。
　回答の傾向に男女や年代別に差を認めなかったが、診療科別では循環器内科や
婦人科の患者に高い結果を得た。
今回の検討結果から、治療の確実な実践が必要であるものの、入院に限定するの
でなく入院から退院後の外来通院期間も含めて対応すべきであり、職場の理解を
得て両立支援を推進するためにも患者・家族と医療スタッフ、事業所スタッフの
3者面談は必要不可欠かつ重要な設定と考えた。また、両立支援には職場の産業
医や保健師を活用して、治療と就労の両立を目指している就労者を支え、上司や
同僚には疾病の知識を増やすことが重要と考えた。

はじめに　
　患者が治療と職業生活の両立を図る
目的で、医療と職場との連携が推進さ
れてきた。そこで、労働者健康安全機

構は癌、糖尿病、脳卒中、メンタルヘ
ルスの 4分野をモデル分野と定め、両
立支援を展開してきた１）。ただ、愛媛労
災病院はこれらの 4分野に限定するこ
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となく、全ての患者を治療と就労の両
立支援の対象と定め、今日まで取り組
んできた。その成績を振り返り、これ
からの治療と就労の両立支援を推進す
るために、患者が治療を受けながら働
き続けるには何が問題なのかを明らか
にする必要があると考え、「10の質
問」２）を用いて検討することとした。

対象と方法
　愛媛労災病院に入院し治療を受け、
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31
日までの 1年間に退院した患者 3263 人
のうち、入院時に働いていて退院後も
働き続けたいと希望している 524 人
（16.1％）に退院が決定した時期に「10
の質問」を配布し、386 人（73.7％）
から回答を得た。「10の質問」の構成は

質問 1から質問 10までの大項目と、そ
れぞれの大項目の中には設定された複
数の下位項目からなる。大項目でも下
位項目でも質問全てにおいてそれぞれ
「はい」か「いいえ」で答えることと
なっていることから、回答率は 386 人
に対する比率で算出した。なお、回答
用紙は無記名で病棟の回収箱に投函す
ることとし、回答によって治療や退院
後の対応に影響を受けないことを口頭
で配布時に説明した。これらの過程は
愛媛労災病院倫理審査委員会の承認を
受け、審査基準に従って実施した（第
94号）。
　386 人の性別、年代別、診療科別の
構成を図 1に示す。また、診療科別に
検討可能であった症例 336 人の詳細を
表 1に示す。検討対象の多くは消化器
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内科、整形外科、歯科・口腔外科、婦
人科であった。なお、今回の検討対象
からは産科で入院治療を受けた患者を
除外した。

結果
　「10の質問」に対する回答で「はい」
と回答を得た質問で最も多かったのは、
質問 1「病気による症状や後遺症、治療
などにより、業務を行う能力に影響が
あることで、仕事の継続や職場復帰に
困難を感じますか？」で、17.4％
（67/386 人）であった。次に、質問 2

「病気によって、不安などの心理的な変
化が起こったことで、仕事の継続や職
場復帰に困難を感じますか？ 」で、
14.8％（57/386 人）であった。その次
が質問 4「自主的な取り組み（意欲、職
場への働きかけ、自主トレーニングな
ど）の不足が理由で、仕事の継続や職
場復帰に困難を感じますか？」で、
6.7％（27/386 人）であった。一方、
最も「はい」の回答が少なかったのが
質問 8「家族や地域に関する問題が理由
で、仕事の継続や職場復帰に困難を感
じますか？」で、1.0％（4/386 人）で
あった（表２、図 2）。
　「10の質問」には質問項目ごとに、さ
らに 5～8項目の下位項目が設定されて
いることから、下位項目で「はい」と
数多く回答された質問を拾い上げてみ
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ると､最も多い回答が大項目質問 2の下
位項目「症状の再発や治療に対して不
安・心配がある」で、9.1％（35 人）で
あった。次いで、大項目質問 1の下位
項目「疲労・体力低下がある」で、
8.8％（34 人）であった。その次が大項
目質問 1の下位項目「身体の機能の低
下がある（運動麻痺、心機能低下な
ど）」で 5.7％（22 人）、大項目質問 2
の下位項目「業務に復帰することに自
信が持てない」で 5.2％（20 人）、で
あった。これらの回答は治療に伴う変

化であり、上位を占めた。一方、回答
率第 5位「自分から職場に、配慮を申
し出ることが十分に出来ない」3.6％
（14 人）、第 6位「職を失うかもしれな
いという恐れがある」3.1％（12 人）、
第 8位「上司からの共感が不十分であ
る」2.8％（11 人）などの回答は、事業
所への対応を求めるものであり、事業
所と患者や事業所と医療スタッフとの
間の緊密な連携が必要される課題と考
えられる（表 3）。
　「10の質問」の回答率が男女によって
異なるかを検討した。女性は男性に比
較して，質問 1「病気による症状や後遺
症、治療などにより、業務を行う能力
に影響があることで、仕事の継続や職
場復帰に困難を感じますか？」、質問 2
「病気によって、不安などの心理的な変
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化が起こったことで、仕事の継続や職
場復帰に困難を感じますか？」、質問 4
「自主的な取り組み（意欲、職場への働
きかけ、自主トレーニングなど）の不
足が理由で、仕事の継続や職場復帰に
困難を感じますか？」との質問に対し
て男性を上回ったが、有意の差ではな
かった（図 3）。

「10の質問」に対する回答を 20歳・
30歳代、40歳・50歳代，60歳・70
歳代と 3群に分けて検討したが、年代
別による回答率に有意の差を認めな
かった（図 4）。

　「10の質問」に対する回答を診療科別
に検討すると、循環器内科と婦人科の
患者は質問 1「病気による症状や後遺
症、治療などにより、業務を行う能力
に影響があることで、仕事の継続や職
場復帰に困難を感じますか？」、質問 2

「病気によって、不安などの心理的な変
化が起こったことで、仕事の継続や職
場復帰に困難を感じますか？」の回答
が高率であった。次いで、整形外科が
循環器内科と婦人科につぐ回答率で
あった。一方、外科は回答が最も低率
であり、消化器内科がやや低率であっ
た（図５）。

考察
　わが国では少子化や高齢化の影響を
受け、今後長期にわたって生産年齢人
口が減少し、人手不足が経済成長の制
約になることが懸念されている３）。その
ために、労働参加機会の拡大や労働生
産性の向上を実現していく必要があり、
働く意欲と能力のあるものが働き、そ
の能力を発揮できるような雇用環境の
整備を図ることが重要であると考えら
れている。そこで、治療と就労の両立
支援は必要かつ重要な方策であり、
コーディネーターの養成も進んでいる。
しかし、実際に両立支援を進めて行く
過程では症例ごとの個別性が大きく影
響し、両立支援を客観的に評価する指
標に欠けていた。そこで、産業医科大
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学森教授が開発した「10の質問」を活
用して、両立支援を量的に評価しよう
と試みた。なお、この「10の質問」は、
本来は医療スタッフが患者を面接しな
がら問題点を探索する目的で開発され
たものであり、患者の質問調査用では
ないことを理解して流用することとし
た。
今回の検討で「治療と就労の両立」

支援を進めていく過程で障害となって
いると明らかになったのは、質問 1「病
気による症状や後遺症、治療などによ
り、業務を行う能力に影響があること
で、仕事の継続や職場復帰に困難を感
じますか？」、質問 2「病気によって、
不安などの心理的な変化が起こったこ
とで、仕事の継続や職場復帰に困難を
感じますか？」、質問４「自主的な取り
組み（意欲、職場への働きかけ、自主
トレーニングなど）の不足が理由で、
仕事の継続や職場復帰に困難を感じま
すか？」で「はい」と答えた領域で
あった。これらの質問に関する回答結
果は、病気になったことであるいは治
療に伴う変化で肉体的にも精神的にも
低下した能力を就労に結びつく段階に
まで回復するには、入院している期間
だけの支援では不十分であるというこ
とを示していると考えた。下位項目の
回答の中には第 1位「症状の再発や治
療に対して不安・心配がある」（質問
2）、第 2位 「疲労・体力低下がある」
（質問 1）、第 3位「身体の機能の低下が

ある（運動麻痺、心機能低下など）」
（質問 1）、第 7位「病気・治療による運
動の制限がある」（質問 1）など治療に
関する内容が上位を示していたことが、
その証左と考える。両立支援には、医
療の確実な展開が最優先であるものの
近年の急性期病院では在院日数が短縮
していることから入院期間内に治療を
完了することは困難であり、退院後の
対応を見据えて入院中からきめ細やか
な対応が必要であると考える。
　今回の検討結果から、両立支援に際
して男女の差や年代の差は認められな
かった（図 3、図 4）。しかし、診療科
によって回答率が異なり、高回答群が
循環器内科と婦人科、中回答群が整形
外科、低回答群が消化器内科と外科で
あった。高年齢群は循環器内科、消化
器内科、外科であることから、高齢者
が必ずしも両立支援が困難であるとす
る可能性は低いと推測している。この
診療科による変化の原因は不明であり、
診療科の特性に由来するのかもしれな
いが、詳細は今後の検討に待ちたいと
考えている。
　ところで、「10の質問」に対する回答
で、質問６「職場の理解や配慮、気遣
いといった受け入れの姿勢が理由で、
仕事の継続や職場復帰に困難を感じま
すか？」に対する回答も多く､下位項目
での回答を見ても第 5位「自分から職
場に、配慮を申し出ることが十分に出
来ない」（質問 4）、第 8位「上司からの
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共感が不十分である」（質問 6）、第 12
位「職場から復職の期待を感じない」
（質問 3）、「自分から職場に自分の状況
を十分にアピールが出来ない 」（質問
4）など、患者と職場との連携に関する
内容が上位を占めていた。就労者は入
院前から家庭に対するよりもむしろ職
場に配慮することが多く4）５）、職場から
多くの影響を受けやすい立場にあると
考えられる。愛媛労災病院では両立支
援に際しては、患者・家族に医療ス
タッフと事業所スタッフを交えた 3者
面談を進めてきたが６）、今回の検討結果
から職場の理解を得て両立支援を推進
するためにも 3者面談は必要不可欠か
つ重要な設定と考えた。治療と就労の
両立支援には疾患による共通性（同一
の疾患では同一の経過を辿る）と患者
の個別性（患者ごとに異なる経過を辿
る）とが同時に存在することから、患
者に対する同一のアプローチがうまく
いく場合もあれば、うまくいかない可
能性も同時に存在している。そのため、
愛媛労災病院では治療就労立支援委員
会を毎月開催し、情報共有の場として
活用している。なお、職場の上司や同
僚は医学的知識に乏しく、患者となっ
た部下や同僚の病像を正しく理解でき
ていない可能性や訴えを正しく理解す
ることが困難であると考えられる。そ
こで、両立支援には職場の産業医や保
健師を活用して、治療と就労の両立を
目指している就労者を支え、上司や同

僚には疾病の知識を増やすことが重要
であると考える。
　愛媛労災病院では小規模事業所の健
康診断後の事後措置に取り組んでおり、
令和 2年度は 66事業所 516 人のうち
181 人に対して受診勧奨を行った。こ
のような取り組みも病院と事業所を繋
ぐ一手段となり、両立支援に対する補
助機能として機能すれば有用だと考え
ている。
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There were a total of 3263 patients at Ehime Rosai Hospital, who were 
hospitalized in the hospital, treated and discharged in a timespan of one year 
between April 1st, 2020 and March 31st, 2021. We asked 524 (16.1%) 
workers among them, who were employed at the time of their 
hospitalization, and who wished to keep their jobs after discharge from the 
hospital, a set of "ten questions" at the time of their discharge from the 
hospital, and received 386 (73.7%) answers. The set of "ten questions" was 
originally developed specifically for medical workers, but it was tuned for 
general patient usage for this study, in order to objectively evaluate the 
Promotion of Health and Employment Support.
Those who answered "yes" to the question No.1, "Are you feeling any 

difficulties on continuing or returning to work, as a result of an influence on 
your ability to work from your disease's symptoms, aftereffects, or treatments 
? " were 17.4% (67). Those who answered "yes" to question No.2, "Are you 
feeling any difficulties on continuing or returning to work, as a result of 
changes in psychological state, such as anxiety, caused by your disease? " 
followed with 14.8% (57). Question No.4, "Are you feeling any difficulties on 
continuing or returning to work, as a result of lack of voluntary efforts, such 
as motivation, appeal to workplace, or voluntary training? " followed with 
6.7% (27), followed by question No.6, "Are you feeling any difficulties on 
continuing or returning to work, as a result of lack of accepting attitude of 
the workplace, such as understanding or care? " with 5.6% (22).
There were no significant differences in response rates among sex or age 

groups, but there was a higher rate of affirmative answers among the patients 
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of the cardiovascular medicine　and the gynecology.
These results suggest that while reliable practice of treatment is required, it is 
essential to support patients not only during hospitalizations, but also during 
outpatient periods. Three party interview with patient and family, medical 
staff, and workplace staff is an essential and important setting to promote 
Health and Employment Support with the understanding of the workplace. It 
is also important for Health and Employment Support to utilize industrial 
physicians and public health nurses to support workers aiming to balance 
treatment and work, and to increase patients' superiors' and colleagues' 
knowledge of diseases.
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整形外科領域疾患で手術を受けた患者への「治療と就労の両立支援」に関するアン
ケート調査

愛媛労災病院
宮内文久

抄録
　愛媛労災病院における治療就労の両立支援の取り組みを評価するため、平成 28
年度と令和1年度に愛媛労災病院整形外科に1週間以上入院し、退院時に就労の意
志がった 309 人の回答を分析した。退院後に働き続けていたのは平成 28 年度
89.9％令和 1 年度 86.5％で、働き続けている患者が同じ事業所で働いていたのは
平成28年度82.3％令和1年度85.5％であった。平成28年度は勤務形態は常勤が
有意に減少し、非常勤やパートが有意に増加した。一方、令和 1年度は常勤はやや
減少示し、非常勤やパートはやや増加した。治療と就労の両立支援の説明を受けた
のは平成28年度の58.4％から令和1年度の69.0％へと有意に増加した。両立支援
の満足度は平成28年度74.9±4.5点から令和1年度の83.5±4.2へと有意に増加し
た。一方、入院治療の満足度は平成 28 年度 77.4±4.9 点から令和 1 年度の
86.7±3.9 点へと増加傾向を示した。
　愛媛労災病院での両立支援の取り組みが進展するにつれ、患者の両立支援の取り
組みに対する満足度が向上し、入院治療に対する満足度が向上する傾向を観察し、
チーム医療が進行する可能性を観察した.

はじめに
　これまでの「治療と就労の両立支
援」は労働者健康安全機構が定めた
モデル事業としてのがん、脳卒中、
糖尿病、メンタルヘルスの 4疾患で
あり、整形外科疾患領域での検討は
未だ行われていない。そこで、今回
は整形外科領域で手術を受けた患者
を対象に、両立支援の取り組みが復
職率の向上に繋がっているか？両立支
援の取り組みが患者の満足度の向上に
繋がっているか？を検討することとし
た。

対象と方法
　平成 28年度と令和 1年度に愛媛労

災病院整形外科に入院して手術を受け
た患者 1173 人（平成 28年度 625
人、令和 1年度 548 人）に令和 2年
7月 1日から 1週間で質問用紙を配布
した。令和 2年 7月 15 日から令和 2
年 12 月 31 日まで返信を受け付け、
令和３年 1月 1日から処理作業を開
始した。このうち住所不明で返送され
た 96人を除いた 1077 人のうち、返
送されたのは 545 人（回収率
50.6％）であった。そのうち、入院
期間が 1週間以上で、退院時に就労
の意志が有った患者 309 人（平成 28
年度 125 人、令和 1年度 184 人）を
検討対象とした。309 人の回答から、
「治療と就労の両立支援」に対する愛
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媛労災病院の取り組み状況、復職率、
入院治療に対する満足度などを尋ね、
平成 28年度と令和 1年度とで差があ
るかどうかを検討することとした。
　なお、本研究は愛媛労災病院倫理審
査委員会の審議を経て開始した。

結果
　平成 28年度に入院前に働いていた
患者 69人のうち働き続けていたのは
62人（89.9％）であり、62人のうち
51人（82.3％）が同じ事業所で働き
続けていた。一方、令和 1年度に入
院前に働いていた患者 89人のうち働
き続けていたのは 77人（86.5％）で
あり、77人のうち 73人（85.5％）
が同じ事業所で働き続けていた。就労
率や同じ事業所での就労状態には平成
28年度と令和 1年度との間に差を認
めなかった。

　事務作業か現場作業かとの作業形態
には入院前と退院後とで有意の変化を
平成 28年度と令和 1年度とも認めな
かった。
　平成 28年度は勤務形態は常勤が有

意に減少し、非常勤やパートが有意に
増加した。一方、令和 1年度は常勤
はやや減少示し、非常勤やパートはや
や増加した。

　治療と就労の両立支援の説明を受け
たのは平成 28年度の 58.4％から令和 1
年度の 69.0％へと有意に増加し、説明
を受けなかったのは平成 28年度の
18.4％から令和 1年度の 11.4％へと有
意に減少した。両立支援を説明した職
種のうち最も多いのは医師であった。
しかし、医師の比率は平成 28年度の
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43.8％から 33.9％へと減少した。看護
師は 28.8％から 32.2％へと増加し、
MSWは 2.7％から 15.7％へと顕著に増
加した。

　両立支援と入院治療の満足度を 0点
から 100 点までの尺度で評価していた
だくと、両立支援の満足度は平成 28年
度 74.9±4.5 点から令和 1年度の
83.5±4.2 へと有意に増加した。一方、
入院治療の満足度は平成 28年度
77.4±4.9 点から令和 1年度の
86.7±3.9 点へと増加傾向を示した。

考察
　愛媛労災病院では全疾患を対象に治
療と就労の両立支援を取り組んでお
り１）、その取り組みは時間とともに進展
している。この流れの中で、整形外科
領域で手術を受けた患者の評価を指標
として、平成 28年度と令和 1年度で比

較検討した。両立支援の満足度は平成
28年度から令和 1年度へ有意に増加
し、入院治療の満足度は増加傾向を示
した。この時、治療と就労の両立支援
を説明したのは平成 28年度では医師が
多くを占めていたが、令和 1年度はさ
まざまな職種がほぼ均等に関与してい
た。つまり、平成 28年度から３年を経
過すると病院内で両立支援への取り組
みが浸透し、チーム医療が発展してき
た証と考える。つまり、両立支援への
取り組みを介して、チーム医療が進展
し、入院治療への満足度も向上するこ
とにつながった。
　ただ、両立支援への取り組みが進ん
でも、働き続けている復職率は平成 28
年度は 89.9％、令和 1年度は 86.5％で
あり、復職率の向上にまではつながら
なかった。しかし、東京労災病院が取
り纏めたがん患者の復職率２）は 49.8％、
若年脳卒中患者の復職率３）約 40％と、
今回の結果約 85％は整形外科領域でが
んや脳卒中とは疾病の種類が異なるも
のの優れた成績であり、当院の取り組
みを反映した結果と考える。
　ところで、愛媛労災病院では医療ス
タッフと患者・家族、事業所スタッフ
が一堂に集って復職について相談する 3
者面談を行っているが１）、同じ事業所で
働き続けている割合は平成 28年度は
82.3％、令和 1年度は 85.5％であり、
同じ事業所に復職する割合の向上にも
つながっていなかった。しかし、両立
支援の取り組みと同じ事業所での就労
率を比較した報告は未だに行われてい
ないことから、当院の成績の評価は今
後の報告との比較検討を待つこととし
た。
　勤務形態は平成 28年度では常勤の頻
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度が入院前の 72.5％が退院後は 50.0％
へと減少し、非常勤が 2.9％から
11.3％へパートが 15.9％から 29.0％へ
と増加した。一方、令和 1年度では常
勤や非常勤、パートとも大きな変化を
認めなかった。両立支援の取り組みが
常勤就労者が非常勤者やパート勤務者
に移行するのを食い止めていた可能性
も考えられる。このように両立支援の
取り組みとその評価は多方面にわたる
ことから、これからも多くの報告が行
われてくることが期待される。

参考文献
１）宮内　文久, 神野　結花ら：愛媛労
災病院での治療と就労の両立支援に対
するこれまでの取り組み.　日職災医誌, 
67: 547-550, 2019
２）加藤 宏一：治療就労両立支援モデ
ル事業報告:がん分野　日職災医誌, 67: 
289-293, 2019
３）佐伯覚、蜂須賀明子ら：脳卒中の
復職の現状　脳卒中, 41: 411-416, 
2019

本研究は独立行政法人労働者健康福祉
機構令和２年度病院機能向上計画に
よって行われた。
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小規模事業所における健康管理と「治療と就労の両立支援」

愛媛労災病院
宮内文久

抄録
　小規模事業所での従業員の健康管理には健康診断と事後措置で行われているが、
従業員の健康診断結果と自身の健康度意識との関連、両立支援に対する認識度など
の調査はいまだ行われていないことから、小規模事業所での質問調査を行った。無
所見者の出現頻度は業種によって異なり、卸売・小売業、複合サービス事業、サー
ビス業で多く、建設業、鉱業、運輸業で少なかった。従業員自身の健康に対する意
識は有所見項目が 0個から 3個の範囲内では有意差を認めなかったものの、有所見
項目が増えれば健康度は低下していた。治療就労両立支援に対する認識度は低く、
両立支援の制度や相談窓口などの周知徹底や会社の積極的な取り組みを期待し、自
分自身の問題とは認識していない傾向が窺えた。

はじめに
　愛媛労災病院では平成 30年 4月から
新居浜地域産業保健センターと協力し
て小規模事業所の事後措置に取り組ん
できた。小規模事業所の従業員の多く
に異常所見が発見されていることから、
健康管理を推進する目的で成績を取り
纏めこととした。さらに、治療と就労
の両立支援を小規模事業所で展開する

ための問題点を明らかにするために、
小規模事業所の従業員に質問調査を行
うこととした。

対象と方法
　令和 1年 4月 1日から令和３年 3月
31 日までの 2年間に愛媛労災病院産業
医学教育・支援センターで事後措置を
取り扱った 58事業所 1765 人のうち、
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同意の得られた 33事業所に質問用紙を
配布し、回答を得られた 869 人（回答
回収率 75.2％　869 ／ 1156 人）を解
析対象とした。平均年齢は 47.9±5.3
（平均値 ±標準誤差）歳、男性 626 人
（72.0％）、女性 243 人（28.0％）で
あった。産業区分別の対象の分布を表 1
に示す。なお、今回の解析に際しては
愛媛労災病院の倫理委員会の審査を受
けて、実施した。

結果
　無所見の従業員数は 76人（8.7％）
であり、有所見の従業員数は 791 人
（91.3％）であった。有所見者の多い産
業は建設業、鉱業、電気・ガス・熱供
給・水道業、運輸業、製造業であった。
一方、有所見者の少ない産業は卸売・
小売業、複合サービス事業、サービス
業であった。有所見者が指摘された有
所見項目は 1項目から 7項目と幅広く
分布し、平均項目数は 3.3±1.7 であっ
た（表 1）。有所見項目数が最も多い産
業は運輸業であり、最も少ない産業は
情報通信業であった（表 1）。
　自分の健康度を 0点（自分の健康に

は全く自信が無い）から 100 点（自分
は全く健康で何の問題も無い）からの
範囲で自己評価すると、無所見者の平均
値は 86.5±7.1 であり、有所見の項目数
が増えれば増えるほど自己評価点は減
少し、両者には有意な相関関係を認め
た。有所見項目が増えれば増えるほど
自己健康評価点は減少したが、有所見
項目が 0個の従業員から 2個の従業員
の自己評価点に有意差を認めなかった。
　事後措置で通常勤務が可能と判断し
た従業員は 591 人（68.0％）であり、
診察を受けることを奨めた従業員数は
273 人（31.4％）であり、就業禁止を
指示した従業員は 5人（0.6％）であ
り、その主な疾患は 糖尿病、高血圧、
心房細動、肝機能障害、視力障害で
あった。

　869 人のうち 2週間以上休職したこ
とがある従業員は 28人（96.8％）であ
り、休職後現在と同じ事業所で働いて
いるのは 12人（42.9％）であり、他の
事業所で復職したのは 16人（57.1％）
であった。

　そこで、治療就労両立支援を知って
いるかと尋ねたところ、「知っている」
と答えたのは 39人（4.5％）、「何とな
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く知っている」「聞いたことがある」の
が 35人（4.0％）であり、合わせて 74
人（8.5％）であった。「知っている」
「何となく知っている」のを合わせた頻
度は産業医に対して 88人（10.1％）で
あり、安全衛生委員会 73人（8.4％）、
地域産業保健支援センター 66人
（7.7％）であった。

　治療と就労の両立支援を推進する種
には何が必要かと尋ねると（複数回答
可）、最も多かった回答は「制度の周知
徹底」135 人（15.5％）であり、次い
で「制度の有用性の広報」129 人
（14.8％）、「会社の積極的な取り組み」
122 人（14.0％）と続いた。比較的少
ない回答が会社の「会社の相談窓口の
明示」91人（10.5％）、「社会の相談窓
口の明示」76人（8.7％）であった。

　さらに、会社が従業員の健康増進の
ために取り組むべき対策には何が必要
かと尋ねると（複数回答可）、最も多
かった回答は「受診への配慮」803 人
（92.4％）、「時間単位の年休制度」764
人（87.9％）であった。比較的少ない
回答だったのが「電話相談制度」96人
（11.0％）、「会社のかかりつけ病院の設
定」81人（9.3％）であった。

考察
　従業員数が 50人未満の小規模事業者
での健康調査を行い、健康診断で全く
異常を認めなかった無所見者の頻度は
76人（8.7％）にしか過ぎず、従業員数
の 91.3％に何らかの異常所見が認めら
れた。これは常時 50人以上の労働者を
使用する事業所を対象とした政府統計
の定期健康診断実施結果では令和 1年
57.0％、令和２年 58.5％であり１）、事
業所の規模によって全く異なる結果と
なった。平井ら２）は高血圧を指標とした
場合、小規模事業者の方が大規模事業
所より高い有所見率を認めたと報告し
ている。有賀ら３）は小規模事業所で働く
労働者の健康管理こそが重要であると
報告している。
　有所見者が有していた異常項目の数
は平均 3.3 個であり、多くの従業員は
複数の異常所見を有していた。無所見
者（有所見項目数 0）の健康自己評価は
86.5±7.1 点であり、この評価点と有所
見項目数 1の評価点 85.1±6.2、有所見
項目数 2の評価点 87.1±6.5、有所見項
目数 3の評価点 80.7±4.4、と有意差を
認めなかった。つまり、異常所見が 1
個や 3個の状態では自分の健康状態に
疑問を感じていないと推測した。一方、
無所見者（有所見項目数 0）と有意差を
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認めたのは有所見項目数 4の評価点
75.3±4.7 であり、健康状態の自己評価
と実際の健康状態には大きな乖離があ
ることが判明した。これは健康診断の
重要性を裏打ちする結果であり、小規
模事業所で働く従業員に対する事後措
置の必要性を物語っている３）。
　2週間以上休職した経験がある従業員
は 28人（3.2％）であり、その半数弱
の 12人（42.9％）しか同一事業所に復
職できていなかった。小規模事業所で
は 2週間以上休職すると元の職場に復
帰するのは困難な状況にあると推測で
きた。　
　そこで、「治療と就労の両立支援」を
少しでも知っているか尋ねたところ、
知っていたのは 74人（8.5％）ときわ
めて少数であり、「産業医」を知ってい
た 88人（10.1％）より低率であった。
「治療と就労の両立支援」を推進するに
はとの質問に対して、制度の周知徹底
（135 人 15.5％）や制度の有用性の広報
（129 人 14.8％）、会社の積極的な取り
組み（122 人 14.0％）を期待した回答
と表裏一体をなすと考えられた。山口
ら４）もがん患者を対象とした調査結果か
ら、治療を続けながら働くための制度
や社内の理解が不十分なため、離職し
ている患者さんが多いと報告している。
そこで、厚生労働省は専門家(両立支援
促進員)が企業を訪問し、治療と職業生
活の両立支援に関する制度導入や教育
などについて、具体的な支援を事業所
や経営者に実施することとしている５）。
有賀ら３）は治療と就労の両立支援の推進
には地域産業保健推進センターを活用
してはと提案している。
　会社の健康施策に期待するのは「受
診への配慮」が 803 人 92.4％、「時間

単位の年休制度」が 764 人 87.9％と多
くの従業員に支持されていた。小規模
事業者の従業員の健康推進には「治療
と就労の両立支援」も重要であるもの
の、日常生活での健康施策も同様に重
要であると考えた。

参考文献
１）厚生労働省定期健康診断結果報告
　https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?
page=1&layout=datalist&toukei=004
50211&tstat=000001018638&cycle=7
&year=20200&month=0&result_back
=1&tclass1val=0
２）平井一芳、日下幸則ら：企業規模
ならびに業種からみた高血圧の有所見
率に関する研究 ―福井県内事業所健診
結果の解析―　日本公衛誌　43巻 9号
　806-814、1996 年
３）有賀徹、伊藤弘人：小規模事業場
における従業員の健康管理の課題と展
望　日職災会誌　68巻 3号　155-161
　2020 年
４）山口建、静岡がんセンター「がん
の社会学」に関する研究グループ：
2013 がん体験者の悩みや負担等に関す
る実態調査　がんと向き合った 4054 人
の声　https://www.mhlw.go.
jp/file/05-Shingikai-10904750-Kenkou
kyoku-
Gantaisakukenkouzoushinka/0000129
860.pdf
５）厚生労働省治療と職業生活の両立
支援についての取り組み　https:
//www.mhlw.go.
jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkou
kyoku-Soumuka/0000213499.pdf
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Health management at small business and "Support for balancing medical 
treatment and employment"

Fumihisa Miyauchi

Employee health management at small businesses is carried out through 
health examinations and follow-up measures. However, research on the 
relationship between employee health examination results and employees' 
perception of their own health, and the degree of awareness about the support 
for work-life balance, have not yet been explored. This motivated us to conduct 
a questionnaire survey at small businesses. The percentage of healthy 
employees varied among industries, with wholesale, retail, compound 
services, and service businesses being the healthiest, while construction, 
mining, and transportation being the unhealthiest. Although there were no 
significant differences in the employees' perception of health within the range 
of 0 to 3 symptoms, the health level decreased as the symptoms increased. 
The awareness about the support for balancing medical care and employment 
is lacking among employees, and they tend to expect that the balance support 
and consultation desk will be thoroughly advertised and that companies will 
actively work on it, but they don't recognize it as their own problem.
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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

中小企業等における治療と仕事の両立支援の取り組み促進のための研究 

分担研究報告書 

 
小規模事業場の経営者・管理職に求められる 

「治療と仕事の両立支援」に関する知識・能力 
 

研究分担者 森 晃爾 （産業医科大学 産業生態科学研究所 教授） 

研究要旨 

 「病気の治療と仕事の両立支援（両立支援）」のためには、企業内の体制や制

度を背景として、収集した情報をもとに就業措置の意思決定がなされ、措置後の

状態に関する情報をもとに適宜見直しが図られる必要がある。そのため、両立支

援に当たって事業者は、産業医等の医療・保健従事者の意見を聴きながら、自社

の制度や配置可能な業務を想定して、意思決定をする必要がある。しかし、小規

模事業場においては、それらの両立支援における意思決定プロセスを産業医の

力を借りずに実施しなければならないなどの限界がある。本分担研究において

は、小規模事業場の経営者に対する研究プログラム開発を前提として、必要な知

識・能力について検討した。 
先行研究で作成した「企業のためのがん就労者支援マニュアル（マニュアル）」

から、経営者および管理職に必要な知識・能力項目を抽出した。次に、小規模事

業場の特徴をふまえた経営者や管理職に必要な知識や能力について研究班内で

の FGD を行い、項目を追加した。 
マニュアルに挙げられた経営者、人事労務部門、管理職の役割を果たすための

97 項目について、必要な知識・能力を分類したところ、①両立支援の基本的知

識、②就業規則等の制度化の知識、③個人情報保護の知識、④産業保健スタッフ

の活用の知識、⑤主治医への情報提供・入手のための知識、⑥両立支援関連機関

の活用のための知識、⑦従業員／家族とのコミュニケーションのための知識・能

力、⑧職場環境の理解・改善方法・同僚への配慮のための知識・能力、⑨健康経

営の推進のための知識に分類された。小規模事業場の特徴をふまえると、産業保

健総合支援センターや社会保険労務士などの外部資源の活用が有効と考えられ

た。小規模事業場における両立支援を進めるために、キーパーソンに対して、一

定の知識や能力向上のための研修が必要であるが、その場合でも外部資源の活

用を前提として、ポイントを絞った研修提供が望まれる。 
研究協力者 

井上俊介 （産業医科大学病院 両立支援科） 
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Ａ.目的 
「病気の治療と仕事の両立支援（両立

支援）」のためには、企業内の体制や制

度を背景として、収集した情報をもとに

就業措置の意思決定がなされ、措置後

の状態に関する情報をもとに適宜見直し

が図られる必要がある。そのような情報

には、両立支援を受けようとする労働者

に関して、担当医や本人から寄せられる

健康状態に関する情報、職場から寄せ

られる仕事内容や勤務状況に関する情

報、本人の意欲や希望など、様々なもの

がある。そのため、両立支援に当たって

事業者は、産業医等の医療・保健従事

者の意見を聴きながら、自社の制度や配

置可能な業務を想定して、意思決定を

する必要がある。 
しかし、小規模事業場においては、そ

れらの両立支援における意思決定プロ

セスを産業医の力を借りずに実施しなけ

ればならない。また、事業場規模が小さ

くなれば、配置できる職場や業務が限ら

れるなどの困難が存在する。合理的配

慮とは、「障害者から何らかの助けを求

める意思の表明があった場合、過度な

負担になり過ぎない範囲で、社会的障

壁を取り除くために必要な便宜のこと」で

あり、その考え方によれば、配置余地の

限られる小規模事業場に求められる両

立支援も限定的と考えられる。しかし、そ

の中でも、小規模事業場の経営者や管

理職が、適切な対応ができるためには、

必要な知識や能力を持つことが必要で

あり、そのための研修や相談体制の整備

等の方法による支援が求められる。 
そこで、本分担研究においては、先行

研究をもとにした既存の文献をもとに、一

般的に経営者および管理職が持つべき

知識や能力を整理したうえで、小規模事

業場の特徴を踏まえた追加事項を検討

した。 
 
Ｂ.方法 
一般的な事業場における経営者お

よび管理職に求められる役割は、先行

研究（厚生労働科学研究費補助金 が

ん臨床研究事業）「働くがん患者と家

族に向けた包括的就業支援システム

の構築に関する研究：患者/家族・人事

労務担当者・産業保健担当者の３者の

視点を生かした支援リソースの開発、

評価、普及啓発法の検討（研究代表者 

高橋都）で作成された「企業のための

がん就労者支援マニュアル」で整理さ

れている。そこで、このマニュアルか

ら、経営者および管理職に必要な知

識・能力項目を抽出した。 
次に、小規模事業場の特徴をふまえ

た経営者や管理職に必要な知識や能

力について研究班内でのフォーカス

グループディスカッションを行い、項

目を追加した。 
 
Ｃ.結果 
１．先行研究に基づく項目の抽出 
 中小企業の場合、経営者は、経営者、

人事労務部門、管理職のすべての役割

を果たすと考えられるため、97 項目の

役割が該当した。それらについて、必

要な知識・能力を分類したところ、①

両立支援の基本的知識、②就業規則等

の制度化の知識、③個人情報保護の知
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識、④産業保健スタッフの活用の知識、

⑤主治医への情報提供・入手のための

知識、⑥両立支援関連機関の活用のた

めの知識、⑦従業員／家族とのコミュ

ニケーションのための知識・能力、⑧

職場環境の理解・改善方法・同僚への

配慮のための知識・能力、⑨健康経営

の推進のための知識に分類された。 
 
２． 小規模事業場の特徴をふまえた項

目 
小規模事業場の特徴として、産業医

等の専門資源を持たないこと挙げら

えた。そのため、外部専門機関として

産業保健総合支援センターや同相談

窓口など、地域の資源の活用の知識が

より必要となると考えられた。また、

制度化やその適用において社会保険

労務士の活用も有効と考えられる。さ

らには、小規模事業場では各種助成金

制度を活用することが必要となるこ

とが多いこと、人事労務部門が存在し

ないことなどについて、社会保険労務

士の活用が有効と考えられた。 
その他の配慮事項として、個人情報

管理が十分ではないこと、もともと労

働時間が長いことが多く、仕事の配慮

余地が少ないことなどが挙げられた。

可能な限り柔軟な対応を行うととも

に、他の従業員との関係で不公平感が

発生しないような配慮が必要と思わ

れる。 
一方、小規模事業場では、大企業に

比べて転職が多いため、可能な配慮を

明確にしたうえで、場合によっては転

職を支援するための知識についても

必要と考えられた。 
 
Ｄ.考察 

小規模事業場においては、経営者が

人事労務担当者、管理職といった複数

の役割を兼ねること、配置余地が小さ

いことなど、両立支援が実施されるた

めには困難が存在する。両立支援のた

めのマニュアルでは、事業場の各関係

者に多くの役割や配慮事項を求めて

いる。小規模事業場におけるキーパー

ソンに対して、今回抽出されたような

一定の知識や能力向上のための研修

が必要であるが、その場合でも外部資

源の活用を前提として、ポイントを絞

った研修提供が望まると考えられる。 
 
E.結論 

治療と仕事の両立支援について、小

規模事業場の特徴をふまえ、経営者に

対する研修の内容について検討した。

多くの役割を果たす経営者に対して、

実現可能なポイントを絞った研修プ

ログラムの作成が必要である。 
 

Ｆ.引用・参考文献 

1) 高橋都ほか．企業のためのがん就

労支援マニュアル、2016 年 労働

調査会、 東京 
 

Ｇ.学会発表 
なし 

 
H. 知的所有権の取得状況 
なし 

 

－203－



 

対
応
の
ポ
イ
ン
ト

両
立
支
援
の
知
識

制
度
化
の
知
識

個
人
情
報
保
護
の
知
識

産
保
ス
タ
ッ
フ
の
活
用

主
治
医
へ
の
情
報
提
供

両
立
支
援
機
関
の
活
用

従
業
員
／
家
族
と
の
ｺ

ﾐｭ
ﾆｹ
ｰｼ
ｮﾝ

職
場
環
境
の
理
解
・
改

善
方
法
・
同
僚
へ
の
配

慮
健
康
経
営
の
推
進

社
会
保
険
労
務
士
の
活

用
産
保
セ
ン
タ
ー
等
の
活

用

が
ん
就
労
者
の
職
場
復
帰
や
就

業
継
続
す
る
た
め
の
手
順
と
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

休
業
者
の
職
場
復
帰
の
ス
テ
ッ
プ
を
意
識
し
た
有
病
者
就
労
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
以
下
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
を
作
成
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
中
で
、
が
ん
就
労
者
の

特
徴
に
つ
い
て
十
分
な
配
慮
を
行
う
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

が
ん
就
労
者
が
求
め
る
社
内
規

則
・
規
定

が
ん
就
労
者
が
仕
事
治
療
を
両
立
し
や
す
い
環
境
整
備
の
一
環
と
し
て
、
「
短
時
間
勤
務
制
度
」
、
「
フ
レ
ッ
ク
ス
勤
務
制
度
」
な
ど
の
諸
制
度
の
検
討
を
行

う
。

〇
〇

△

教
育
・
研
修

が
ん
就
労
支
援
に
関
す
る
制
度
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
ま
た
は
改
訂
し
た
後
は
、
教
育
や
研
修
棟
の
方
法
で
、
従
業
員
全
員
に
周
知
す
る
。

〇
〇

〇

本
人
へ
の
働
き
か
け

日
頃
か
ら
体
調
や
健
康
に
関
連
し
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
変
化
に
つ
い
て
声
を
か
け
る
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

職
場
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
業
務
調
整

病
気
を
持
ち
な
が
ら
働
く
従
業
員
を
互
い
に
支
え
あ
う
職
場
風
土
づ
く
り
や
相
互
支
援
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
が
ん
検
診
や
そ
の
後
の
精
密
検
査
の
受
診
を
支

援
す
る
。

〇
〇

〇
△

人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携

人
事
労
務
担
当
者
と
調
整
の
う
え
、
職
場
の
誰
も
が
用
意
に
就
業
規
則
等
の
諸
制
度
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
え
る
。
ま
た
、
健
康
に
関
す
る
相
談
窓

口
や
情
報
伝
達
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
人
事
労
務
担
当
者
に
確
認
し
、
職
場
メ
ン
バ
ー
に
周
知
す
る
。

〇
〇

△

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
と
の
連
携

職
場
の
上
司
が
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
に
気
軽
に
相
談
で
き
る
体
制
を
築
き
、
日
ご
ろ
の
関
り
の
中
で
信
頼
関
係
を
作
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
従
業
員
が
、

規
則
正
し
い
健
康
的
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
、
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
。

〇
〇

〇

風
土
づ
く
り

普
段
か
ら
、
職
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
向
上
の
た
め
の
取
組
み
を
行
い
、
お
互
い
に
助
け
合
う
風
土
づ
く
り
を
率
先
す
る
。
ま
た
、
一
次
予
防
、
二
次
予

防
を
含
め
た
、
総
合
的
な
が
ん
対
策
の
取
組
み
を
導
入
す
る
。

〇
〇

〇
〇

仕
組
み
づ
く
り

心
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
役
割
分
担
の
明
確
化
、
就
業
措
置
や
支
援
の
手
順
の
作
成
、
諸
制
度
の
見
直
し
を
行
う
。
ま
た
、
病
状
に

併
せ
て
支
援
を
行
う
た
め
に
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
な
が
ら
、
関
係
者
で
適
切
に
情
報
収
集
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
し
く
み
づ
く

り
に
お
い
て
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
人
事
労
務
担
当
者
を
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

〇
〇

〇
〇

〇
〇

△
△

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
の
確
保

事
業
場
の
規
模
や
特
性
に
合
わ
せ
て
、
取
組
に
必
要
な
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
を
確
保
す
る
。

〇
〇

△

が
ん
就
労
者
が
突
然
体
調
不
良
を
起
こ
し
た
際
の
ル
ー
ル
づ
く
り
を
行
う
。

〇
〇

〇
△

△

が
ん
就
労
者
（
本
人
）
の
話
、
主
治
医
や
産
業
医
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
可
能
性
の
あ
る
体
調
悪
化
を
予
測
し
て
準
備
す
る
。

〇
〇

△
△

基
本
的
な
考
え
方

従
業
員
の
健
康
情
報
を
入
手
す
る
に
あ
た
り
、
法
令
（
労
働
安
全
衛
生
法
な
ど
）
や
就
業
規
則
に
基
づ
か
な
い
場
合
に
は
、
基
本
的
に
本
人
の
同
意
が
必
要
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
、
法
令
を
超
え
て
実
施
さ
れ
る
健
診
結
果
が
該
当
す
る
。

〇
〇

診
断
書
の
取
り
扱
い

健
康
情
報
を
収
集
す
る
際
に
は
、
取
得
の
目
的
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

〇
〇

〇

今
後
の
見
通
し

余
命
は
医
師
の
経
験
に
基
づ
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
科
学
的
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
治
医
に
は
長
期
的
な
経
過
予
測
よ
り
短
期
的
（
２
～
３
ヵ

月
ご
と
）
な
配
慮
に
必
要
な
情
報
収
集
を
す
る
。

〇
〇

〇
△

職
場
で
の
情
報
共
有
の
留
意
点

健
康
情
報
の
開
示
範
囲
は
、
本
人
も
交
え
た
合
意
の
下
に
決
定
し
ま
し
ょ
う
。

〇
〇

〇

休
業
・
休
職
す
る
と
き

主
治
医
の
診
断
書
等
に
よ
っ
て
病
気
の
状
況
を
把
握
し
て
、
関
係
者
が
協
力
し
て
治
療
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
。

〇
〇

〇
〇

〇
△

職
場
復
帰
す
る
と
き

復
職
可
能
な
診
断
書
を
も
ら
う
際
に
は
「
い
つ
か
ら
職
場
復
帰
で
き
る
体
調
に
な
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
主
治
医
の
診
断
書
に
記
載
し
て
も
ら
う
。

〇
〇

〇
△

必
要
な
就
業
配
慮
を
聴
取
す
る

と
き

就
業
配
慮
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
主
治
医
か
ら
入
手
す
る
際
に
は
、
そ
の
目
的
を
明
確
に
伝
え
る
。
ま
た
、
主
治
医
に
一
方
的
に
情
報
情
報
提
供

を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
仕
事
の
内
容
や
職
場
の
状
況
を
伝
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

〇
〇

〇

職
場
と
の
連
携

が
ん
就
労
者
の
職
場
の
上
司
や
同
僚
と
連
携
し
て
、
周
囲
の
納
得
感
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
調
整
す
る
。

〇
〇

産
業
医
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ

と
の
連
携

就
労
者
の
医
学
的
な
判
断
の
際
に
は
、
産
業
医
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
と
相
談
す
る
。

〇
〇

△

主
治
医
と
の
連
携

が
ん
就
労
者
の
同
意
の
下
に
、
主
治
医
か
ら
働
き
方
の
情
報
を
収
集
す
る
。
主
治
医
か
ら
の
情
報
を
就
業
環
境
や
就
労
時
間
な
ど
の
調
整
に
活
か
し
、
社
内
の

ル
ー
ル
を
含
め
て
相
談
す
る
。

〇
〇

〇
〇

〇
△

が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の

連
携

会
社
で
の
体
調
不
良
の
際
な
ど
で
利
用
で
き
る
、
近
隣
の
医
療
機
関
が
必
要
な
場
合
に
は
、
が
ん
就
労
者
を
通
じ
、
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
相
談
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

〇
〇

が
ん
就
労
者
の
仕
事
以
外
の
日
常
生
活
に
関
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
家
族
と
環
境
調
整
を
相
談
す
る
。

〇
〇

〇

就
業
（
雇
用
）
の
継
続

就
業
が
継
続
で
き
る
よ
う
、
就
業
規
則
な
ど
の
範
囲
で
、
が
ん
の
診
断
・
治
療
が
仕
事
に
与
え
る
悪
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
方
法
を
、
が
ん
就
労
者
と
一
緒

に
考
え
る
。

〇
〇

〇
〇

△

職
場
の
上
司
は
、
休
業
・
休
職
や
業
務
調
整
を
含
め
て
、
が
ん
就
労
者
が
治
療
に
専
念
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
作
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

〇
〇

〇

人
事
労
務
担
当
者
は
、
休
業
・
休
職
者
の
発
生
等
に
よ
り
周
囲
の
業
務
負
荷
が
課
題
に
な
り
す
ぎ
る
場
合
に
は
、
業
務
の
再
分
担
を
検
討
す
る
。

〇
〇

が
ん
就
労
者
の
が
ん
治
療
に
と
も
な
う
経
済
的
な
負
担
に
対
す
る
不
安
が
あ
る
こ
と
を
調
整
し
、
自
社
で
利
用
可
能
な
手
当
金
・
支
給
に
つ
い
て
従
業
員
に
伝

え
る
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

〇
△

利
用
可
能
な
手
当
金
・
見
舞
金
な
ど
の
制
度
の
手
続
き
を
支
援
す
る
。

〇
〇

〇
△

休
業
・
休
職
中
の
留
意
事
項
を
ま
と
め
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
配
布
す
る
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

〇
△

△
が
ん
就
労
者
か
ら
相
談
を
受
け
る
窓
口
を
社
内
に
設
置
す
る
。

〇
〇

△
△

社
外
機
関
等
を
含
め
て
、
相
談
で
き
る
窓
口
・
機
関
情
報
を
一
覧
い
し
た
案
内
文
書
を
作
成
、
が
ん
就
労
者
に
渡
す
。

〇
△

〇
△

が
ん
と
診
断
さ
れ
休
業
・
休
職
や
就
業
上
の
配
慮
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
上
司
に
相
談
し
、
会
社
に
診
断
書
を
提
出
す
る
よ
う

助
言
す
る
。

〇
〇

〇

体
調
や
本
人
の
気
持
ち
を
確
認
し
、
職
場
で
の
情
報
共
有
の
範
囲
と
本
人
が
必
要
と
す
る
職
場
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
相
談
す
る
。

〇
〇

〇

検
査
・
治
療
の
た
め
の
通
院
時
間
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
頻
度
や
時
間
帯
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
、
周
囲
へ
の
過
度
な
気
遣
い
を
し
な
い
よ
う
に
声
か
け
を
す

る
。

〇
〇

〇
〇

業
務
の
再
調
整
や
人
員
補
充
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
適
宜
話
し
合
う
。

〇
〇

必
要
に
応
じ
て
、
本
人
へ
の
具
体
的
な
サ
ポ
ー
ト
内
容
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

〇
〇

〇
〇

△
困
っ
た
と
き
は
お
互
い
さ
ま
と
い
う
、
相
互
に
支
え
あ
う
雰
囲
気
づ
く
り
を
す
る
。

〇
〇

〇
必
要
に
応
じ
て
諸
規
定
を
確
認
に
す
る
。

〇
〇

〇
△

診
断
書
を
し
か
る
べ
き
ル
ー
ト
で
人
事
労
務
担
当
者
に
提
出
し
、
職
場
と
し
て
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

〇
〇

〇
就
業
上
の
配
慮
に
つ
い
て
人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携
が
必
要
な
事
柄
か
判
断
す
る
。

〇
〇

連
携
が
必
要
な
場
合
は
、
配
置
転
換
や
移
動
な
ど
の
措
置
に
つ
い
て
人
事
労
務
担
当
者
と
連
携
す
る
。

〇
〇

が
ん
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不
安
や
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
も
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
に
気
軽
に
相
談
す
る
。
必
要
に
応
じ
て
、
本
人
と
の
面
談
を
依
頼

す
る
。

〇

本
人
の
体
調
や
職
場
で
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
医
学
的
な
助
言
を
受
け
る
。

〇
〇

〇
△

医
療
機
関
へ
の
連
絡
が
必
要
な
場
合
は
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
助
言
を
受
け
る
。

〇
〇

〇
△

人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
連

携

人
事
労
務
担
当
者
と
し
て
対
応
が

必
要
な
こ
と

上
司
・
同
僚
に
で
き
る
こ
と

緊
急
事
態
へ
の
対
応
・
ル
ー
ル
化

家
族
と
の
連
携

業
務
の
引
継
ぎ
と
調
整

経
済
的
な
不
安
の
除
去

相
談
で
き
る
窓
口
・
機
関
情
報

本
人
へ
の
働
き
か
け

職
場
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
業
務
調
整

が
ん
診
断
後

上
司
・
同
僚
に
で

き
る
こ
と

日
頃
か
ら
の
取
組
み

体
調
不
良
時
の
対
応
へ
の
配
慮

診
断
後
、
休
業
・

休
職
中
の
支
援

が
ん
就
労
支
援
の

実
際

円
滑
に
対
応
す
る

た
め
の
職
場
づ
く

り 個
人
情
報
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て

社
内
外
の
連
携

社
内
で
の
連
携

社
外
（
医
療
機
関
）
と
の
連
携

人
事
労
務
が
行
う
べ
き
対
応

上
司
・
同
僚
に
で
き
る
こ
と

事
業
主
の
役
割

個
人
情
報
の
取
り
扱
い

時
系
列
ご
と
の
個
人
情
報
収
集
の

目
的
と
共
有
範
囲
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安
心
し
て
治
療
・
療
養
に
専
念
で
き
る
よ
う
な
声
か
け
を
す
る
。

〇
〇

休
業
・
休
職
中
の
定
期
的
な
報
告
を
す
る
時
期
や
頻
度
お
よ
び
連
絡
方
法
に
つ
い
て
決
め
て
お
く
。

〇
〇

〇
定
期
的
に
治
療
・
回
復
状
況
や
本
人
の
体
調
、
職
場
復
帰
へ
の
準
備
状
況
を
確
認
す
る
。

〇
〇

〇
業
務
の
再
調
整
に
当
た
っ
て
、
皆
で
互
い
に
支
え
合
う
雰
囲
気
づ
く
り
を
進
め
る
。

〇
〇

職
場
の
従
業
員
の
頑
張
り
を
認
め
つ
つ
、
業
務
過
多
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
上
司
が
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
す
る
。

〇
〇

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
で
適
宜
、
本
人
の
職
場
復
帰
に
向
け
て
の
見
通
し
な
ど
を
情
報
共
有
す
る
。

〇
〇

〇
本
人
の
同
意
を
得
て
早
め
に
人
事
労
務
担
当
者
と
情
報
共
有
を
す
る
。

〇
〇

休
業
・
休
職
に
関
す
る
人
事
的
な
制
度
の
説
明
を
人
事
労
務
担
当
者
に
依
頼
す
る
。

〇
〇

〇
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
本
人
と
の
連
絡
方
法
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

〇
〇

必
要
に
応
じ
て
、
周
囲
の
従
業
員
の
健
康
支
援
を
依
頼
す
る
。

〇
〇

就
業
配
慮
と
は

が
ん
就
労
者
が
安
全
に
働
き
続
け
る
た
め
に
、
職
場
と
し
て
配
慮
す
べ
き
こ
と
（
就
業
配
慮
）
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

〇
〇

〇

働
く
う
え
で
の
障
害
に
つ
い
て

が
ん
就
労
者
に
と
っ
て
仕
事
を
続
け
る
う
え
で
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
柔
軟
に
対
応
す
る
。

〇
〇

〇

が
ん
と
診
断
さ
れ
た
と
き
か
ら
サ
ポ
ー
ト
を
始
め
る
。

〇
〇

〇
職
場
復
帰
時
に
は
、
ま
ず
主
治
医
か
ら
の
診
断
書
の
提
出
を
求
め
る
。

〇
〇

〇
産
業
医
と
が
ん
就
労
者
と
の
面
談
を
設
定
し
て
、
産
業
医
の
意
見
を
確
認
す
る
。

〇
〇

〇
△

が
ん
就
労
者
と
上
司
が
と
も
に
産
業
医
の
意
見
（
就
業
配
慮
の
内
容
）
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
。

〇
〇

〇
△

職
場
（
上
司
・
同
僚
）
か
ら
相
談
が
来
た
場
合
、
相
談
に
乗
る
。

〇
〇

〇
△

が
ん
就
労
者
の
健
康
確
保
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
。

〇
〇

〇
△

事
故
な
ど
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
。

〇
〇

〇
〇

△
職
務
遂
行
能
力
や
仕
事
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
。

〇
〇

〇
△

必
要
な
職
務
上
の
配
慮
に
関
し
て
、
本
人
か
ら
希
望
を
聞
く
。

〇
〇

△
就
業
上
の
配
慮
に
つ
い
て
は
職
場
の
上
司
や
同
僚
の
意
見
も
聞
い
て
調
整
し
て
い
く
こ
と
を
、
本
人
に
伝
え
る
。

〇
〇

〇

が
ん
の
部
位
、
治
療
状
況
に
よ
り
必
要
な
配
慮
は
変
わ
る
の
で
、
本
人
と
相
談
し
な
が
ら
、
周
囲
の
協
力
を
得
て
、
必
要
な
環
境
整
備
を
進
め
る
。

〇
〇

〇
△

体
力
に
応
じ
て
仕
事
が
で
き
る
職
場
環
境
を
調
整
す
る
。

〇
〇

〇
△

調
子
が
悪
い
と
き
に
休
め
る
部
屋
ま
た
は
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
。

〇
〇

体
力
の
消
耗
を
避
け
る
た
め
に
時
差
出
勤
を
可
能
と
す
る
。

〇
〇

職
場
内
で
の
風
邪
な
ど
の
感
染
予
防
に
留
意
す
る
。

〇
〇

人
事
異
動
が
必
要
と
思
わ
れ
る
案
件
は
、
人
事
労
務
担
当
者
が
中
心
的
な
役
割
を
担
う
。

〇
〇

〇
△

環
境
面
の
整
備
を
、
人
事
労
務
以
外
の
部
署
と
も
連
携
し
て
行
う
。

〇
〇

就
業
規
則
を
基
本
的
に
守
り
つ
つ
も
、
必
要
に
応
じ
て
臨
機
応
変
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

〇
〇

通
勤
に
関
し
て
も
配
慮
を
検
討
す
る
。

〇
〇

〇
健
康
情
報
の
周
知
の
範
囲
は
本
人
と
の
話
し
合
い
の
下
に
決
め
る
。

〇
〇

〇
健
康
情
報
の
保
管
場
所
は
、
ほ
か
の
人
が
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
で
鍵
の
か
か
る
場
所
に
保
管
す
る
。

〇
〇

本
人
が
周
知
を
希
望
し
な
い
場
合
で
も
、
配
慮
が
必
要
な
場
合
に
は
事
情
を
説
明
し
、
で
き
る
限
り
同
意
を
得
る
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

職
場
復
帰
の
話
が
出
た
時
点
で
、
復
帰
に
向
け
た
手
順
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

〇
〇

〇
△

職
場
復
帰
の
時
期
や
復
職
後
の
働
き
方
に
つ
い
て
、
本
人
の
希
望
を
聴
く
と
と
も
に
、
主
治
医
の
判
断
を
確
認
す
る
。
（
必
要
時
、
診
断
書
を
提
出
し
て
も
ら

う
。
）

〇
〇

職
場
復
帰
後
の
具
体
的
な
仕
事
内
容
や
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
本
人
が
職
場
に
望
む
具
体
的
な
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

〇
〇

〇
〇

職
場
復
帰
時
期
が
決
定
し
た
時
点
で
、
職
場
内
で
情
報
共
有
す
る
。

〇
〇

〇
〇

復
帰
後
に
必
要
と
な
る
本
人
へ
の
サ
ポ
ー
ト
（
職
場
環
境
も
含
む
）
に
つ
い
て
、
職
場
内
で
対
応
可
能
な
こ
と
が
あ
ら
を
話
し
合
う
。

〇
〇

〇
〇

職
場
復
帰
に
あ
た
っ
て
の
、
業
務
の
再
調
整
を
す
る
。

〇
〇

本
人
の
職
場
復
帰
に
向
け
て
、
関
係
者
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
確
認
す
る
。

〇
〇

本
人
の
職
場
復
帰
に
あ
た
っ
て
、
職
場
と
し
て
配
慮
で
き
る
事
柄
を
人
事
労
務
担
当
者
に
伝
え
る
。

〇
〇

職
場
復
帰
後
の
本
人
の
状
況
（
仕
事
ぶ
り
）
に
つ
い
て
、
情
報
共
有
の
方
法
と
タ
イ
ミ
ン
グ
を
決
め
て
お
く
。

〇
〇

〇
〇

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
連

携
職
場
復
帰
に
あ
た
っ
て
、
職
場
が
行
う
べ
き
健
康
面
で
の
配
慮
に
つ
い
て
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
に
意
見
を
聞
く
。

〇
〇

〇
△

本
人
が
無
理
な
く
対
応
で
き
る
業
務
内
容
／
量
／
方
法
に
つ
い
て
、
体
調
の
変
化
に
応
じ
て
話
し
合
う
。

〇
〇

〇
〇

△
本
人
の
体
調
や
気
持
ち
の
変
化
に
気
を
配
っ
て
声
か
け
を
す
る
（
心
情
の
受
け
止
め
、
精
神
的
サ
ポ
ー
ト
）
。

〇
〇

周
囲
の
人
々
と
よ
い
関
係
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
治
療
と
仕
事
の
両
立
が
で
き
る
よ
う
適
宜
助
言
す
る
。

〇
〇

〇

本
人
の
体
調
と
仕
事
ぶ
り
を
見
守
り
な
が
ら
、
本
人
か
ら
周
囲
の
支
援
を
求
め
や
す
い
よ
う
に
日
頃
か
ら
声
を
か
け
る
。

〇
〇

〇

周
囲
の
職
場
メ
ン
バ
ー
に
業
務
の
偏
り
や
不
公
平
感
が
な
い
か
、
上
司
が
声
を
か
け
て
確
認
し
、
適
宜
調
整
す
る
。

〇
〇

人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携

本
人
の
健
康
状
態
や
仕
事
内
容
を
考
慮
し
、
配
置
転
換
を
含
む
作
業
内
の
見
直
し
が
必
要
な
場
合
は
、
人
事
労
務
担
当
者
と
連
携
し
、
相
談
・
調
整
を
進
め

る
。

〇
〇

〇
〇

本
人
に
無
理
の
な
い
業
務
内
容
／
方
法
／
作
業
環
境
で
あ
る
か
確
認
し
て
も
ら
い
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
を
受
け
る
。

〇
〇

〇
〇

本
人
の
安
全
確
保
の
た
め
に
職
場
巡
視
を
一
緒
に
行
い
、
安
全
に
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
。

〇
〇

本
人
へ
の
働
き
か
け

職
場
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
業
務
調
整

人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携

本
人
へ
の
働
き
か
け

職
場
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
業
務
調
整

人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
連

携

人
事
担
当
者
と
し
て
対
応
が
必
要

な
こ
と

本
人
へ
の
働
き
か
け

職
場
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
業
務
調
整

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
連

携就
業
配
慮
を
行
う
際
の
実
務
的

な
手
続
き

職
場
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

本
人
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス

職
場
の
環
境
調
整

困
難
に
対
し
て
行
う
具
体
的
な

配
慮
の
例

情
報
管
理
の
注
意
点

上
司
・
同
僚
に
で

き
る
こ
と

復
帰
後

復
帰
期

休
業
・
休
職
中

上
司
・
同
僚
に
で

き
る
こ
と

職
場
復
帰
、
復
職

後
の
支
援

診
断
後
、
休
業
・

休
職
中
の
支
援

が
ん
就
労
支
援
の

実
際
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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

中小企業等における治療と仕事の両立支援の取り組み促進のための研究 

分担研究報告書 

中小企業のヘルスリテラシーの向上に寄与する映像コンテンツ作成 

研究分担者 森 晃爾  （産業医科大学 産業生態科学研究所 教授） 

研究分担者 永田昌子  （産業医科大学 医学部 両立支援科学 准教授） 

研究要旨： 

本分担研究では、中小企業のヘルスリテラシーの向上に寄与する映像コンテンツを作成し

た。 

両立支援の重要性が注目され、大企業など、両立支援に力を入れている企業も散見され

るようになってきた。しかし、日本の労働者の約 55％が属している中小企業への浸透はまだ

十分でない。経営体力の弱い中小企業にとっては目の前の資金繰りや業務をどうするかと

いう視点になりがちで、企業のヘルスリテラシーが十分でなく医療機関との連携も不十分に

なりやすく労働者に負担をかけている現状がある。 

また、中小企業の担当者に両立支援について聴取しても経験したことがないと回答するも

のがほとんどで両立支援のイメージがわきにくい現状があることが想定される。中小企業の

ヘルスリテラシーを向上させるためには、事例などを交えた説明資料が有用である可能性が

ある。 

 そこで本分担研究は、中小企業経営者向けに教育等で利用する事例などを交えた映像コ

ンテンツを作成することを目的とした。今年度作成した映像コンテンツを、教育等も用い、両

立支援について広く啓発していくことが望まれる。 
研究協力者 

原田 有理沙 （産業医科大学 医学部 両立支援科学 助教） 

 

Ａ．目的 

 両立支援の重要性が注目され、大企業な

ど、両立支援に力を入れている企業も散見

されるようになってきた。しかし、日本の労働

者の約 55％が属している中小企業への浸
透はまだ十分でない。経営体力の弱い中小

企業にとっては目の前の資金繰りや業務を

どうするかという視点になりがちで、企業の

ヘルスリテラシーが十分でなく医療機関との

連携も不十分になりやすく労働者に負担を

かけている現状がある。 
また、中小企業の担当者に両立支援につ

いて聴取しても経験したことがないと回答す

るものがほとんどで両立支援のイメージがわ

きにくい現状があることが想定される。中小

企業のヘルスリテラシーを向上させるために

は、事例などを交えた説明資料が有用と考

えられ、映像コンテンツを作成することを目

的とした。 
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Ｂ．方法 
【コンテンツ A】 

中小企業の特徴として「産業保健スタ

ッフの関与が少ない」ことと「疾病診断

および治療方針の決定」の際に離職して

しまう人がいることに着目し、以下の 2

点の課題を盛り込んだ事例の映像コンテ

ンツを作成することとした。 

１）本人は告知後に動揺し情報が整理さ

れていななかで、大事な決断をしてしま

っている。 

２）職場（経営者）も本人に良かれと思

って対応したことによって、結果的に退

職を後押ししてしまう。 

研究分担者と研究協力者で協議し、映

像コンテンツの対象者、目的、内容につ

いて協議した。複数回協議し、それをも

とにシナリオを作成し、シナリオライタ

ーに校正を依頼し、さらに修正を加えシ

ナリオを完成させた。 

 

【コンテンツ B】 

１）教育コンテンツ案の作成  

初年度の成果で、治療と仕事の両立支

援に取り組む小規模事業場の経営者に必

要な知識・能力として、①両立支援の基

本的知識、②就業規則等の制度化の知識、

③個人情報保護の知識、④産業保健スタ

ッフの活用の知識、⑤主治医への情報提

供・入手のための知識、⑥両立支援関連

機関の活用のための知識、⑦従業員／家

族とのコミュニケーションのための知

識・能力、⑧職場環境の理解・改善方法・

同僚への配慮のための知識・能力、⑨健

康経営推進のための知識が挙げられた。 

 研究分担者らで協議し、これらの項目

を盛り込む教育コンテンツ案を作成した。 

 

２）教育コンテンツ案の試行 

 全国健康保険協会熊本支部が事務局を

担い、熊本県の企業の健康経営の質の向

上、従業員の健康度の向上及び生産性の

向上を目指している「くまもと健康企業

会」の勉強会にて、令和 2 年度の成果物

である映像コンテンツの視聴と、両立支

援の取り組み方に関する 20分程度の講演

を行い、受講者にアンケートを行った。 

受講者にアンケートとして、１）受講者

属性 ２）内容①治療と仕事の両立支援

の必要性、②個別事例の対応で企業が行

うこと、③治療と仕事の両立支援のため

に制度面で企業が取り組むこと）の理解

度 ３）両立支援の具体的な取組み４つ

（①安全衛生委員会などの会議で議題と

する、②時間単位の有給休暇制度をつく

る、③短時間勤務制度をつくる、④啓発）

について取り組み状況と取り組む意向、

個別事例が発生し対応する場面であなた

が考える優先度を確認した。 

 

３）教育コンテンツ案の映像化 

１）２）をもとに教育コンテンツを映像

化した。 
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Ｃ．結果 

【コンテンツ A】 

  対象者は中小企業経営者、目的は両

立支援の事例を交えた両立支援の有用性

を容易に理解してもらえることとした。

映像コンテンツの用途として、①集合教

育の導入映像、②ＨＰでの一般向けに公

開する映像とした。 

シナリオを完成させ、（資料１）映像コン

テンツを作成した。 

 

【コンテンツ B】 

教育コンテンツ案を作成し、試行を９

月に実施した。受講者４５名のアンケー

トの結果を得た。受講者は役員 1 割、人

事労務役職者が 18％、人事労務担当者が

24％であった。理解度は、①治療と仕事

の両立支援の必要性について回答者全員

が「十分理解できた」もしくは「ある程

度理解できた」と回答した。②個別事例

の対応で企業が行うことについても回答

者全員が「十分理解できた」もしくは「あ

る程度理解できた」と回答した。③治療

と仕事の両立支援のために制度面で企業

が取り組むことについては、回答者の 8

割が「十分理解できた」もしくは「ある

程度理解できた」と回答した。具体的な

取り組み４つ（①安全衛生委員会などの

会議で議題とする、②時間単位の有給休

暇制度をつくる、③短時間勤務制度をつ

くる、④啓発）の取組状況ならびに今後

の見込みについて、全項目６割以上の回

答者が「既に取り組んでいる」もしくは

「１年以内に取り組みたい」との回答で

あった。（資料１） 

映像コンテンツの用途として、①集合

教育の導入映像、②ＨＰでの一般向けに

公開する映像とした。 

シナリオを完成させ、（資料１）のシナリ

オをもとに映像コンテンツを作成した。 

 

D．考察 

 中小企業の経営者等向けの啓発に利用

できる年度作成した映像コンテンツを作

成した。 

研修後のアンケートでは理解度も高か

った。また、具体的な取組について６割

以上の回答者が「既に取り組んでいる」

「１年以内に取り組みたい」を回答し、

制度面の取り組みは中小企業にとっても

実施上の困難はそれほど大きくない可能

性もある。 

今後動画を公開するなどで、普及を図

りたい。 

 

F．引用・参考文献 

なし 

 

Ｇ．学会発表 

 なし 

 
Ｈ. 論文業績 

 なし 
H．知的財産権の出願・登録状況：(予定を

含む。） 
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1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 

 なし 
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【コンテンツ A】 
資料１ 
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【コンテンツ B】 
資料 1  研修後アンケート結果

(n=45)
Ⅰ.あなたについて教えてください。 Ⅱ.本日の研修の理解度を教えてください。 
1）年代について ① 治療と仕事の両立支援の必要性

実数 割合(％) 実数 割合(％)
20代 4 8.9% a.十分理解できた 33 73.3%
30代 9 20.0% b.ある程度理解できた 12 26.7%
40代 12 26.7% c.あまり理解できなかった 0 0.0%
50代 9 20.0% d.理解できなかった 0 0.0%
60代 9 20.0%
70代 1 2.2%
無回答 1 2.2%

実数 割合(％)
a.十分理解できた 28 62.2%

2）職種について b.ある程度理解できた 17 37.8%
実数 割合(％) c.あまり理解できなかった 0 0.0%

役員／取締役 5 11.1% d.理解できなかった 0 0.0%
人事労務／役職者 8 17.8%
人事労務／担当者 11 24.4%
その他 18 40.0%
無回答 3 6.7% 実数 割合(％)

a.十分理解できた 27 60.0%
b.ある程度理解できた 16 35.6%
c.あまり理解できなかった 2 4.4%
d.理解できなかった 0 0.0%

① 安全衛生委員会などの会議で議題とする ② 時間単位の有給休暇制度をつくる
実数 割合(％) 実数 割合(％)

既に実施している 12 26.7% 既に実施している 21 46.7%
１年以内に取り組みたい 17 37.8% １年以内に取り組みたい 9 20.0%
いつか取り組みたい 14 31.1% いつか取り組みたい 15 33.3%
取り組む予定はない 2 4.4% 取り組む予定はない 0 0.0%
無回答 0 0.0% 無回答 0 0.0%

③ 短時間勤務制度をつくる

実数 割合(％) 実数 割合(％)
既に実施している 26 57.8% 既に実施している 10 22.2%
１年以内に取り組みたい 7 15.6% １年以内に取り組みたい 21 46.7%
いつか取り組みたい 11 24.4% いつか取り組みたい 14 31.1%
取り組む予定はない 0 0.0% 取り組む予定はない 0 0.0%
無回答 1 2.2% 無回答 0 0.0%

実数 割合(％)
a.本人の働く意欲 40 88.9%
b.仕事を安全にできるか 32 71.1%
c.手続きをしっかり踏むこと 8 17.8%
d.従業員間の平等 11 24.4%
e.本人のこれまでの会社への貢献 2 4.4%
f.(本人や家族)経済的に困窮しないか 14 31.1%
g.本人の個別性の配慮 28 62.2%

 

Ⅳ.個別事例が発生し対応する場面であなたが考える優先度を教えてください。(3つ優先度が高いものを選択)

② 治療と仕事の両立支援のために、個別事例の対応で企業が行うこと

③ 治療と仕事の両立支援のために制度面で企業が取り組むこと

④ 啓発(治療と仕事の両立支援に関するポスターの掲示や研修会の
    開催など)

Ⅲ.以下の取り組みについて、御社で既に取り組まれていること、今後取り組もうと思われたこと・取り組む予定がないことについて教えてくださ
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資料２ 
「治療と仕事の両立支援について」動画シナリオ 
 
Ｐ１（表紙）…治療と仕事の両立支援について 
１－この動画の目的 
 

 
 
参考／厚生労働省「事業
場における治療と仕事の
両立支援のためのガイド
ライン」 
 

 
この動画では、「治療と仕事の両立支援」について 
厚生労働省のガイドラインに沿いながら 
分かりやすく説明します。 
 
「治療と仕事の両立支援」は、ここ数年で注目されている国の
「健康経営優良法人」認定制度でも、「病気の治療と仕事の両
立の促進に向けた取り組み」として、任意項目の１つに盛り込
まれています。 
 

 
Ｐ２…治療と仕事の両立支援の必要性が注目される背景 
２－治療と仕事の両立支援が注目される３つの背景 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
「治療と仕事の両立支援」とは、 
がんなどの重い病気を患っても、 
従業員が治療を受けながら仕事を続けられるように 
支援するための取り組みです。 
 
この「治療と仕事の両立支援」が注目されているのは 
３つの社会的な背景があります。 
 
まずは、医療の進歩によって 
かつて「不治の病気」とされていた様々な疾病が、「長くつき
あう病気」に変化しつつあることです。 
 
がんを一例に見ても５年生存率は年々上がり続けています。 
 
つまり、重い病気を患っても、治療を経て 
やがて日常生活に戻っていく人が増えているということです。 
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これに続いて、病院での入院期間も短縮傾向にあります。 
がんの平均在院日数は、いまや 20 年前の半分以下です。 
 
 
長くつきあう病気が増え、入院期間が短縮していることは 
たとえ病気になっても短期で社会復帰を果たし、治療を続けな
がら再び働いている人が増えていることを示しています。 
 
それは３つ目の背景、「労働力の確保」に通じます。 
国内の労働力は少子高齢化によって減少の一途をたどってお
り、それは今後も続くと予測されています。 
 
企業にとって人材の確保は重要な課題ではないでしょうか。 
 
がんや循環器疾患といった病気を抱えながらも働く意欲を持
つ人たちは、仕事や通院に対する適切な配慮があれば活躍する
ことが出来る、企業にとって貴重な人材です。 
 
つまり、治療と仕事の両立支援に取り組むことは、 
従業員の支援であると同時に、 
企業側にとっても大切な人材を確保し、安定した経営を続ける
ための重要な取り組みなのです。 
 

 
Ｐ３…病気になった時 
３－病気を抱えた本人の心境を想像する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
治療と仕事の両立支援を行うにあたって 
経営者がまず理解しておきたいのが、 
病気を抱えた従業員本人の不安定な心境です。 
 
病気を告知された本人は突然のことに大きなショックを受け、 
将来への不安、治療への不安、経済的な不安など 
つらい精神状態に陥ることが少なくありません。 
 
そして、心配ごとを一つでも減らしたい、 
周りに迷惑をかけたくないという一心から、 
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すぐに退職を願い出てしまう人がとても多いのです。 
 
しかし前にも述べたとおり、がんをはじめ様々な疾患は長くつ
きあう病気へと変わり始めており、実際多くの人が社会復帰を
果たしています。 
 
「仕事を辞めたい」「続ける自信がない」などの言葉を本人が
口にしても、それは冷静な判断ではないかもしれません。 
突然大きな病気に直面し大変なショックを受けていることを
念頭に置きながら、本人に寄り添い、今後のことを一緒に考え
ていく姿勢が大切です。 

 
（挿入－PDF資料Ｐ31 棒グラフ） 
４－病気を抱える従業員への対応で困ったこと 
 
 
 
 

 
※「全体（n-357）」を使
う 
東京都の企業向け調査 

そうは言っても、受け入れる企業としては、これまでと同じよ
うに働けるのか、仕事をさせても良いのか、不安もあると思い
ます。 
 
こちらは実際に両立支援を実施した企業が、病気を抱える従業
員への対応で困ったことを調査したアンケート結果です。 
 
最も多かったのは「従業員の病気や治療に関する見通しが分か
らなかった」という声です。 
 
たしかに、病気の状態や治療方法、どういう副作用があるかと
いった、治療に関する詳しい情報は医療機関にあるため、企業
側だけでは把握できません。 
 
一方で、企業側が治療の詳細な情報を知り得ないように、主治
医は患者の仕事がどんな業務でどんな働き方か、詳しく知りま
せん。 

 
Ｐ４…（グラフ）／P６…勤務情報提供書 
５－企業と主治医の連携 
※グラフをパーツごとに
表示していくイメージで
す 

 
そこで重要になるのが「企業と主治医の連携」です。 
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・グラフの縦軸・横軸を
表示 
 
・黒線（健康度）を表示 
・【診断】【入院】【退院】 
・【職場復帰】を表示 
 
・赤の点線（就業能力）
を表示 
 
職場、主治医、連携⇔ 
※地域社会が出てこない
… 

 
主治医は、患者が日常生活を送るなかで、どんな負担をどの程
度なら行っても病状に支障がないか判断を行います。働いてい
る患者にとっては、仕事も日常のうちです。 
患者の仕事がどんな業務でどんな働き方なのか、詳しい情報が
あれば、主治医は仕事についても判断が可能になります。 
 
だからこそ、両立支援を円滑に進めるには企業と主治医の連携
が不可欠なのです。 
 

 

 

 
連携を図る具体的な手段のひとつが、業務内容や勤務状況を主
治医に伝える書類、「勤務情報提供書」です。 
 
基本的には病気を抱える従業員本人が記入するものですが、 
企業の担当者が書類の作成をサポートしても構いません。 
 
企業と主治医、それぞれが持っている情報を共有し連携するこ
とで、より適切な両立支援を実施することができます。 

 
Ｐ７ 取り組むこと② ～両立支援を行うための環境整備～ 
６－両立支援に必要な社内環境・体制づくり 
 
 
 
（４項目＝P7の１～４） 
 

 

 
 
 
 
 

 
では、社内にはどんな体制を整えておけばよいのでしょうか。 
 
まずは、社内の風土づくりとして 
１．事業者による基本方針の表明と労働者への周知 
２．研修等による両立支援に関する意識啓発 
から始めましょう。 
 
病気を抱えながらも働き続けられるように支援する方針であ
ることを、全ての従業員に周知しましょう。治療と仕事の両立
支援に関する研修や情報発信を行うことで、「もし自分が」「も
し同僚が」病気になっても、働き続けられるように皆で協力し
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て当たり前という「持ちつ持たれつ」の社内風土を育みます。 
 
また、 
３．相談窓口の明確化 
両立支援の相談窓口となる部署はどこかを 
明確に決めて周知しておきましょう。 
 
 
「病気を抱える従業員の受け入れ」と聞くと大がかりな取り組
みのようにも感じますが、この３点からも分かるように治療と
仕事の両立は「育児と仕事の両立」や「介護と仕事の両立」に
必要な取り組みや制度を活用することが出来ます。 
 
様々な事情を抱えていても、その特性等に応じて最大限活躍で
きる社内風土を醸成すること。それは、ダイバーシティ推進等
の観点からも、これからの時代を生きる企業にとって大きな強
みになるはずです。 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
４．両立支援に関する制度・体制等の整備 
具体的な制度や体制等としては「休暇制度・勤務制度の整備」
や「関係者の役割の整理」があげられます。 
 
（１．休暇制度、勤務制度の整備） 
例えば、がんの化学療法のために数時間だけ仕事を抜けなけれ
ばならないという時、有給休暇を１日単位で取得していると日
数が足りなくなることがあります。有給休暇を１日単位ではな
く時間単位で取得できるようにすれば、有給休暇をより有効に
治療に活用できるかもしれません。 
 
そのほか、時差出勤、短時間勤務、在宅勤務など、様々な視点
から休暇制度・勤務制度を検討してみましょう。 

 
 
 
 
 

 
（２．関係者の役割の整理） 
両立支援に関して、専門的な知識やスキルがあるのは産業医や
産業保健師等の産業保健専門スタッフですが、ほとんどの中小
企業では専門スタッフが常勤していないのが現実です。 
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・産業保健総合支援セン
ター 
 

 
そこで頼りになるのが地域の公的機関です。 
通称「さんぽセンター」と呼ばれている「産業保健総合支援セ
ンター」は、各都道府県に展開されており、両立支援コーディ
ネーターの研修を受講した両立支援促進員が配置されていま
す。 
 
両立支援コーディネーターは、患者側（家族など）、医療機関
側（主治医、看護師など）、企業側（産業医、衛生管理者、人
事労務担当者など）のそれぞれの立場から患者に寄り添い、３
者間の情報共有を円滑にする役割を担います。 
 
さんぽセンターでは、支援に備えた制度・体制づくりに関する
企業からの相談はもちろん、従業員から支援の申し出があった
場合の個別調整など、随時無料で両立支援相談員が相談に乗っ
てくれます。お困りの際には、是非ご活用ください。 

 
Ｐ５…取り組むこと① ～個別事例 留意事項～／Ｐ６…勤務情報提供書 
７_01－病気を抱える従業員に対する留意点① 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
では実際、社内に両立支援が必要な従業員が現れたとき、従業
員本人に対してどのような取り組みが望ましいでしょうか。 
 
まず考えるべきは、従業員の安全と健康の確保です。 
 
（□労働災害が生じないように） 
安全はすべてに優先されるように、労働災害が生じないための
留意が大切です。 
 
体力の低下によってふらつきがある場合は、高所での作業をさ
せない、化学療法中で脱水症状を起こしやすい状態にある場合
は炎天下の作業をさせないなど、従業員の健康状態に合わせて
職務内容を配慮しましょう。 
 
（□疾病の増悪がないように） 
また、企業として気になるのは仕事をすることで病気を悪化さ
せてしまうことではないでしょうか。たしかに心配だと思いま
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す。 
 
しかし、すべての業務が実際に病状に悪影響を及ぼすとは言え
ません。例えば、化学物質を扱う業務や過度な長時間労働など
対処が必要なケースももちろんありますが、一般的なデスクワ
ークなどは「ほとんど影響はない」と主治医に判断されるでし
ょう。 
 
 
こうした労働災害防止のための安全配慮は、先に紹介した「勤
務情報提供書」で職務内容や勤務形態を主治医に伝えることで
適切な判断を仰ぐことができます。 

 

 
 

 
ところで、治療と仕事の両立は、病気を抱える本人が治療にし
っかり向き合うこと（労働者本人による取組）、 
 
また、仕事と両立するために必要な支援を本人から申し出るこ
とを基本としています（労働者本人の申出）。 
 
しかし、病気を患う本人は周囲に気を遣って、業務内容の変更
や勤務についての要望をなかなか言い出しにくいものです。何
か気になっていることはないか、企業側からの働きかけや申し
出をしやすい環境を整えることも大切です。 
 

 

 
 

 
（治療と仕事の両立支援の特徴を踏まえた対応） 
（□疾病の症状や治療の副作用、障害等により 
  業務遂行能力が一時的に低下する場合もあり）病気を抱え
る従業員の中には、治療の副作用などによって体調が数日悪く
なることもあります。 
 

 
 

 
 
 
 

さらに、たとえ同じ肺がんの同じステージでも、がんの性質や
元々の健康状態によって病状は大きく異なるように、病気によ
る症状の個人差も想像以上に大きいものです。 
 
 
なお、配慮を検討するうえでは、人づてに聞いた話やインター

－223－



 

ネットの情報を鵜呑みにするのではなく、まずは本人の困って
いることに耳を傾けましょう。 
 
聞きにくいこともあるかも知れませんが、お互いに気を遣い過
ぎてもうまくいきません。 
何が難しくて、何が出来るのか、どういう希望を持っているの
か、本人にしか分からないことは本人に聞いて相談しながら、
事業場の実情に応じた配慮を検討していきましょう。 

 
Ｐ８…両立支援の実際 
７_02－病気を抱えた従業員に対する留意点② 
 

 
 
 
 

 

 
両立支援を行ううえで、気をつけなければならないのが個人情
報の取り扱いです。 
 
病気は、最も機微なプライバシーな情報であり、その取り扱い
には最大の注意が必要です。 
例えば、がんの治療中であることは知らせて構わないけれど、
「乳がん」や「子宮がん」、「精巣がん」といった詳しい病名ま
では知られたくないという人も少なくありません。 
 
（受け入れ状況への配慮） 
一方で、治療のための欠勤や職務の変更は、本人だけでなく、
多くの場合、周りの従業員たちにも負担が生じます。治療は長
期にわたることも多く、周囲の負担が大き過ぎると徐々に協力
が得づらくなり、ひいては治療を受ける本人も働きづらくなっ
てしまいます。 
 
周りの理解や協力を得るには、病気の状況について、ある程度
の情報開示が効果的なことも現実です。どの個人情報をどの範
囲の人に開示するか、本人の意向を確認しながら、慎重に進め
ていく必要があります。 
 
また、周囲の負担が過度にならないよう、業務分担が可能な体
制を整えておく等、日頃から具体的な対策を講じることが大切
です。 
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（ナシ） 
８－まとめの言葉 
 
 
 
 
 
 
 
 

特に中小企業にとって１人の従業員の損失が、経営に与える影
響は決して小さくありません。 
 
様々な従業員が最大限活躍できる会社は、これからの時代を生
きるうえで大きな強みになるはずです。 
 
大切な従業員、そして企業の未来のためにも治療と仕事の両立
支援の環境づくりを始めましょう！ 
 
（※昨年の動画へのリンク） 
【参考動画】 
従業員が大腸がんに…。ある中小企業経営者の決断とは―― 
https://www.youtube.com/watch?v=IcYovuclaXA 
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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

中小企業等における治療と仕事の両立支援の取り組み促進のための研究 

分担研究報告書 

両立支援アクションチェックリストの開発 

研究代表者 立石 清一郎 （産業医科大学 産業生態科学研究所 教授） 

研究分担者 原田 有理沙 （産業医科大学 医学部 両立支援科学 助教） 

研究要旨： 

【目的】治療と仕事の両立支援（以下、両立支援）については、「事業場における治療

と仕事の両立支援のためのガイドライン（平成 28 年）」の取りまとめより 6 年が経過

し、順調に社会的認知は進んできたものの、ガイドラインに列挙されている両立支援に

必要な仕組みや環境の整備（休業制度の整備・主治医とのコミュニケーション・就業配

慮の検討・個人情報の取り扱い・相談窓口の設置等）を網羅的に行わなければならない

という固定観念があるため、現場では未だ「両立支援とは難しく、スタートのハードル

が高い」印象が拭えない。本研究では、両立支援のハードルを下げ、支援者各々が次の

一歩を歩むためのヒントとして両立支援アクションチェックリストを提案することを

目的に、両立支援の経験者らが具体的に実践している良好事例を聴取し、産業医からの

聴取で両立支援アクションチェックリストを作成した（令和 2年度）。 

今回は、両立支援のベタな実践要素及び行動を整理しさらに 1 つでも多く取り入れ

るべく、さらに当事者及び社会保険労務士より追加聴取し両立支援のベタな実践要素

及び行動を整理した。 

【方法】オンラインにて、フォーカスグループインタビュー調査を実施した（実施期

間：2021年 12月‐2022 年 3月）。Ⅰ-1．当事者インタビュー：当事者 11名を対象に、

3グループ、Ⅰ-2．社会保険労務士インタビュー：社会保険労務士 4名 2グループを対

象に、自身の過去の経験あるいは経験した事例を基に、仕事と治療の両立支援に必要な

要素や行動について聴取した。尚、インタビュー対象者は機縁法によって選抜した。Ⅰ

-3．事業者及び人事労務担当者の経験：これまで公開されている企業インタビュー等の

内容を確認した。聴取内容について、産業医資格を有する医師 3名（産業衛生指導医 1

名、産業衛生専門医 1 名を含む）によって実践要素及び行動を抽出し、KJ法を用いて、

場面別に類型化を行った。 

【結果】入院加療・自宅療養によって休職を要する事例発生時に、職場で両立支援を行

うために必要な要素及び行動として、Ⅰ-1．当事者インタビュー：計 39項目、Ⅰ-2．

社会保険労務士インタビュー及び内容分析：計 40項目、が聴取された。産業医からの

聴取より作成した両立支援アクションチェックリストに 11項目追加された。 

【考察】今回、我々は、有効な両立支援アクションについて過不足なく収載した両立支

援アクションチェックリストを開発した。両立支援に意欲的に取り組む経験者らから、

両立支援の具体的かつベタな実践要素及び行動を聴取し整理できたことで、両立支援
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とは、たとえ専門家以外の支援者であっても、容易にスタートかつ達成できる取り組み

であることを十分に示せた。これらの要素や行動を 1 つでも実施できれば、両立支援

を実践できていると評価でき、さらに 1 つでも多く取り入れていけば、より円滑な支

援を目指せると考える。今後、開発した両立支援アクションチェックリストを公開し、

中小企業での両立支援の拡充を図っていく。 

研究協力者 

橋本 博興   （産業医科大学 医学部 両立支援科学 修練医） 

石上 紋    （産業医科大学病院 両立支援科 保健師） 

 

Ａ．目的 

治療と仕事の両立支援（以下、両立支援）

については、「事業場における治療と仕事の

両立支援のためのガイドライン（平成 28 年）」
の取りまとめより 6 年が経過し、順調に社会
的認知は進んできたものの、ガイドラインに

列挙されている両立支援に必要な仕組みや

環境の整備（休業制度の整備・主治医との

コミュニケーション・就業配慮の検討・個人情

報の取り扱い・相談窓口の設置等）を網羅

的に行わなければならないという固定観念

があるため、現場では未だ「両立支援とは難

しく、スタートのハードルが高い」印象が拭え

ない。本研究では、両立支援のハードルを

下げ、支援者各々が次の一歩を歩むための

ヒントとして両立支援アクションチェックリスト

を提案することを目的に、両立支援の経験

者らが具体的に実践している良好事例を聴

取し、両立支援のベタな実践要素及び行動

を整理した。 
前年度、両立支援に意欲的に取り組む経

験者として産業医から、両立支援の具体的

かつベタな実践要素及び行動を聴取し整理

できたことで、両立支援とは、たとえ専門家

以外の支援者であっても、容易にスタートか

つ達成できる取り組みであることを十分に示

せた。これらの要素や行動を 1 つでも実施

できれば、両立支援を実践できていると評

価でき、さらに 1 つでも多く取り入れていけ

ば、より円滑な支援を目指せると考えた今回

は、両立支援のベタな実践要素及び行動を

整理しさらに 1 つでも多く取り入れるべく、さ
らに当事者及び社会保険労務士より追加聴

取し両立支援のベタな実践要素及び行動を

整理した。 
 

Ｂ．方法 
Ⅰ-1．産業医インタビュー 

オンラインにて、フォーカスグループ

インタビュー調査を実施した。 

・実施期間：2020年 11月 24-30日 

・対象者選抜：機縁法により選抜した。 

・対象者：産業医 11 名（産業衛生専門医

を有する実務経験年数 5 年以上）。2 グル

ープに分けた（5名、6名） 

・聴取内容：自身が過去に経験した事例を

基に、仕事と治療の両立支援に必要な要

素や行動について聴取した。 
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Ⅰ-2．当事者インタビュー 

オンラインにて、フォーカスグループ

インタビュー調査を実施した。 

・実施期間：2021年 12月 8－26日 

・対象者選抜：機縁法により選抜した。 

・対象者：当事者 11 名。3 グループに分

けた（3名、4名、4 名） 

・聴取内容：自身の過去の経験を基に、仕

事と治療の両立支援に必要な要素や行動

について聴取した。 

Ⅰ-3．社会保険労務士インタビュー 

オンラインにて、フォーカスグループ

インタビュー調査を実施した。 

・実施期間：2021年 2月－3月 

・対象者選抜：機縁法により選抜した。 

・対象者：社会保険労務士 4 名（両立支

援の経験を有する）。 

・聴取内容：自身が過去に経験した事例を

基に、仕事と治療の両立支援に必要な要

素や行動について聴取した。 

Ⅰ-4．事業者及び人事労務担当者の経験 

これまで公開されている企業インタビ

ューや過去の日本産業衛生学会シンポジ

ウム、厚生労働省主催の両立支援セミナ

ーの内容を確認した。（厚生労働省．治療

と仕事の両立ナビ．2021 年度両立支援シ

ンポジウム/セミナー： 

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/symposi

um/2021/） 

 

Ⅰ-5．内容分析 

１）聴取内容について、産業医資格を有す

る医師 3 名（産業衛生指導医 1 名、産業

衛生専門医 1名を含む）、産業保健看護職

（両立支援の経験を 30例以上有する）に

よって、実践要素及び行動を抽出した。 

２）KJ 法を用いて、場面別に類型化を行

った。 

 

Ⅱ．アクションチェックリスト案作成 

 内容分析を基に、産業医資格を有する

医師 3 名（産業衛生指導医 1 名、産業衛

生専門医1名を含む）、産業保健看護職（両

立支援の経験を 30例以上有する）によっ

て、企業向け両立支援アクションチェッ

クリスト案を作成した。 

 

Ｃ．結果 

Ⅰ-1．産業医インタビュー及び内容分析 

入院加療・自宅療養によって休職を要

する事例発生時に、職場で両立支援を行

うために必要な要素及び行動として、計

51項目が聴取された。 

事例対応の関係者の行動（個別対応）に

ついて、場面別には、 

1)休職に入る時：7項目 

（すぐに辞職の決断をせず、いったん休

職することを勧める等）、 

2)休職中：4項目 

（しっかりと休職できるよう、職場の仕

事の分担をする等）、 

3)職場復帰時：14項目 

（本人に就業に当たって配慮してほしい

ことの申し出を勧める等）、 
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4)フォローアップ時：4 項目 

（仕事や環境が負担になっていないかの

確認等） 

があった。 

また、事例発生に備える平時からの取

り組みとして、 

0-1)組織対応：14 項目 

（休業者情報の取り扱いの仕組み構築

等）、 

0-2)事業者の姿勢：8 項目 

（日ごろからの助け合えるチームワーク

構築等） 

があった。 

Ⅰ-2．当事者インタビュー及び内容分析 

入院加療・自宅療養によって休職を要

する事例発生時に、職場で両立支援を行

うために必要な要素及び行動として、計

39項目が聴取された。 

事例対応の関係者の行動（個別対応）に

ついて、場面別には、 

1)休職に入る時：6項目 

（休職前でも使える有給休暇日数などに

ついて本人に伝える等）、 

2)休職中：4項目 

（しっかりと休職できるよう、職場の仕

事の分担をする等）、 

3)職場復帰時：13項目 

（原則として現職復帰から検討する等）、 

4)フォローアップ時：4 項目 

（日ごろから本人に声かけをする等） 

があった。 

また、事例発生に備える平時からの取

り組みとして、 

0-1)組織対応：8項目 

（休職中に月に 1 回程度上司が本人に連

絡するルールを構築する等）、 

0-2)風土：4 項目 

（両立支援シンポジウムやがん教育研修

に参加する等） 

があった。 

Ⅰ-3．社会保険労務士インタビュー及び

内容分析 

入院加療・自宅療養によって休職を要

する事例発生時に、職場で両立支援を行

うために必要な要素及び行動として、計

40項目が聴取された。 

事例対応の関係者の行動（個別対応）に

ついて、場面別には、 

1)休職に入る時：7項目 

（診断書の提出について本人に伝える

等）、 

2)休職中：3項目 

（予想休業・休暇期間を主治医に確認す

る等）、 

3)職場復帰時：14項目 

（産業医・産業看護職との面接の機会を

設ける等）、 

4)フォローアップ時：3 項目 

（資格取得や技能習得を支援する等） 

があった。 

また、事例発生に備える平時からの取

り組みとして、 

0-1)組織対応：5項目 

（外部機関（ジョブコーチ、職業訓練セン
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ター、産業保健総合支援センターなど）を

活用する準備をする等）、 

0-2)風土：8 項目 

（両立支援コーディネーター研修を受講

する等） 

があった。 

 

Ⅰ-4．事業者及び人事労務担当者の経験 

これまで一般公開されている両立支援

の取り組みへの企業インタビューや過去

の日本産業衛生学会シンポジウムの内容

から、人事労務担当者の視点からの経験

も確認できたが、追加されるアクション

は無かった。 

 

Ⅱ．アクションチェックリスト作成 

両立支援に取り組んだ経験のある産業

医の聴取より作成した両立支援アクショ

ンチェックリストに、当事者及び社会保

険労務士からの聴取にて、11 項目が追加

となった。 

 

【事例対応の関係者の行動（個別対応）】 

1)休職に入る時 

1.1 辞めないで、いったん休業・休職

することを本人に伝えます 

1.2 制度的にも心理的にも安心して

休めるように本人に声掛けをします 

1.3 休職の手続きなどについて本人

に伝えます 

1.4 診断書の提出について本人に伝

えます 

1.5  有給休暇と休職制度の使い分けに

ついて、本人と話し合います 

1.6 休職で影響を受ける同僚に、休職

の見込みと病状の一部を伝えることを本

人と相談します 

1.7 本人に相談したいことや配慮を

受けたいことなどは気軽に連絡するよう

伝えます 

1.8 職種ごとの役割について確認し

ます。 

1.9 休職者の情報を産業医・産業看護

職などの職場の医療職に伝え、休養中の

職場の対応についてアドバイスを受けま

す 

1.10 厚生労働省の HP などで似たよう

な両立支援に関連する事例を確認するな

ど復帰に向けて準備を行います。 

 

2)休職中 

2.1 本人がしっかり休むことができ

るよう職場の仕事の分担を行います 

2.2 定期的に本人と連絡を取り状況

を確認します 

2.3 予想休業・休暇期間を主治医に確

認します 

2.4 対応者は共感の姿勢で対応する

よう心掛けます 

 

3)職場復帰 

3.1 職場復帰に当たって本人の話や

本人の希望をよく聴取します 

3.2 産業医・産業看護職との面接の機
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会を設けます 

3.3 原則、現職復帰から検討します 

3.4 本人の健康情報が適切に取り扱

われることを説明します 

3.5 利用できる制度や配慮可能な範

囲や選択肢を、本人と確認します 

3.6 主治医に勤務情報提供書を提出

します 

3.7 主治医に就業上の注意点が記載

された意見書の提出を求めます 

3.8 主治医の診察時に本人の同意を

得て会社の上司が同席し就業上の注意点

を確認します 

3.9 本人に就業に当たって配慮して

ほしいこと（駐車場を近くにするなど）の

申し出をするよう勧めます 

3.10 主治医の意見書を参考に、①安全

配慮上必要である適切な就業上の措置の

検討と、②配慮してほしいことの実践に

ついて本人とともに確認します 

3.11 就業上の措置が実施される場合

には産業医に相談します 

3.12 就業上の措置を実施することで

影響を受ける同僚に影響の範囲と病状の

一部を説明します 

3.13 安全に通勤可能か確認します 

3.14 職場復帰の目的・目標・ゴールを、

本人を含めた関係者で協議します 

3.15 職場復帰プランを本人とともに

検討します 

3.16 外部機関（ジョブコーチ、職業訓

練センター、産業保健総合支援センター

など）の活用を検討します。 

 

4)フォローアップ時 

4.1 日ごろから本人に声かけをしま

す 

4.2 見た目の変化についての申し出

に対して、受容的な姿勢で対応するよう

心がけます 

4.3 仕事や環境が負担になっていな

いか本人に聴取します 

4.4 本人のキャリアやアイデンティ

ティなどについて不安に思っていること

について聴取します 

4.5 病状や治療状況に変化 がないか

本人に聴取します。変化があれば、3（職

場復帰）の対応と同様の検討を行います。 

4.6 就業上の措置の実施で影響を受

けている同僚等にも、負担になっていな

いか聴取します。必要に応じて、病状の一

部も追加説明します。 

4.7 資格取得や技能習得を支援しま

す 

 

【0-1 組織対応】 

5)休職時 

5.1 休職者情報を、関係者（上司・人

事・衛生管理者・産業保健スタッフ）に周

知する仕組みを構築します 

5.2 健康情報（個人情報）の取り扱い

フローを作成します 

 

6)休職中 

－234－



 

6.1 休職中に月に1回程度上司が本人

に連絡するルールを構築します。 

 

7)職場復帰時 

7.1 勤務情報提供書の書式を準備し

主治医に手渡す仕組みを構築します 

7.2 主治医の意見書の書式を整備し

主治医から確実に意見書を受け取るルー

ルを構築します。 

7.3 就業上の措置を実施するにあた

り、産業医の助言を受ける体制を構築し

ます 

7.4 就業上の措置を実施する場合、事

前に本人と協議する仕組みを構築します 

 

8)日ごろから 

8.1 特定の疾患（がんなど）に偏らず

すべての労働者が働きやすくなる（ダイ

バーシティマネジメント）制度・環境づく

りを行います 

8.2 制度や環境が実際に充分利用で

きる状況か定期的に確認します 

8.3 慢性疾患では経過中の症状変化

に合わせて就業上の措置を実施できるよ

う工夫します 

8.4 労働者が健康に関することにつ

いて相談できる相談窓口を設置し、周知

します 

8.5 外部機関（ジョブコーチ、職業訓

練センター、産業保健総合支援センター

など）を活用する準備をします 

8.6 部下の変化に気づいた際は本人

の話を十分に聴くことを、管理者に教育

します 

8.7 仕事での病気による働きづらさ

があれば都度を申し出るよう、労働者に

教育します 

 

【0-2 風土】 

9)目的の共有化 

9.1 自社にとって両立支援を実施す

る目的について事前に検討します 

9.2 健康経営の一環として両立支援

に取り組みます 

 

10)周知 

10.1 利用できる制度や環境について

周知します 

10.2 両立支援の実施について社内周

知をします 

10.3 実際に一例体験したら、組織体験

や個人体験を個人情報の範囲内で共有し

ます 

10.4 厚生労働省や地方自治体主催の

企業向けの両立支援シンポジウムやがん

教育研修会に参加します 

10.5 両立支援コーディネーター研修

を受講します。 

 

11)助け合いの文化 

11.1 日ごろからチームワークを構築

し「お互い様」の文化を育てます 

11.2 必要に応じて制度を柔軟に運用

できるよう体制を構築します 
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11.3 休みやすい環境整備を行います 

11.4 がん検診の受診など衛生委員会

等で周知します 

 

D．考察 

 今回、両立支援に意欲的に取り組む経

験者らから、両立支援の具体的かつベタ

な実践要素及び行動を聴取し整理できた。

産業医の聴取より作成した両立支援アク

ションチェックリストに、当事者及び社

会保険労務士からの聴取にて11項目が追

加となった。産業医からの聴取に相反す

る内容は認めなかった。 

また、これまで一般公開されている両

立支援の取り組みへの企業インタビュー

や過去の日本産業衛生学会シンポジウム

の内容から、人事労務担当者の視点から

の経験も確認できたが、追加されるアク

ションは無かった。 

本研究では、産業医・社会保険労務士・

当事者・企業人事労務担当者の視点から、

両立支援アクションを収集した。有効な

両立支援アクションについて、概ね収載

できたと考える。 

 

 当事者インタビュー及び社会保険労務

士インタビューにて追加となった具体的

な項目は、以下の通りである。 

1.4 診断書の提出について本人に伝

えます 

1.3 の休職の手続きの中で、特に、医療

機関から情報や書面をとってくることは

本人にわかりやすく伝えなければ、行動

できないことが多い。診断書で正確な病

名がわかると、専門職への相談がしやす

くなる。また、事務処理上必要な、診断書

に記載してもらいたい事柄や記載上の注

意点があれば、あわせて本人に伝える。必

要な書式を本人から主治医に伝えれるよ

うに通知することで、診断書を何度も再

発行せずに済む。例えば、休業起算日と整

合性をとるための日時に関する注意点、

就業規則上の 1度で有効な最長期間（1か

月毎の提出の決まりがある）等である。 

 

1.5 有給休暇と休職制度の使い分け

について、本人と話し合います 

  事業場ごとに利用できる休職制度や

有給休暇の種類に違いがある。本人から

休業・休職の申し出があった際に、利用で

きる有給休暇の残り日数や休職可能期間

を確認し、どのように使い分けるとより

有効利用できる可能性があるかを事前に

相談しておくと、治療・療養がスムーズに

開始できる。例えば、通院で散発的に休む

場合は有給休暇取得で対応、入院でまと

まって休む場合は休職制度利用で対応、

等である。 

 

1.6 休職で影響を受ける同僚に、休職

の見込みと病状の一部を伝えることを本

人と相談します 

これまでの人間関係から自分で同僚に

伝えたいこともある。誰が、いつ、お伝え
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するのか本人の希望をよく確認する。ま

た、休職前から通院のための休暇取得や、

病気の症状によって仕事に影響が出てお

り業務軽減が必要な場合もある。休養中

の職場の対応の背景となる病状を説明す

ることで理解が得られお互い働きやすい

環境になることがある。 

 

3.2 産業医・産業看護職との面接の機

会を設けます 

産業医や産業看護職は医療のことと職

場のこと両方を知りうる存在で難解な医

療用語を職場にわかりやすく翻訳するこ

とができる。本人との直接の面接で、より

詳しい状況を把握することができる。 

 

3.13 安全に通勤可能か確認します 

決まった時間に安全に通勤が可能か、

復職までに本人自身で試しておく必要が

ある。送迎環境なども継続可能な手段か

事前に確認しておくと、安定した就業継

続につながる。事業場によっては試し出

勤制度を設けて確認している。 

 

4.1 日ごろから本人に声かけをしま

す 

 復職後は職場に迷惑をかけたという気

持ちから、自分から自分の状況を言い出

しにくいケースが多いようだ。また、職場

からも気遣いから声をかけにくいことが

ある。上司から、日常の挨拶や「体調はど

うか」という一言があると、仕事に関して

困ったことや相談したいことも言い出し

やすく、お互いに働きやすい状況となる。 

 

4.2 見た目の変化についての申し出

に対して、受容的な姿勢で対応するよう

心がけます 

治療の影響で、脱毛などの見た目の変

化や、声が出にくいなどの障害を有した

場合、人の目や差別に悩むことがある。着

替えやウィッグ着脱についての申し出に

対して受容的な対応があると、本人の心

理的負担が軽減され、業務に前向きに取

り組むことができる。 

 

4.7 資格取得や技能習得を支援しま

す 

 資格取得の支援や、技能習得や自己研

鑽を奨励することで、本人ができる仕事

の幅が広がり、結果的に就労・雇用継続し

やすくなる。本人の病気を抱えてもキャ

リアを諦めない姿勢や働く意欲を維持に

つながり、周囲も配慮しながら働きやす

い雰囲気が醸成される。 

 

8.5 外部機関（ジョブコーチ、職業訓

練センター、産業保健総合支援センター

など）を活用する準備をします 

休業や両立支援が必要な労働者が発生

した時に、利用できる外部機関がどこに

ありどのように利用できるのか、わから

ないことがある。相談できる外部機関の

情報を収集し、いつでも利用できるよう
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準備する。ジョブコーチの職場受け入れ

経験や外部機関に相談した際の記録があ

ると、次回以降対応しやすくなる。 

 

10.4 厚生労働省や地方自治体主催の

企業向けの両立支援シンポジウムやがん

教育研修会に参加します 

 治療と仕事の両立支援の取組の促進を

図ることを目的に、厚生労働省や地方自

治体がシンポジウムや研修会を開催して

いる。他企業での実際の取り組みや経験

から、自社に役立つ情報を得ることがで

きます。開催情報は、厚生労働省の両立支

援 ポ ー タ ル サ イ ト

（ https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.j

p/case/index.html）や各地方自治体のサ

イトから確認できる。 

 

10.5 両立支援コーディネーター研修

を受講します 

両立支援コーディネーターは、患者・家

族と医師・医療ソーシャルワーカーなど

の医療側と産業医・衛生管理者・人事労務

担当者などの企業側の３者間の情報共有

の役割を果たす。両立支援コーディネー

ター研修の開催情報は、労働者健康安全

機 構 の サ イ ト

（ https://www.johas.go.jp/ryoritsumo

del/tabid/1015/Default.aspx）や各地方

産業保健総合支援センターのサイトから

確認できる。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、産業医・社会保険労務士・

当事者・企業人事労務担当者の視点から、

両立支援アクションを収集した。我々は、

有効な両立支援アクションについて過不

足なく収載した両立支援アクションチェ

ックリストを開発した。 

両立支援は、「まずは実際の 1例に取り

組む」ことからスタートできる。たとえ専

門家以外の支援者であっても、容易にス

タートかつ達成できる取り組みであるこ

とを十分に示せた。これらの要素や行動

を 1 つでも実施できれば、両立支援を実

践できていると評価でき、さらに 1 つで

も多く取り入れていけば、より円滑な支

援を目指せると考える。経験の少ない中

小企業でも、小さなアクションから始め、

事例を積み重ねることで、しくみをつく

り、PDCAを回すような活動へつながると、

より円滑な支援の実現を図れる。 
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 なし 
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「両立支援アクションチェックリスト」
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両立支援・実践ヒント集（企業担当者アクションチェックリスト）  Ver. 2.0 
主語：基本的には企業の両立支援担当者です。 
本ヒント集は両立支援の実践者の良好事例をもとに作成されたものです。他社でも行われている実践例を参考に
自社でも両立支援を一歩でも進めるヒントとしてください。 
【事例対応の関係者の行動（個別対応）】 
1 休職のタイミング 

1.1 辞めないで、いったん休業・休職することを本人に伝えます 
1.2 制度的にも心理的にも安心して休めるように本人に声掛けをします 
1.3 休職の手続きなどについて本人に伝えます 
1.4 診断書の提出について本人に伝えます 
1.5 有給休暇と休職制度の使い分けについて、本人と話し合います 
1.6 休職で影響を受ける同僚に、休職の見込みと病状の一部を伝えることを本人と相談します 
1.7 本人に相談したいことや配慮を受けたいことなどは気軽に連絡するよう伝えます 
1.8 職種ごとの役割について確認します。 
1.9 休職者の情報を産業医・産業看護職などの職場の医療職に伝え、休養中の職場の対応についてアドバ

イスを受けます 
1.10 厚生労働省の HP などで似たような両立支援に関連する事例を確認するなど復帰に向けて準備を行い

ます。 
2 休職中 

2.1 本人がしっかり休むことができるよう職場の仕事の分担を行います 
2.2 定期的に本人と連絡を取り状況を確認します 
2.3 予想休業・休暇期間を主治医に確認します 
2.4 対応者は共感の姿勢で対応するよう心掛けます 

3 職場復帰 
3.1 職場復帰に当たって本人の話や本人の希望をよく聴取します 
3.2 産業医・産業看護職との面接の機会を設けます 
3.3 原則、現職復帰から検討します 
3.4 本人の健康情報が適切に取り扱われることを説明します 
3.5 利用できる制度や配慮可能な範囲や選択肢を、本人と確認します 
3.6 主治医に勤務情報提供書を提出します 
3.7 主治医に就業上の注意点が記載された意見書の提出を求めます 
3.8 主治医の診察時に本人の同意を得て会社の上司が同席し就業上の注意点を確認します 
3.9 本人に就業に当たって配慮してほしいこと（駐車場を近くにするなど）の申し出をするよう勧めます 
3.10 主治医の意見書を参考に、①安全配慮上必要である適切な就業上の措置の検討と、②配慮してほしい

ことの実践について本人とともに確認します 
3.11 就業上の措置が実施される場合には産業医に相談します 
3.12 就業上の措置を実施することで影響を受ける同僚に影響の範囲と病状の一部を説明します 
3.13 安全に通勤可能か確認します 
3.14 職場復帰の目的・目標・ゴールを、本人を含めた関係者で協議します 
3.15 職場復帰プランを本人とともに検討します 
3.16 外部機関（ジョブコーチ、職業訓練センター、産業保健総合支援センターなど）の活用を検討します。 

4 フォローアップ時 
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4.1 日ごろから本人に声かけをします 
4.2 4.2 見た目の変化についての申し出に対して、受容的な姿勢で対応するよう心がけます 
4.3 仕事や環境が負担になっていないか本人に聴取します 
4.4 本人のキャリアやアイデンティティなどについて不安に思っていることについて聴取します 
4.5 病状や治療状況に変化 がないか本人に聴取します。変化があれば、3（職場復帰）の対応と同様の検

討を行います。 
4.6 就業上の措置の実施で影響を受けている同僚等にも、負担になっていないか聴取します。必要に応じ

て、病状の一部も追加説明します。 
4.7 資格取得や技能習得を支援します 
 

【しくみ（組織対応）】 
5 休職時 

5.1 休職者情報を、関係者（上司・人事・衛生管理者・産業保健スタッフ）に周知する仕組みを構築しま
す 

5.2 健康情報（個人情報）の取り扱いフローを作成します 
6 休職中 

6.1 休職中に月に 1 回程度上司が本人に連絡するルールを構築します。 
7 職場復帰時 

7.1 勤務情報提供書の書式を準備し主治医に手渡す仕組みを構築します 
7.2 主治医の意見書の書式を整備し主治医から確実に意見書を受け取るルールを構築します。 
7.3 就業上の措置を実施するにあたり、産業医の助言を受ける体制を構築します 
7.4 就業上の措置を実施する場合、事前に本人と協議する仕組みを構築します 

8 日ごろから 
8.1 特定の疾患（がんなど）に偏らずすべての労働者が働きやすくなる（ダイバーシティマネジメント）

制度・環境づくりを行います 
8.2 制度や環境が実際に充分利用できる状況か定期的に確認します 
8.3 慢性疾患では経過中の症状変化に合わせて就業上の措置を実施できるよう工夫します 
8.4 労働者が健康に関することについて相談できる相談窓口を設置し、周知します 
8.5 外部機関（ジョブコーチ、職業訓練センター、産業保健総合支援センターなど）を活用する準備をし

ます 
8.6 部下の変化に気づいた際は本人の話を十分に聴くことを、管理者に教育します 
8.7 仕事での病気による働きづらさがあれば都度を申し出るよう、労働者に教育します 

【風土】 
9 目的の共有化 

9.1 自社にとって両立支援を実施する目的について事前に検討します 
9.2 健康経営の一環として両立支援に取り組みます 

10 周知 
10.1 利用できる制度や環境について周知します 
10.2 両立支援の実施について社内周知をします 
10.3 実際に一例体験したら、組織体験や個人体験を個人情報の範囲内で共有します 
10.4 厚生労働省や地方自治体主催の企業向けの両立支援シンポジウムやがん教育研修会に参加します 
10.5 両立支援コーディネーター研修を受講します。 
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11 助け合いの文化 

11.1 日ごろからチームワークを構築し「お互い様」の文化を育てます 
11.2 必要に応じて制度を柔軟に運用できるよう体制を構築します 
11.3 休みやすい環境整備を行います 
11.4 がん検診の受診など衛生委員会等で周知します 
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両立支援・実践ヒント集（企業担当者アクションチェックリスト）  Ver. 2.0 解説版 
 

主語：基本的には企業の両立支援担当者です。 
本ヒント集は両立支援の実践者の良好事例をもとに作成されたものです。すべて網羅的にできる必要はなく、

自社で無理のない範囲内で実践していくことが重要です。他社でも行われている実践例を参考に自社でも両立支
援を一歩でも進めるヒントとしてください。すべてのアクションは効果があったことが確認されたことが記載さ
れていますが、メリットがあっても状況次第ではデメリットになることもあり、アクションを実践すること自体
が目的にならないように注意が必要です（本来の目的は本人が安心して治療と仕事が両立できることのはずです、
ヒントを実践するという「方法」が「目的化」しないよう注意！）。 
以下、実践ヒントについてワンポイントアドバイスを作成しましたのでご覧ください。 

 
 

【事例対応の関係者の行動（個別対応）】 

1 休職のタイミング 
1.1 辞めないで、いったん休業・休職することを本人に伝えます 

 診断されたことでびっくりして仕事を辞める人も多くいます。辞める人の 4 割が、治療が始まる前
に辞めてしまうというデータもあります。また、連続して 4 日以上休んだ実績がないと傷病手当金を
もらえない可能性もあり、いったん休まないという選択は、労働者の利益を損なうことになります。
復帰できるかどうかは後日検討することでもいいので、まずはいきなり辞めないように働きかけるこ
とが肝要です。 
 

1.2 制度的にも心理的にも安心して休めるように本人に声掛けをします 
 制度的に休むことができることは知っていても、「自分が病気で休みに入ることで周りの人に迷惑を
かけてしまう」と感じる労働者は多いようです。休む制度を伝えるとともに、例えば大事な人材であ
ることを合わせて伝えるなど、労働者が戻ってきやすいような声掛けをすることも重要です。 
 

1.3 休職の手続きなどについて本人に伝えます 
 人事担当者にとって見たら休職の手続きは日常のことかもしれません。しかし、一般的な労働者に
とって休職は初めての経験であり、どこに制度が記載されているか、どうやって手続きすればいいか、
といったことはなかなか知りえない状況です。事例が発生した時に毎回確実に手続きの方法を通知す
ることが求められます。経済的な見通しについて不安を持つ方も多いので、傷病金手当等についても
説明があると安心できます。社会保険労務士等の専門家とともに、生活設計も交えた手続きを検討す
ると、十分な復職準備をすることができます。 

 
1.4 診断書の提出について本人に伝えます 

1.3 の休職の手続きの中で、特に、医療機関から情報や書面をとってくることは本人にわかりやすく
伝えなければ、行動できないことが多いです。診断書で正確な病名がわかると、専門職への相談がし
やすくなります。また、事務処理上必要な、診断書に記載してもらいたい事柄や記載上の注意点があ
れば、あわせて本人に伝えます。必要な書式を本人から主治医に伝えれるように通知することで、診
断書を何度も再発行せずに済みます。例えば、休業起算日と整合性をとるための日時に関する注意点、
就業規則上の 1 度で有効な最長期間（1 か月毎の提出の決まりがある）等です。 
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1.5 有給休暇と休職制度の使い分けについて、本人と話し合います 

 事業場ごとに利用できる休職制度や有給休暇の種類に違いがあります。本人から休業・休職の申し
出があった際に、利用できる有給休暇の残り日数や休職可能期間を確認し、どのように使い分けると
より有効利用できる可能性があるかを事前に相談しておくと、治療・療養がスムーズに開始できます。
例えば、通院で散発的に休む場合は有給休暇取得で対応、入院でまとまって休む場合は休職制度利用
で対応、等です。 
 

1.6 休職で影響を受ける同僚に、休職の見込みと病状の一部を伝えることを本人と相談します 
これまでの人間関係からご自分で同僚に伝えたいこともありますので、誰が、いつ、お伝えするの

か本人の希望をよく確認します。また、休職前から通院のための休暇取得や、病気の症状によって仕
事に影響が出ており業務軽減が必要な場合もあります。休養中の職場の対応の背景となる病状を説明
することで理解が得られお互い働きやすい環境になることがあります。 
 

1.7 本人に相談したいことや配慮を受けたいことなどは気軽に連絡するよう伝えます 
 多くの人は他人に相談することに慣れていません。また、病気によって仕事を失うかもしれないと
いう漠然とした不安を抱えていることが多いです。相談しやすいような状況を作り出すことは担当者
の腕の見せ所かもしれません。 
 

1.8 職種ごとの役割について確認します。 
 それぞれの職種ごとの役割を明確にしておくことで、労働者に対してタイムリーにアプローチを行
うことが可能になります。会社・職場・組織・タイミングごとに役割には差異があるので毎回確認で
きるとより良い支援につながります。 
例） 
上司；定期的な体調面の確認や業務上全般的な相談役、情報収集の中心 
人事；制度面の適応の検討や生活費を含めた生活状況の確認 
社会保険労務士；制度運用についての相談役、社会資源および制度に関する情報提供 
産業医；健康と仕事の適合状態について独立した立場で判断、主治医との情報交換役 
本人；確実な受療行動と一般的な自己保健義務の履行 

 
1.9 休職者の情報を産業医・産業看護職などの職場の医療職に伝え、休養中の職場の対応についてアドバ

イスを受けます 
 産業医や産業看護職は医療のことと職場のこと両方を知りうる存在で難解な医療用語を職場にわか
りやすく翻訳することができます。相談できる医療者がいない場合も、事業者の相談先として、産業
保健総合支援センターを活用することができます。 
 

1.10 厚生労働省の HP などで似たような両立支援に関連する事例を確認するなど復帰に向けて準備を行い
ます。 
 厚生労働省の両立支援ポータルサイト（https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/case/index.html）では
企業ごとの両立支援の取り組みが公開されています。厚生労働科学研究身体疾患患者のための復職ガ
イダンス（http://ohtc.med.uoeh-u.ac.jp/hukusyoku/）では 428 事例に及ぶ実例の紹介をしています。
似たような事例を見つけることで両立支援のイメージを高めることができます。 
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2 休職中 

2.1 本人がしっかり休むことができるよう職場の仕事の分担を行います 
 休暇中に仕事のことが気になってなかなか治療に専念できない人もいます。本人が不在の間、仕事
が滞らないように工夫することが必要です。職場で代行できる休職中の手続きを提案してもらえると
助かることもあります。 
 

2.2 定期的に本人と連絡を取り状況を確認します 
 本人の治療状況を適宜確認することは本人の安心につながるのみならず、職場復帰の時期を推定す
ることにつながります。また、職場とのつながりで職場復帰に前向きに取り組むことができます。状
況にあわせて連絡の頻度や方法の工夫が肝要です。 
 

2.3 予想休業・休暇期間を主治医に確認します 
 抗癌剤や放射線の治療スケジュールがある程度決まっている場合、職場復帰の時期を推定すること
ができます。休業期間を主治医に確認することで円滑な職場復帰が可能になります。病状を理解して
もらえることは本人の安心感につながります。必要な医療機関からの情報は、本人が主治医に質問で
きるよう、明確に伝えることが肝要です。 
 

2.4 対応者は共感の姿勢で対応するよう心掛けます 
 治療と仕事を両立しようとする本人は、突然病気になったことで、治療費の捻出や治療の選択など
たくさんの情報を処理する必要がありキャパオーバーになっているケースが多いです。負担がかかっ
ているので自分にとって何が重要かわからなくなっていることも少なくなく、他者から見たら理不尽
な要求をしてくると感じることもあり得ます。そのような心理状況になっていることを認識し、まず
は置かれている状況について共感する姿勢を見せることは、結果的に本人の働く力を高めることにつ
ながります。特に、相手の言葉を途中でさえぎらないように留意すると、共感の姿勢が伝わります。 
 

3 職場復帰 
3.1 職場復帰に当たって本人の話や本人の希望をよく聴取します 

 職場の担当者が本人の労働能力を過小評価し、一方的な配置転換を決めてしまうケースもあります。
治療後は疲労しやすいながらも一定程度の労働能力が残っていることも多く、休職後少なくとも 6 割
程度の労働者はもともとの業務についているという報告もあります。一方的に「できない」と決めつ
けることなく、本人としっかり話し合いを持つことが肝要です。 
 

3.2 産業医・産業看護職との面接の機会を設けます 
 産業医や産業看護職は医療のことと職場のこと両方を知りうる存在で難解な医療用語を職場にわか
りやすく翻訳することができます。本人との直接の面接で、より詳しい状況を把握することができま
す。 
 

3.3 原則、現職復帰から検討します 
 職場復帰の際、配置転換からスタートした議論になると、議論が散逸し、両立支援の目的を失いが
ちになります。新しい部署の場合、業務そのものが大きく変わるためそもそも何を配慮すべきか検討
しがたくなりますが、現職に復帰することをデフォルトとしたら、「できること」「配慮したらできる
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こと」「どのような配慮があってもできないこと」の 3 点を整理することができ、配慮の要点が見えや
すくなります。その際、現職復帰以外職場復帰を認めないという立場をとらず、臨機応変な対応が取
れればなおよいです。現職以外での職場復帰や働き方が変更する場合は、キャリアや収入の見通しに
ついても事前に話し合うことが望ましいです。 

 
3.4 本人の健康情報が適切に取り扱われることを説明します 

 治療と仕事の両立支援に関連する情報は要管理個人情報（健康情報）に該当します。厚生労働省「事
業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」などを参考に取扱いについて定
めることが必要です。個人情報の収集は、①目的の明示・②周知の範囲・③本人同意が必要で、個人情
報の保管は鍵のかかる保管庫が標準対応となっています。事前に健康情報取扱規程を整えておくと、説
明しやすくなります。 

 
3.5 利用できる制度や配慮可能な範囲や選択肢を、本人と確認します 

 労働者は就業規則などを見たことがなく利用できる制度や職場内で受けられる配慮の範囲を知らな
いことがほとんどです。後述する勤務情報提供書を協働して作成するなどの方法でこれらを本人と共
有しましょう。 
 

3.6 主治医に勤務情報提供書を提出します 
 令和 2 年 4 月から、診療報酬が改訂されて、本人と職場が勤務情報提供書を協働して作成し、主治
医に提供することで発行された主治医意見書については医療機関側に診療報酬が得られることとなり
ました。労働者の側は保険適応になるので意見書の作成料が抑えられることとなり、医療機関側は確
実な診療報酬が得られ、職場は勤務実態や可能な配慮内容といった職場状況にあった意見書を得られ
るようになるなどそれぞれにメリットがあると考えられます。 
 

3.7 主治医に就業上の注意点が記載された意見書の提出を求めます 
 職場復帰する際、何らかの就業上の制限や就業配慮が必要な労働者がいます。病状に即して対応す
ることが必要となりますが、治療状況・副作用や合併症の発生状況など、主治医しか知りえない状況
が多く、主治医に就業上の注意点を聴取する必要があります。これらの情報は、記録として残してお
くことも必要なので意見書という形式で収集することが適当です。 
 

3.8 主治医の診察時に本人の同意を得て会社の上司が同席し就業上の注意点を確認します 
 主治医の意見書だけでは断片的な情報しか得られないこともあります。双方向の意見交換が必要な
場合には会社の上司などが医療機関に出向いて情報収集する方法もあります。この際、本人同意が必
要なので、例えば本人の診察に同行するなどの方法をとりましょう。主治医から情報を収集する場合、
主治医に責任を押し付けるようなことは避けるべきです。そもそも雇用は労働者と雇用主の間で結ば
れている雇用契約に基づいているもので、主治医はその法的関係性の中では第 3 者です。あくまでも
事業者の責任で就労するために、専門的な知見を提供いただくという姿勢で主治医に情報を求めるこ
とが適切です。 
 

3.9 本人に就業に当たって配慮してほしいこと（駐車場を近くにするなど）の申し出をするよう勧めます 
 両立支援のスタートは本人が申し出ることです。しかし、労働者の多くが支援を申し出ることに躊
躇しがちです。また、事業者が良かれと思って実践した配慮が労働者にとって迷惑であるということ
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も散見されています。労働者にとって過不足のない支援を実践するために、労働者の側から支援を申
し出るようにすることが適切です。 
 

3.10 主治医の意見書を参考に、①安全配慮上必要である適切な就業上の措置の検討と、②配慮してほしい
ことの実践について本人とともに確認します 
 事業者においては、労働者を就業させる際、安全配慮義務が課されています。安全配慮義務は予見
可能性と結果回避義務で構成されています。予見可能性については主治医に聴取するしかなく、「作業
することで病勢が悪化する」ものについて聴取しそれを避けることが必要になります。安全配慮義務
に該当しないような、例えば「トイレに行きやすい環境整備」といった配慮は、実現可能性について
職場の方が詳しいので本人の要望を聞きつつ配慮の方針を決めていきましょう。手すりや作業台の設
置は比較的対応しやすいですが、多目的トイレやエレベータ―の設置は予算やスペースの事情で対応
が難しいケースも多いです。対応できる範囲や対応できない内容について、職場側の事情を率直に共
有することも大切です。 
 

3.11 就業上の措置が実施される場合には産業医に相談します 
 普段、病気を見たことがない職場の上司や人事労務担当者にとって病名のイメージは医療者の持っ
ているイメージよりも過大にとらえられがちです。職場に産業医がいる場合においては就業上の措置
の検討について産業医にも意見聴取することでイメージが適正化される傾向にあります。 
 

3.12 就業上の措置を実施することで影響を受ける同僚に影響の範囲と病状の一部を説明します 
 就業配慮を実施することで、同僚の業務量が増えるなど不公平感が募ることがあります。配慮の背
景となる病状を説明することで理解が得られお互い働きやすい環境になることがあります。 
 

3.13 安全に通勤可能か確認します 
決まった時間に安全に通勤が可能か、復職までに本人自身で試しておく必要があります。送迎環境

なども継続可能な手段か事前に確認しておくと、安定した就業継続につながります。事業場によって

は試し出勤制度を設けて確認しています。 

 
3.14 職場復帰の目的・目標・ゴールを、本人を含めた関係者で協議します 

 職場復帰する際、ゴールが不明確でずっと意図しない制限・配慮を受け続けることがあります。こ
れは本人にとっても職場にとっても負担になりえます。制限・配慮はある側面で言えば働く権利・義
務の一部を停止させていることになっていることもあり、常に歓迎されるものでないことを念頭に置
くことが必要です。復帰の際、目的・目標・ゴールなどを設定することで適正化できる可能性があり
ます。制限や配慮によって生じる経済的な見通しの共有があると、より適正なゴール設定ができます。 
 

3.15 職場復帰プランを本人とともに検討します 
 職場復帰プランは最終的なゴールを見定めて、段階的に就業負荷を増やしていくように作成するこ
とが一般的です。場当たり的な配慮は 3.12 に記載されたように不合理な対応になりうるので、その労
働者に要求される業務量をあらかじめ言語化し、段階的復帰するプランを作成し、達成状況を適宜確
認することが重要です。職場復帰プランはあくまでも復帰時のプランであり、その通りの復帰となら
ないこともあります。プランを絶対視するのではなく、適宜修正を加えていくことも検討して下さい。 
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3.16 外部機関（ジョブコーチ、職業訓練センター、産業保健総合支援センターなど）の活用を検討します。 
事業場内の支援だけでは職場復帰しがたいと感じた時、公的外部機関に事業場支援を求めることが

できます。詳細は両立支援ガイドラインにありますのでご参考にして下さい。また、がん診療拠点病
院などに設置されているがん相談支援センターは就労に関する相談を受け付けています。本人の通院
先のがん相談支援センターを活用する方法もあります。 

 
4 フォローアップ時 

4.1 日ごろから本人に声かけをします 
 復職後は職場に迷惑をかけたという気持ちから、自分から自分の状況を言い出しにくいケースが多
いようです。また、職場からも気遣いから声をかけにくいことがあります。上司から、日常の挨拶や
「体調はどうか」という一言があると、仕事に関して困ったことや相談したいことも言い出しやすく、
お互いに働きやすい状況となります。 
 

4.2 見た目の変化についての申し出に対して、受容的な姿勢で対応するよう心がけます 
 治療の影響で、脱毛などの見た目の変化や、声が出にくいなどの障害を有した場合、人の目や差別
に悩むことがあります。着替えやウィッグ着脱についての申し出に対して受容的な対応があると、本
人の心理的負担が軽減され、業務に前向きに取り組むことができます。 
 

4.3 仕事や環境が負担になっていないか本人に聴取します 
 職場復帰の際、本人は頑張りたいという思いから業務量を過多に詰め込みすぎることがあります。
通常の労働者であっても長期の休暇の後は疲労しやすいように、仕事に慣れるには一定の時間が必要
になるケースはよく見られます。負担が過大になっていないか聴取することで疲労の蓄積を防止する
ことが可能になります。 
 

4.4 本人のキャリアやアイデンティティなどについて不安に思っていることについて聴取します 
 特に配置転換が必要になったケースなどでは、「職場から必要とされていない」などと感じてしまい、
すれ違いが生まれる原因となりがちです。不安に思っていることを聴取できるといいでしょう。社内
ピア・サポーター（同じ経験をしたことのある支援者）制度を構築している企業もあります。また、
事業場内で対応が難しい場合には病院などが設置しているピア・サポーターなどを紹介する方法もあ
ります。 
 

4.5 病状や治療状況に変化がないか本人に聴取します。変化があれば、3（職場復帰）の対応と同様の検討
を行います。 
 がん治療などは治療の効果を定期的に確認し効果が不十分な場合や副作用が強い場合などは新しい
治療に変更することなどもしばしばです。したがって、職場復帰の時と条件が変わっていることがあ
るため定期的に本人に治療状況に変更がないか確認することが適当です。ケースによっては、復帰の
際に設定した目的・目標・ゴールを見直し、再設定することで、円滑な就業継続につながることもあ
ります。 
 

4.6 就業上の措置の実施で影響を受けている同僚等にも、負担になっていないか聴取します。必要に応じ
て、病状の一部も追加説明します。 
 職場復帰直後の受け入れが良かったとしても、時間の経過とともに（多くの経験者は 3~6 か月後ご
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ろに訪れると回答します）周囲の疲弊が見られます。周囲の疲弊が不満となり、結果的に本人支援の
支障となることから注意が必要になります。周囲にも納得感を醸成することが必要となり、必要に応
じて病状の一部追加説明を実施します。 
 

4.7 資格取得や技能習得を支援します 
 資格取得の支援や、技能習得や自己研鑽を奨励することで、本人ができる仕事の幅が広がり、結果
的に就労・雇用継続しやすくなります。本人の病気を抱えてもキャリアを諦めない姿勢や働く意欲を
維持につながり、周囲も配慮しながら働きやすい雰囲気が醸成されます。 
 

【しくみ（組織対応）】 

5 休職時 
5.1 休職者情報を、関係者（上司・人事・衛生管理者・産業保健スタッフ）に周知する仕組みを構築しま

す 
 休職者情報は、ルールが定まっていないと上司だけにとどまっていたり、産業保健スタッフに知ら
れていなかったりなど、必要な関係者に情報が伝わっていないことになりかねません。情報共有する
メンバーを決めておくことが必要です。 
 

5.2 健康情報（個人情報）の取り扱いフローを作成します 
 健康情報の収集や保管についてはルールを作成することが必要です。厚生労働省「事業場における
労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」などを参考に取り扱いフローとルールの作
成を行いましょう。 
 

6 休職中 
6.1 休職中に月に 1回程度上司が本人に連絡するルールを構築します。 

 ルール化しておくことで上司が連絡するのを忘れることを防げます。 
 

7 職場復帰時 
7.1 勤務情報提供書の書式を準備し主治医に手渡す仕組みを構築します 

 勤務情報提供書の書式は両立支援ガイドラインにあります。現在、両立支援を行う際のスタンダー
ドは、本人と事業場が勤務情報提供書を協働して作成し主治医に手渡すこととなっています。事業場
が欲しい情報を得られるよう作成のルールを定めることが望まれます。 
 

7.2 主治医の意見書の書式を整備し主治医から確実に意見書を受け取るルールを構築します。 
 主治医から提出される意見書の書式は医療機関によって様々です。事業場ごとの意見書の書式を作
成することで抜け漏れの少ない情報を収集しやすくなります。書式は両立支援ガイドラインに掲載さ
れているものが基本になります。 
 

7.3 就業上の措置を実施するにあたり、産業医の助言を受ける体制を構築します 
 産業医は職場の健康管理のプロです。就業上の措置を実施する際には産業医が検討する中に入るこ
とが適切です。本人、主治医、産業医、事業者の 4 者がチームを作り支援できると最強のチームにな
ります。 
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7.4 就業上の措置を実施する場合、事前に本人と協議する仕組みを構築します 

 就業上の措置で実施される就業制限は時に本人にとって不利益となることがあります（例；半日勤
務で給与が半額となり傷病手当金よりも収入が減ってしまう）。したがって、就業上の措置を実施する
際には事前に本人と協議する仕組みを作成することが望まれます。 
 

8 日ごろから 
8.1 特定の疾患（がんなど）に偏らずすべての労働者が働きやすくなる（ダイバーシティマネジメント）

制度・環境づくりを行います 
8.2  特定の疾病のみにフォーカスした制度や環境づくりは不公正な職場になる可能性があります。どの

ような「働くことの困難感」を持っている労働者にとってもアプローチできる制度設計をすることで、
「お互いさま」と思えることにつながります。具体的な制度としては、就業規則・健康情報取扱規程・
職場復帰プログラム・時間単位で取得可能な有給休暇・病気休暇・有給休暇の積立制度・フレックス
勤務・テレワーク・貸付金制度などがあり、助成金を利用して作成することもできます。具体的な環
境としては、手すり・作業台・エレベータ・多目的トイレなどがあります。事業場の実情に応じて設
計します。制度や環境が実際に充分利用できる状況か定期的に確認します 
 制度があっても利用できない（例；フレックス出社の制度があるのに上司が認めてくれない）とい
ったことがあります。制度を作ったら実際に運用可能か定期的に確認することが制度の実効性を高め
ます。 
 

8.3 慢性疾患では経過中の症状変化に合わせて就業上の措置を実施できるよう工夫します 
 経過の長い疾患などではいちど就業上の措置が決まるとそのままずっと継続になっているケースが
散見されます。経過の長い疾患は、徐々に良くなるもの、経過に波のあるもの、徐々に悪化するもの
などしばしばであるため、適宜就業上の措置が実施できるように就業制限・配慮に期間を設けるなど
定期的に見直す仕組みを構築することで漫然と就業上の措置が実施されることを回避できます。 
 

8.4 労働者が健康に関することについて相談できる相談窓口を設置し、周知します 
 労働者にとって健康問題が発生した時にどこに何を相談したらよいか、わからないことがあります。
産業医に直接相談できる仕組みの構築（労働安全衛生法第 13 条の３）や産業医の業務内容の周知（労
働安全衛生法第 101 条第 2 項）などを通じて相談窓口を周知し一人で悩まなくて済むような方策を検
討します。 
 

8.5 外部機関（ジョブコーチ、職業訓練センター、産業保健総合支援センターなど）を活用する準備をし
ます 
 休業や両立支援が必要な労働者が発生した時に、利用できる外部機関がどこにありどのように利用
できるのか、わからないことがあります。相談できる外部機関の情報を収集し、いつでも利用できる
よう準備します。ジョブコーチの職場受け入れ経験や外部機関に相談した際の記録があると、次回以
降対応しやすくなります。 
 

8.6 部下の変化に気づいた際は本人の話を十分に聴くことを、管理者に教育します 
 職場復帰してから半年後程度した時が身体的・心理的負担が大きいというデータがあります。体調
変化を最も身近で感じることのできる上司がキーパーソンとなり部下の変化を感じた時には適切な声
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掛けができるよう管理職教育を行うことが適当です。 
 

8.7 仕事での病気による働きづらさがあれば都度を申し出るよう、労働者に教育します 
 両立支援の申し出は職場復帰の時だけでなく、病気を起因とする働きづらさを感じた時にいつでも
できることを教育することで、急な職場離脱を防ぐことができる可能性があります。 

 

【風土】 

9 目的の共有化 
9.1 自社にとって両立支援を実施する目的について事前に検討します 

 両立支援を実施する目的は会社によってまちまちです。会社の安定的な人員確保のため、従業員の
幸福のため、社員の帰属意識を高めるため、会社の社会的責任を果たすため、など会社にとって両立
支援の意義と目的を共有化することで実際に事例が発生した時に対応することが容易になります。 
 

9.2 健康経営の一環として両立支援に取り組みます 
 健康経営とは、会社経営の一環として健康に投資を行い、会社を繁栄させるという考え方です。両
立支援をコストとして考えた場合には後ろ向きな費用となりますが、目的に沿った投資を行うことで、
会社の活性化につながることが期待されます。 
 

10 周知 
10.1 利用できる制度や環境について周知します 

 制度を作成しても労働者が知らなければ利用されないまま終わってしまいかねません。周知するこ
とは重要で、周知の場は衛生委員会やイントラネットなど労働者がアクセスしやすい場所が適当と考
えられます。また、制度整備への取り組みを外部発信すると、事業場の人材確保にもつながります。 
 

10.2 両立支援の実施について社内周知をします 
 両立支援の制度全般が作成された場合においては社内周知を行うことが必要です。個別の制度につ
いては当事者意識のない労働者は忘れてしまいがちであるため、両立支援の制度がある、という大枠
を労働者に周知することを周知することが必要で、そこまでたどり着けたら利用できる制度などにも
紐づいて情報収集することが可能になります。 
 

10.3 実際に一例体験したら、組織体験や個人体験を個人情報の範囲内で共有します 
 両立支援の体験者が自身の体験を話したい、話してもいいと言うことがあります。両立支援の経験
がある上司はない上司と比較して支援的であることが知られています。疑似体験でもしておくことが
必要なので、本人が協力したい場合には話ができる環境を作ることも必要です。なお、当然のことな
がら強制することのないようにしなければなりません。 
 

10.4 厚生労働省や地方自治体主催の企業向けの両立支援シンポジウムやがん教育研修会に参加します 
 治療と仕事の両立支援の取組の促進を図ることを目的に、厚生労働省や地方自治体がシンポジウム
や研修会を開催しています。他企業での実際の取り組みや経験から、自社に役立つ情報を得ることが
で き ま す 。 開 催 情 報 は 、 厚 生 労 働 省 の 両 立 支 援 ポ ー タ ル サ イ ト
（https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/case/index.html）や各地方自治体のサイトから確認できます。 
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10.5 両立支援コーディネーター研修を受講します。 

 両立支援コーディネーターは、患者・家族と医師・医療ソーシャルワーカーなどの医療側と産業医・
衛生管理者・人事労務担当者などの企業側の３者間の情報共有の役割を果たします。両立支援コーデ
ィ ネ ー タ ー 研 修 の 開 催 情 報 は 、 労 働 者 健 康 安 全 機 構 の サ イ ト
（https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1015/Default.aspx）や各地方産業保健総合支援センタ
ーのサイトから確認できます。 

 
11 助け合いの文化 

11.1 日ごろからチームワークを構築し「お互い様」の文化を育てます 
 両立支援を受けやすい環境は職場内での関係性がもともといい場合のことが多いです。日ごろから
チームワークをよくしておくことで、病気を持った時に言い出しやすく、配慮を受けやすい環境につ
ながります。 
 

11.2 必要に応じて制度を柔軟に運用できるよう体制を構築します 
 制度の欠点は、制度外の運用を認めない傾向があることです。これは難しいところで、制度外の運
用を認めることは結果的に制度がないがしろになりうまく機能しないこともあります。制度外の運用
を認める際には、制度よりも上位の「両立支援の目的」に立ち戻り、目的に適している場合に限り制
度外の運用を認めるなどの運用ルールを策定する方法もあります。 
 

11.3 休みやすい環境整備を行います 
日ごろから有給休暇を取りやすい、風邪をひいたときなど休みを言い出しやすい、などの環境整備

をしておくことで両立支援を実施しやすい環境になります。 
 

11.4 がん検診の受診など衛生委員会等で周知します 
 日ごろから病気のことを身近に考えること、早期発見のためのがん検診受診を進めるなど、病気に
なっても事業場が支援を行うことなどが周知されていることが両立支援の促進につながります。 
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